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平成２８年第１回芦北町議会定例会会期日程 

月 日 曜日 日        程 

３・ ４ 金 

（開 会） 

本会議   諸報告 

議長諸般の報告 

行政報告 

平成２８年度施政方針と予算大綱説明 

議案審議 

議案の委員会付託 

委員会審査 平成２８年度芦北町一般会計予算（歳入）の連合審査会 

５ 土 休 日 

６ 日 休 日 

７ 月 
委員会審査 建設経済（現地調査、建設課、農林水産課） 

文教厚生（教育課、福祉課） 

８ 火 
委員会審査 総  務（企画財政課、総務課、議会事務局） 

文教厚生（生涯学習課、住民生活課） 

９ 水 
委員会審査 総  務（田浦基幹支所、税務課） 

建設経済（農業委員会事務局、上下水道課、商工観光課） 

１０ 木 委員会審査予備日 

１１ 金 委員会審査予備日 

１２ 土 休 日 

１３ 日 休 日 

１４ 月 休 会（議事整理） 

１５ 火 休 会（議事整理） 

１６ 水 休 会（議事整理） 

１７ 木 本会議 一般質問 

１８ 金 

本会議   議案審議（委員長報告） 

閉会中の継続調査の申出 

（閉 会） 
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平成２８年第１回芦北町議会定例会議事日程（第１号） 

 

平成２８年３月４日 

午前１０時 開 会 

於   議   場 

１ 議事日程 

 開会宣告 

   第 １ 会議録署名議員の指名 

   第 ２ 会期の決定について 

   第 ３ 諸報告 

        議長諸般の報告 

        行政報告 

   第 ４ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

芦北町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する

条例の制定について 

   第 ５ 議案第 １号 平成２７年度芦北町一般会計補正予算（第７号） 

   第 ６ 議案第 ２号 平成２７年度芦北町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号） 

   第 ７ 議案第 ３号 平成２７年度芦北町介護保険事業特別会計補正予算（第

４号） 

   第 ８ 議案第 ４号 平成２７年度芦北町簡易水道事業特別会計補正予算（第

１号） 

   第 ９ 議案第 ５号 平成２７年度芦北町農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号） 

   第１０ 議案第 ６号 平成２７年度芦北町生活排水処理事業特別会計補正予算

（第２号） 

   第１１ 議案第 ７号 平成２７年度芦北町水道事業会計補正予算（第１号） 

   第１２ 平成２８年度施政方針と予算大綱説明 

（一括議題＝第１３から第２１まで） 

   第１３ 議案第 ８号 平成２８年度芦北町一般会計予算 

   第１４ 議案第 ９号 平成２８年度芦北町国民健康保険事業特別会計予算 

   第１５ 議案第１０号 平成２８年度芦北町介護保険事業特別会計予算 

   第１６ 議案第１１号 平成２８年度芦北町農業集落排水事業特別会計予算 

   第１７ 議案第１２号 平成２８年度芦北町生活排水処理事業特別会計予算 
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   第１８ 議案第１３号 平成２８年度芦北町有温泉事業特別会計予算 

   第１９ 議案第１４号 平成２８年度芦北町奨学資金貸付事業特別会計予算 

   第２０ 議案第１５号 平成２８年度芦北町後期高齢者医療事業特別会計予算 

   第２１ 議案第１６号 平成２８年度芦北町水道事業会計予算 

（一括議題＝第２２から第２３まで） 

   第２２ 議案第１７号 芦北町水産物加工施設条例の制定について 

   第２３ 議案第１８号 芦北町いじめ防止等に関する条例の制定について 

   第２４ 議案第１９号 芦北町情報公開条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

   第２５ 議案第２０号 芦北町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

   第２６ 議案第２１号 芦北町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

   第２７ 議案第２２号 芦北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

   第２８ 議案第２３号 芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

（一括議題＝第２９から第３２まで） 

   第２９ 議案第２４号 芦北町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

   第３０ 議案第２５号 芦北町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

   第３１ 議案第２６号 旧芦北町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 

   第３２ 議案第２７号 芦北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

   第３３ 議案第２８号 芦北町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条

例の制定について 

   第３４ 議案第２９号 芦北町税条例の一部を改正する条例の制定について 

   第３５ 議案第３０号 芦北町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の

制定について 

   第３６ 議案第３１号 芦北町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに
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係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

   第３７ 議案第３２号 芦北町環境美化条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

   第３８ 議案第３３号 芦北町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

   第３９ 議案第３４号 芦北町証人等に対する実費弁償に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

（一括議題＝第４０から第４６まで） 

   第４０ 議案第３５号 芦北町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

   第４１ 議案第３６号 芦北町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

   第４２ 議案第３７号 芦北町課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

   第４３ 議案第３８号 芦北町職員の定数に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

   第４４ 議案第３９号 芦北町簡易水道事業特別会計条例を廃止する条例の制定

について 

   第４５ 議案第４０号 芦北町簡易水道事業給水条例を廃止する条例の制定につ

いて 

   第４６ 議案第４１号 芦北町簡易水道給水財政調整基金条例を廃止する条例の

制定について 

（一括議題＝第４７から第４８まで） 

   第４７ 議案第４２号 芦北町過疎地域自立促進計画を定めることについて 

   第４８ 議案第４３号 定住自立圏形成協定の締結について 

    （散 会） 

 

２ 出席議員（１６人） 

１番 荒 川 知 章 君 ２番 坂 本   登 君 

３番 宮 内 道 則 君 ４番 寺 本 順 一 君 

５番 古 村 逸 男 君 ６番 白 坂 康 浩 君 

７番 草 野 安 道 君 ８番 前 田 徹 一 君 

９番 元 山 秀 志 君 10番 宮 尾 秀 行 君 

11番 平 松 洋 一 君 12番 川 尻 成 美 君 
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13番 藤 井 公 明 君 14番 岡 部 惠美子 君 

15番 水 口 宣 之 君 16番 寺 本 修 一 君 

 

３ 欠席議員（０人） 

 

４ 説明のため出席した者の職氏名（１８人） 

町    長  竹 﨑 一 成 君   副 町 長  藤 崎 正 司 君 

教 育委員長  澁 谷 百 錬 君   教 育 長  竹 浦 裕 道 君 

総 務 課 長  山 元 信 作 君   企画財政課長  柳 田 豊 彦 君 

税 務 課 長  楠 原 清 照 君   住民生活課長  一 丸 喜八郎 君 

福 祉 課 長  宮 下 祐 一 君   農林水産課長  藤 井 哲 郎 君 

商工観光課長  園 川 民 夫 君   建 設 課 長  下 田   研 君 

                    会計管理者兼 
  上下水道課長  坂 道 征 一 君           井手口 浩 二 君 
                      会 計 室 長       

  田浦基幹支所長  溝 下 博 行 君   教 育 課 長  大 塚 雄 二 君 

                      農 業委員会 
  生涯学習課長  江 上   繁 君           告 畑 一 彦 君 
                      事 務 局 長 

 

５ 職務のため出席した事務局職員の職氏名（２人） 

議会事務局長  岩 間 睦 生 君   次長(課長補佐)  福 田 貴 司 君 
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議長諸般の報告 

 

１ 例月現金出納検査結果報告書（別紙のとおり） 

 

２ 水俣芦北広域行政事務組合議会定例会 

   期 日 平成２７年１２月２２日（火） 

   場 所 水俣芦北広域行政事務組合多目的ホール 

   議 題 ・水俣芦北広域行政事務組合情報公開条例の制定について（原案可決） 

・水俣芦北広域行政事務組合個人情報保護条例の制定について（原案可

決） 

・水俣芦北広域行政事務組合特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について（原案可決） 

・継続費の継続終了による精算について 

・平成２６年度水俣芦北広域行政事務組合一般会計決算認定について

（原案認定） 

・平成２７年度水俣芦北広域行政事務組合一般会計補正予算について

（原案可決） 

 

３ 熊本県町村議会議長会理事会議 

   期 日 平成２７年１２月２４日（木） 

   場 所 熊本県市町村自治会館（熊本市） 

   議 題 ・全国議長会関係事項等の報告 

・九州協議会における本県提出議題について 

・平成２８年度会務運営方針及び予算案について 

 

４ 芦北町国際交流事業カンボジア派遣事業 

   期 日 平成２７年１２月２５日（金）～１２月３０日（水） 

   場 所 カンボジア 

   内 容 芦北ひまわり第５学校贈呈式 

 

５ 熊本県町村議会議長会理事会議 

   期 日 平成２８年１月２６日（火） 

   場 所 熊本県市町村自治会館（熊本市） 

   議 題 ・全国議長会関係事項等の報告 
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・県知事選挙・衆議院議員選挙の候補者推薦について 

・第６６回定期総会の運営について 

・平成２８年度各種研修会講師について 

 

６ 熊本県町村議会議長会第６６回定期総会 

   期 日 平成２８年２月１７日（水） 

   場 所 熊本テルサ（熊本市） 

   表 彰 全国町村議会議長会表彰状伝達 

       熊本県町村議会議長会表彰 

   議 題 ・会務報告 

・平成２６年度歳入歳出決算の認定を求める件（認定） 

・平成２８年度歳入歳出予算の議決を求める件（可決） 

・各郡提出案件の審議（葦北郡は、交通・産業基盤及び農業生産基盤の

整備について要望）（可決） 

・宣言（可決） 

・決議（可決） 

・実行運動方法協議（可決） 

 

 

 

        平成２８年３月４日 

            芦北町議会議長  寺 本 修 一 



 －9－

芦町監第４０号 

平成２８年２月１０日 

芦北町議会議長 寺 本 修 一 様 

 

芦北町監査委員 山 下 生 吾 

芦北町監査委員 古 村 逸 男 

 

例月現金出納検査の結果に関する報告の提出について 

 

地方自治法第２３５条の２第１項の規定により例月現金出納検査を実施したので、同

条第３項の規定により、その結果に関する報告を下記のとおり提出します。 

 

記 

１ 検査の対象 

会計管理者の権限に属する現金（歳計現金、一時借入金及び基金並びに歳入歳出外

現金）の出納及び保管 

 

２ 検査現在期日 

平成２８年１月３１日 

 

３ 検査実施日 

平成２８年２月１０日 

 

４ 検査の結果及び意見 

検査現在期日における歳計現金及び基金並びに歳入歳出外現金（一時借入金なし）

の保管状況は、預金通帳、保管現金及び現金保管状況一覧表と照合した結果すべて符

合し相違ないこと及び適正に処理されていることを確認した。 

また、出納事務については、現金出納にかかる証拠書類及び関係帳表と照合、検査

の結果、計数に誤りはなく何ら不正非違の点も見受けられず、すべて適正に処理され

ていることを認めた。 

なお、参考まで検査現在期日における現金の現在高は、次のとおりである。 

 

一

般

会

計

・

特

別

会

計 

歳 計 現 金 1,246,559,636 円 

一 時 借 入 金 0 円 

基 金 に 関 す る 現 金 5,422,493,001 円 

歳 入 歳 出 外 現 金 50,838,695 円 

計 6,719,891,332 円 

水 道 事 業 会 計 248,096,119 円 
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議員派遣の結果報告 

 

熊本県町村議会議長会（議会常任委員長・議会運営委員長研修会） 

期  日 平成２８年１月２０日（水） 

場  所 グランメッセ熊本 ２階 コンベンションホール 

目  的 議会活動の活性化に資するため 

内  容 講演「地方消滅の罠～人口減少社会の正体」 

講 師 首都大学東京准教授 山下祐介 氏 

派遣議員 常任委員長及び議会運営委員長 

 

 

 

        平成２８年３月４日 

            芦北町議会議長  寺 本 修 一 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（寺本修一君） おはようございます。 

ただいまから平成２８年第１回芦北町議会定例会を開会します。 

これより本日の会議を開きます。 

お手元に配付の議事日程にしたがって会議を進めてまいります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（寺本修一君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２３条の規定により、４番 寺本

順一君及び５番 古村君の２人を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第２ 会期の決定 

○議長（寺本修一君） 日程第２「会期の決定」についてを議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員会から答申に基づき、本日から

３月１８日までの１５日間にしたいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日か

ら３月１８日までの１５日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第３ 諸報告 

○議長（寺本修一君） 日程第３「諸報告」を行います。 

例月現金出納検査結果、閉会中に出席した議長諸般の報告、議員派遣の結果報告

及び町長の行政報告の内容は、お手元に配付のとおりです。 

以上で、諸報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第４ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 

芦北町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制

定について 

○議長（寺本修一君） 日程第４、承認第１号「専決処分の承認を求めることについ

て」を議題とします。 

本案について説明を求めます。楠原税務課長。 

○税務課長（楠原清照君） 承認第１号、専決処分の承認を求めることについて御説明

申し上げます。 
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芦北町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例は、地方自治法第１

７９条第１項の規定により、平成２７年１２月２８日付けで専決処分をいたしまし

たので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものでございます。 

改正内容は、マイナンバーに関することでございまして、昨年３月３１日に専決

処分、６月議会定例会において報告・承認いただいた芦北町税条例等の一部を改正

する条例を改正するものです。 

前回の改正では、個人住民税と特別土地保有税の減免申請書には個人番号を記載

することとしておりました。しかし、昨年、平成２７年１２月１６日に決定されま

した平成２８年度与党税制改正大綱において、一部の手続きでの個人番号利用の取

り扱いを見直す方針が示されたことを踏まえ、国から納税義務者の負担軽減の観点

から、この２税目の減免申請書には個人番号の記載を要しないこと、平成２８年１

月１日から適用することが適当である旨の通知があったため、専決処分を行ったも

のです。 

附則では、施行期日を公布の日としておりますが、公布は専決処分と同日の平成

２７年１２月２８日に行っております。 

以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから承認第１号を採決します。 

お諮りします。本案は承認することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、承認第１号は承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第５ 議案第１号 平成２７年度芦北町一般会計補正予算（第７号） 

○議長（寺本修一君） 日程第５、議案第１号「平成２７年度芦北町一般会計補正予算

（第７号）」を議題とします。 

本案について説明を求めます。柳田企画財政課長。 

○企画財政課長（柳田豊彦君） おはようございます。 
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それでは、議案第１号、平成２７年度芦北町一般会計補正予算（第７号）につい

て説明をいたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に５億９,４３９万６,０００円を追加し、予

算の総額を１０６億８,５４１万５,０００円とするもの、併せて繰越明許費、債務

負担行為、地方債の補正も行っております。 

まず、歳出を御説明いたします。 

事項別明細書１２ページを御覧いただきたいと思います。 

各款におきまして、２節の給料から４節共済費まで補正をしております。職員分

の合計で１,０９２万６,０００円の追加になりますけれども、平成２７年度の人事

院勧告に基づく給料の平均改定率０.４５％及び期末勤勉手当０.１箇月分などによ

る追加補正でございます。詳しくはお手元にお配りをいたしました説明資料または

予算書の２５ページを御覧いただければというふうに思います。以後、職員の人件

費等を除いて御説明をしたいと思いますが、飛び飛びになりますが御了承いただき

たいと思います。 

まず、議会費の中の議員期末手当４８万２,０００円がありますが、これは職員

と同じく０.１箇月分を引き上げるための措置でございます。 

次は、総務費のうち財産管理費の積立金３億円は、前年度の決算剰余金の処分、

本年度の決算の見込み等を勘案して、町有施設整備基金ほか２基金にそれぞれ１億

円を積み立てるものでございます。 

次は、１３ページになります。 

企画費の負担金７４万円は、水俣芦北広域行政事務組合に出向しております職員

の給与改定に伴うものでございます。 

電子計算機費の１,２１０万３,０００円につきましては、通信回線の見直しやマ

イナンバー制度発足法による自治体の電算システムの強化に要する費用などに係る

ものでございます。 

次に、高速交通対策費５９８万３,０００円の減額、これは地方バス運行等補助

金が当初予算の想定を下回ったために減額をしたものであります。 

次は、１４ページになります。 

戸籍住民基本台帳費、１９節負担金３１８万１,０００円は、マイナンバーカー

ドの事務を行います地方公共団体情報システム機構というところに対して交付をす

る費用であります。選挙管理委員会費の委託料３８万９０００円は、選挙制度改正

に伴う電算システムの改修費用であります。 

次は、１５ページになります。 

社会福祉総務費の報酬１１０万円、需用費６４万８,０００円、役務費８５万６,
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０００円、委託料５７万１,０００円並びに補助金１億２,０３６万円につきまして

は、６５歳以上の年金受給者等の低所得者に対して１人当たり３万円を交付すると

いう臨時福祉給付金の施行に関わる費用を計上しております。 

繰出金の２,１１０万６,０００円につきましては、国保会計の保険基盤安定制度

に基づく繰出金であります。 

高齢者福祉費の１００万３,０００円は、介護特別会計職員の給与改定に関わる

ものであります。 

１６ページ、児童福祉総務費の委託料３２万４,０００円は、子育て支援事業が

制度改正される見込みとなったため、これに対応するシステム改修費であります。 

児童措置費の３,２３８万９,０００円は、保育士の待遇改善等に要する経費が改

定されたことに伴うものであります。 

次は、１７ページになります。 

生活排水対策事業費の２７５万３,０００円につきましては、給与改定等による

生活排水及び農業集落排水特別会計への繰出金であります。 

次は、農業振興費４,３８０万円についてでございますが、地方創生加速化交付

金を活用して行いますＪＡ農業参入支援事業補助金と、昨年８月に発生しました台

風１５号で被災をしましたデコポンハウス等の復旧補助金であります。ＪＡ農業参

入事業につきましては、２６年度補正の地方創生先行型交付金でも実施しておりま

すが、総合戦略に位置付けて２８年度も継続的に支援をする方向でおりましたが、

今般、地方創生加速化交付金というものが補正予算で出ましたので、これを活用す

るために２７年度に前倒しをして実施するということにしたものであります。 

畜産業費の３１５万６,０００円は、台風被害を受けた畜舎等の復旧補助金です。

中山間地域総合整備事業費における６８０万円の財源組替えにつきましては、起債

事業を構成したことによる組替えであります。 

次は１８ページ、水産業振興費になります。１,４３３万円は地方創生加速化交

付金を活用して、同じく前倒し事業として行うもので、内水面漁協における商品開

発、うたせ観光休憩所を活用した直売所建設に要する費用などを計上したものであ

ります。 

１９ページになります。 

商工業振興費の１,３５３万２,０００円と、観光費の６５０万３,０００円につ

いても、創生加速化交付金を活用して前倒しをするものでありまして、温泉塩商品

の開発や、福岡県域をターゲットとした観光物産のＰＲ等を行う事業並びに熊本県

が行う県南地域市町村が一体となった観光振興事業に対する負担金であります。 

次は、２０ページになります。 
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砂防費の２８０万円につきましては、熊本県が行います急傾斜地対策事業費が増

高したために応分の負担をするものであります。 

次は、２１ページになります。 

災害対策費８３１万６,０００円は、太陽光発電施設を備えます防災無線設備の

４箇所におきまして、稼働以来８年を経過したためにバッテリーが老朽化し、蓄電

容量が不足しているということが判明したため、緊急に交換をするための費用を計

上しております。 

次は、２３ページになります。 

漁業用施設災害復旧費と公共施設災害復旧費の財源組替えは、台風で被災をしま

した町有施設について、共済費の支払いがあったために財源を組替え処理したもの

であります。 

公債費の元金１,０００円の増額と、利子１４３万３,０００円の減額につきまし

ては、利率見直し方式というもので、１７年度に借り入れました減税補てん債の利

率が今回確定したために、それに伴って補正をしたものであります。 

なお、先ほど共済金が入ったため財源を組み替えたと申し上げましたが、財源内

訳のその他の欄の各所に数字が入っている目があると思いますけれども、これもま

た同じ理由であるということを御理解いただければと思います。 

以上が歳出の説明であります。 

次は、歳入について御説明をいたします。１０ページをお開きいただければと思

います。 

固定資産税の７,２６５万７,０００円の増額は、九州新幹線に対します固定資産

税減免の特例措置が２７年度をもって終了し、課税額が増加をしたことによる増で

あります。 

地方消費税交付金８,０００万円は、消費税が８％に増税されたことによって、

当初見込みよりも大幅に増加するということになったためでございます。 

また、地方交付税６,５９９万７,０００円の増額は、平成２６年度から市町村合

併を考慮した交付税制度の見直しが行われており、それに対する影響でございます。 

民生費国庫負担金２,６３５万５,０００円は、保育園の職員費の処遇改善等の改

訂があったための負担金と、国保の基盤安定に関する負担金が増額となったためで

ございます。 

総務費国庫補助金の８,８７８万９,０００円は、マイナンバー制度に係る電算等

の整備、地方創生加速化事業、選挙制度改正に係るシステム改修に対する補助金や

交付金であります。 

民生費国庫補助金１億２,３８６万１,０００円のうち、１６万２,０００円は子
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育て支援制度見直しのためのシステム改修に対する補助金１億２,３６９万９,００

０円は、年金受給者等に１人当たり３万円の給付と、それに要する事務費に対する

補助金でございます。 

１１ページになります。 

民生費県負担金１,２２３万４,０００円は、先ほど国庫負担金で申し上げたとお

り、保育所の処遇改善等の改正や、国庫基盤安定制度の追加による県の負担分であ

ります。 

農林水産業費県補助金の１９８万７,０００円は、果樹や畜産における台風被害

復旧のための補助金であります。 

繰越金の欄は飛ばします。 

雑入の５００万５,０００円は、町有施設の台風被害に対する共済費です。先ほ

ど歳出のところで申し上げましたが、これを各事業ごとに充当をしております。 

町債３,０５１万７,０００円の減額については、臨時財政対策債の許可額が当初

予算見込みよりも減額となったことと、農林水産業債と商工債を追加をしたためで

あります。 

以上、これまで説明をしました歳入総額が４億４,６３７万８,０００円となり、

歳出との差額１億４,８０１万８,０００円を前年度繰越金で措置するという財源構

成になりました。 

次に、５ページで繰越明許費の補正を説明をいたしたいと思います。 

総務費、民生費、農林水産業費、商工費、土木費で、合計１４件の繰り越しです。

予算の見込みが立ったものの、国の補正に連動して繰り越しが前提となった福祉給

付金や地方創生に絡むＪＡ農業参入特産品開発事業などの９件と、町道新設改良費

や木造住宅支援事業など、年度内に完成の見込みが立たないもの５件となっており

ます。 

次に、６ページの債務負担行為の補正でございます。バスの一般利用運行業務に

ついて、２７年度に田川、鶴木山、女島の３路線を路線バスから切り替えたことに

伴うものでございます。設備投資資金利子補給につきましては、商工観光課が行い

ます町内２事業者の設備投資資金に対する利子補給であります。期限と限度額はそ

こに記載のとおりでございます。 

７ページの地方債の補正について申し上げます。臨時財政対策債につきましては、

許可額の決定があったための減額、農業振興事業債と商工業事業債については、過

疎対策事業債のソフト事業について、国との協議を経て追加をしたものであります。

限度額、起債の方法、償還の方法などについては、表のとおりとなっております。 

以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 歳入歳出兼ね合いで、地方創生加速化交付金というのがこの

予算大綱説明にも冒頭書いてありますが、日本全国に１,０００億円という補助が

されて、本町にもそういう中で予算措置されておりますけれども、その中で総額の

これに対する、今説明が各課ありましたけれども、総額は芦北町はいくらなのかと

いうのが１点。 

そして、あと、基金が３億円積み立てられておりますので、２６年度の財産に関

する調書を見てみますと、町有施設整備基金は分かりますけれども、このふるさと

づくり基金何のためのものか、この２点の基金のほうのをお願いします。あと１点

がですね、スクールバスの債務負担行為の中で、女島のほうの併せてスクールバス

のほうがされましたけれども、路線のほうのですね、ルートをですね、どうにかさ

れんものだろうかという住民の声が出ておりますが、どういう形で路線はあるのか。

変更というか、例えば詳しく言いますと、池尻地区の下を降りたですね、今までバ

スが通っていた、今、町道に編入されましたけれども、下を通ることはできないだ

ろうかと、お年寄りも家まで歩けないということがありますけれども、その点につ

いて、ちょっとお伺いしたいと思います。以上です。 

○議長（寺本修一君） 柳田企画財政課長。 

○企画財政課長（柳田豊彦君） まず、創生関連の費用について申し上げますけれども、

今回、２７年度の補正で、ＪＡの農業参入をはじめとしまして７件分を７,７３４

万７,０００円になります。これにつきましては、交付金が１０分の１０でありま

すので、もしこれが全て採択をされますと、全て交付金で措置されるというもので

ございます。そして、これは余分かも知れませんけれども、それ以外に平成２８年

度の当初予算で７件、６,８９９万円を措置しておりますので、２８年度中に明確

に創生関連といいますのが約１億５,０００万円程度の予算を挙げているというこ

とでございます。 

それと、次は基金の、恐らくふるさとづくり基金とまちづくり振興基金の差のこ

とについてということでございますけれども、まずふるさとづくり基金につきまし

ては、ふるさとづくりを推進する事業に活用することとなっておりまして、主にま

ちづくり団体でありますとか、国際交流協会などの民間が基本的に行う事業に対し

て補助をするというようなことで、基本的にこの基金については枯渇をしたら困る

というふうな判断をしておりまして、例えば国際交流協会が行います海外派遣施業

でありますとか、湯浦活性化協議会などの地域活性化団体が行います地域のイベン

ト等に対する費用などに充てられております。 
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次に、まちづくり振興基金につきましては、交付税の段階的な縮減に備えて、合

併特例債で資金を確保した上でそれを積み立てているということで、合併後の新町

計画に位置付けられました町が主体となって行う事業に主に充当をするというよう

な振り分けをしております。それで、これにつきましては、交付税が減額をするの

の補填をするというのが大前提でありますので、 終的には枯渇してもいいという

ような判断でおります。それで、今のところ、老人公衆浴場の無料入浴券の補助で

ありますとか、インフルエンザの予防接種の委託利用でありますとか、芦北町が主

体で行っておりますうたせマラソンなどのイベントとか、そのような形のものには

まちづくり振興基金を充てるというような、そのような大括りな差別をして使って

いる基金というふうに御理解いただければと思います。 

なお、まちづくり振興基金につきましては、先ほど合併特例債で措置をした、借

りてしたということは、結局、今単純に言いますと、借りた分につきましては、７

割の交付税措置がありますので、７割の利子が付くような貯金だというふうなこと

で御理解いただければというふうに思います。 

それと、 後に路線バスの件ですけれども、そのような各御要望が女島のみなら

ず、上がってきておりますのは承知しておりますので、随時見直すべきところは見

直していきたいというふうに思っておりますが、費用との兼ね合いもございますの

で、そのへんも考えて慎重に検討してまいりたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いします。 

○議長（寺本修一君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第６ 議案第２号 平成２７年度芦北町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２ 

号） 

○議長（寺本修一君） 日程第６、議案第２号「平成２７年度芦北町国民健康保険事業
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特別会計補正予算（第２号）」を議題とします。 

本案について説明を求めます。一丸住民生活課長。 

○住民生活課長（一丸喜八郎君） おはようございます。 

議案第２号、平成２７年度芦北町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について御説明いたします。 

事業勘定の予算の総額に歳入歳出それぞれ９,０７４万９,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を３７億７,２９２万５,０００円とするものでございます。 

歳出から御説明いたします。予算書の７ページをお願いします。 

款８共同事業拠出金の目１高額医療費共同事業拠出金５万６,０００円及び目３

保険財政共同安定化事業拠出金４,０６９万３,０００円は、本年度の拠出金の確定

に伴う増額です。 

款１０基金積立金の５,０００万円は、本年度の決算余剰金が多く見込まれるこ

とから、後年度にあける突発的な医療費の増加、保険税収入の減少に備えるため、

国民健康保険財政調整基金の積立てを行うものです。 

次に、歳入について御説明します。６ページをお願いします。 

款７共同事業交付金の目１共同事業交付金５万６,０００円及び目２保険財政共

同安定化事業交付金４,０６９万３,０００円は、歳出で御説明しましたが、本年度

の交付金の確定に伴う増額です。 

款９繰入金の目１一般会計繰入金２,１１０万６,０００円は、保険基盤安定制度

による低所得者に対する保険税の軽減措置に伴う繰入金の増額です。 

款１０繰越金の目２その他繰越金５１１万１,０００円は、前年度繰越金を補正

財源として充当するものでございます。 

款１１諸収入の目６雑入２,３７８万３,０００円は、熊本県国民健康保険団体連

合会の積立金の法人税上の取扱いが変更されたことによりまして、基金の返還が総

会で承認されまして、返還金として受け入れるものでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２号を採決します。 
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お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第７ 議案第３号 平成２７年度芦北町介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

○議長（寺本修一君） 日程第７、議案第３号「平成２７年度芦北町介護保険事業特別

会計補正予算（第４号）」を議題とします。 

本案について説明を求めます。一丸住民生活課長。 

○住民生活課長（一丸喜八郎君） 議案第３号、平成２７年度芦北町介護保険事業特別

会計補正予算（第４号）について御説明いたします。 

予算の総額に歳入歳出それぞれ１００万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を２２億３,００７万９,０００円とするものでございます。 

歳出から御説明いたします。予算書の７ページをお願いいたします。 

款１総務費、目１一般管理費の１００万３,０００円は、人事異動及び給与改定

に伴う職員給与費等の人件費補正でございます。 

次に、歳入につきましては、６ページをお願いします。 

款６繰入金の一般会計繰入金１００万３,０００円は、補正財源として充当する

ものでございます。 

なお、給与費の内訳につきましては、予算書の８ページから１０ページの明細書

のとおりです。 

以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

第８ 議案第４号 平成２７年度芦北町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

○議長（寺本修一君） 日程第８、議案第４号「平成２７年度芦北町簡易水道事業特別

会計補正予算（第１号）」を議題とします。 

本案について説明を求めます。坂道上下水道課長。 

○上下水道課長（坂道征一君） おはようございます。 

議案第４号、平成２７年度芦北町簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）につ

いて説明いたします。 

予算の総額に歳入歳出それぞれ５０万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を８,４００万８,０００円とするものでございます。 

歳出から御説明いたします。予算書は７ページになります。 

款１簡易水道費、目１簡易水道管理費の５０万８,０００円は、給与改定に伴う

職員給与費等の補正でございます。 

歳入につきましては、６ページになります。 

補正財源といたしまして、前年度繰越金を計上しております。 

給与費の内訳につきましては、予算書の８ページから１０ページの明細書のとお

りでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第４号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第９ 議案第５号 平成２７年度芦北町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２ 

号） 

○議長（寺本修一君） 日程第９、議案第５号「平成２７年度芦北町農業集落排水事業
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特別会計補正予算（第２号）」を議題とします。 

本案について説明を求めます。坂道上下水道課長。 

○上下水道課長（坂道征一君） 議案第５号、平成２７年度芦北町農業集落排水事業特

別会計補正予算（第２号）について説明いたします。 

予算の総額に歳入歳出それぞれ２５７万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を２億２,４７１万９,０００円とするものでございます。 

予算書をもとに歳出から御説明いたします。予算書は７ページになります。 

款１農業集落排水事業費、目１農業集落排水事業総務費の２５７万９,０００円

は、給与改定に伴う職員給与費の３６万５,０００円と、農業集落排水施設へのつ

なぎ込み促進の要望増加に伴います補正６４万８,０００円、消費税納付額の確定

によります補正１５６万６,０００円でございます。 

次に、歳入につきましては６ページになります。 

款４県支出金の衛生費県補助金３２万２,０００円は、先ほど歳出で説明いたし

ましたつなぎ込み促進事業の要望増加に伴います県の補助金の増額分であります。 

款５繰入金の２２５万７,０００円は、一般会計繰入金を補正財源とするもので

ございます。 

給与費の内訳につきましては、予算書の８ページから１０ページまでの明細書の

とおりでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第５号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第１０ 議案第６号 平成２７年度芦北町生活排水処理事業特別会計補正予算（第２ 

号） 
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○議長（寺本修一君） 日程第１０、議案第６号「平成２７年度芦北町生活排水処理事

業特別会計補正予算（第２号）」を議題とします。 

本案について説明を求めます。坂道上下水道課長。 

○上下水道課長（坂道征一君） 議案第６号、平成２７年度芦北町生活排水処理事業特

別会計補正予算（第２号）について説明いたします。 

予算の総額に歳入歳出それぞれ４９万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を５,９６６万２,０００円とするものでございます。 

今回の補正は、職員給与費等の補正でございます。 

歳出から御説明いたします。予算書は７ページになります。 

款１生活排水処理事業費、目１生活排水処理事業総務費の４９万６,０００円は、

給与改定に伴う職員給与費等の補正でございます。 

歳入につきましては、６ページになります。 

補正財源といたしまして、一般会計繰入金を計上しております。 

給与費の内訳につきましては、予算書の８ページから１０ページの明細書のとお

りでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第６号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第１１ 議案第７号 平成２７年度芦北町水道事業会計補正予算（第１号） 

○議長（寺本修一君） 日程第１１、議案第７号「平成２７年度芦北町水道事業会計補

正予算（第１号）」を議題とします。 

本案について説明を求めます。坂道上下水道課長。 

○上下水道課長（坂道征一君） 議案第７号、平成２７年度芦北町水道事業会計補正予
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算（第１号）について御説明いたします。 

収益的支出の水道事業費用予定額に３０万４,０００円を追加し、１億７,５８６

万１,０００円とするものでございます。 

今回の補正は、給与改定に伴う職員給与費等の補正でございます。議会の議決を

得なければ流用することのできない職員給与費予定額に３０万４,０００円を追加

し、３,９３８万８,０００円とするものでございます。 

なお、給与費の内訳につきましては、予算書の４ページの明細書のとおりでござ

います。 

以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第７号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第１２ 平成２８年度施政方針と予算大綱説明 

○議長（寺本修一君） 日程第１２「平成２８年度施政方針と予算大綱説明」を求めま

す。竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） おはようございます。 

平成２８年第１回芦北町議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位にお

かれましては、年度末の大変御多忙の日にも関わりませず御出席を賜りまして、誠

にありがとうございます。 

それでは、本定例会の開催にあたり、町政運営の基本的な考え方と予算の大綱に

ついて御説明申し上げます。 

まずはじめに、平成２７年中に実施してまいりました記念式典やＮＨＫのど自慢

などを始めとする合併１０周年記念事業につきましては、町民の皆様の御理解を賜

り、全事業が盛会に終了することができました。ここに厚く御礼申し上げます。 
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さて、国においては、平成２８年度地方創生の具体的な事業推進の初年度と位置

付け、地方創生予算として新型交付金１,０８０億円の措置と併せ、平成２７年度

国の補正予算に地方創生加速化交付金１,０００億円が措置されました。本町にお

きましても個性輝き活力と魅力にあふれた安全・安心を実感できる町を目標とする

第二次芦北町総合計画を基本とし、昨年１０月に策定しました芦北町総合戦略の基

本的な考え方に沿って、予算と事業の「選択と集中」により、施策の展開を図って

まいります。 

まず、予算編成規模について申し上げます。第二次総合計画の基本理念のもと、

まちづくりの五つの目標を設定し、更に芦北町総合戦略の目標の実現に向けて、健

全で持続可能な財政運営を基本に、積極的な事業展開を図ることとしました。その

結果、平成２８年度一般会計予算総額は９５億９,０００万円となりました。 

歳入の主なものについて申し上げます。 

町税につきましては、長引く景気の低迷や消費税の増税による個人消費の落ち込

みなど、依然厳しい状況の中、総額１６億８８４万５,０００円を計上いたしまし

た。 

固定資産税につきましては、九州新幹線に係る償却資産課税標準の特例規定期間

が終了したことなどにより、増収が見込まれます。 

地方交付税につきましては、３９億３,９００万円を見込み、国庫支出金につき

ましては、９億３,６９６万４,０００円の計上となっております。 

繰入金は、２億３８２万２,０００円を措置しました。 

町債は、臨時財政対策債や過疎対策事業債等の９億４,０９０万円を措置してお

ります。 

歳出につきましては、人件費が職員給のベースアップや退職手当組合負担金の増

加に伴い、１９億５,００６万９,０００円となっております。 

扶助費につきましては、１６億１,１０８万１,０００円を措置いたしました。 

投資的経費につきましては、地域や住民の課題、要望に効率的に対応すべく、総

額１０億８,２１８万９,０００円を措置いたしました。 

また、地方創生予算としまして、当初予算において６,８９９万円を、平成２７

年度一般会計補正予算（第７号）において７,７３４万７,０００円を前倒しして措

置し、総額１億４,６３３万７,０００円を措置いたしております。 

以下、平成２８年度当初予算に盛り込みました主な施策について、第二次総合計

画に定めました５つの柱ごとに内容を説明申し上げます。 

第１は、「地域活力と雇用を生み出す産業づくり」についてであります。本町の

基幹産業である農林漁業は、産業構造や生活様式の変化、輸入産物との競合、従事
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者の高齢化や担い手不足などから、農業では経営基盤の維持が困難な地域も少なく

なく、林業では適正な森林施業ができない状態が続き、漁業では漁獲量の減少や魚

価の低迷など、経営環境は厳しい状況が続いています。このような中にあって、本

町農林漁業の現状を的確に把握し、「未来につなげる芦北町農林漁業振興基本条

例」の理念を具現化する施策を展開してまいります。 

まず、土地利用型農業につきましては、経営面積の小さい中山間地域における農

地利用集積の推進を図るとともに、地域農業の活性化に向けた取組への支援を継続

してまいります。また、高齢化する農業従事者対策として、農作業委託に対する支

援をすることにより、労働力の確保、農産物の生産性の維持を図ってまいります。 

多面的機能の維持・確保については、中山間地域等直接支払事業及び多面的機能

支払事業の推進を行うとともに、地域活動組織に対し支援してまいります。 

果樹振興につきましては、優良品種の苗木導入や、果実の鮮度の保持のための資

材購入に対する支援を継続してまいります。また、新たな取組として、太秋柿の鮮

度を保持する真空包装機の導入に対する支援を行い、所得向上を図ってまいります。 

畜産業につきましては、引き続き繁殖用優良品種系統の素牛導入、自家保留牛、

あしきた産肉専用子牛の導入に対する支援を行い、あしきた牛のブランド化と畜産

業の担い手育成に取り組んでまいります。 

鳥獣被害対策や耕作放棄地解消対策につきましては、ハード・ソフトの両面から

積極的に取り組んでまいります。また、新たな取組として、有害鳥獣被害防止対策

事業に集落ぐるみで取り組む地区をモデル地区として選定し支援するとともに、事

業効果の検証を行い、今後の対策につなげてまいります。 

農業農村整備関係につきましては、第３期中山間地域総合整備事業で芦北宮浦地

区の基盤整備工事に着手し、農道、用排水路の整備を推進してまいります。 

農道及び用排水路の維持補修につきましては、町単独の補助金を措置し、引き続

き住民の要望に応えてまいります。また、九州新幹線、南九州西回り自動車道の工

事による渇水被害対策につきましては、安定した用水を供給するため、受益者と連

携を図りながら維持管理に努めてまいります。 

林業の振興につきましては、森林組合を中心に森林経営計画を策定し、計画的に

実施する間伐等の森林施業に対する支援を行い、健全な森林の維持造成を促進する

とともに、皆伐後の跡地荒廃を防ぐため、再造林に対する支援を行ってまいります。

また、本町独自の木造住宅建築支援事業や林道・作業舗装事業などの施策も継続し

てまいります。 

町有林においては、成熟期に達した森林の積極的な活用を図る観点から、主伐施

業を継続するとともに、搬出間伐の施業にも積極的に取り組んでまいります。また、
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新たな取組として、再造林適地の選定を行い、長期的な管理方針を作成してまいり

ます。 

漁業の振興につきましては、観光うたせ休憩所を活用した直売施設の整備を行い、

新たな雇用の創出及び漁家経営の多角化を図ってまいります。マガキ養殖につきま

しては、必要な施設整備が完了したことから、生産販売体制の拡充を支援してまい

ります。更に、牛水漁港の加工施設につきましても、安全・安心・良質な特産品の

開発や供給体制の確立及び地場消費体制の整備を支援してまいります。また、内水

面資源においては、新たな特産品開発に向けた取組も継続してまいります。 

漁港整備につきましては、田浦漁港において施設延命化を図るため、機能保全工

事を継続してまいります。また、新たに大矢漁港の機能保全調査を行い、施設延命

化に向けた計画を策定してまいります。 

次に、商工業の振興につきましては、創業等店舗整備支援事業補助金、設備投資

資金利子補給補助金、特産品等開発支援事業補助金を引き続き措置いたしました。 

町内における消費喚起等を目的に、プレミアム付商品券発行補助金の増額を図り、

消費者支援と商工業者の育成・強化を図ってまいります。 

メガソーラー誘致につきましては、御立岬公園残土処理場での平成２８年７月頃

の運転開始を目標に、事業者との事業推進を図ってまいります。また、県や関係機

関と連携しながら、継続的に事業訪問や誘致活動に取り組みます。 

本町の地域資源を活かした特産品事業として、企業等と連携しながら御立岬温泉

塩を活用した新たな商品化に継続して取り組むとともに、販路開拓を図ってまいり

ます。 

観光振興につきましては、都市圏域をターゲットに、旅行業者等と連携を図りな

がら、町の魅力を町内外へ発信できる観光商品の開発を新たに取り組みます。 

南九州西回り自動車道等の高速交通網に対応すべく、道路利用者の利便性の向上

と情報発信を目的に、ＪＡあしきたファーマーズマーケット「でこぽん」を町内３

箇所目となる「道の駅」としての登録を目指します。 

観光イベントにつきましては、御立岬ビーチサッカーフェスティバルやビーチバ

レーｉｎくまもと大会、芦北うたせマラソン大会など、町を代表するイベントを引

き続き開催し、交流人口の増加を図ってまいります。 

芦北海浜総合公園につきましては、公園施設長寿命化対策支援事業を計画に基づ

き施工し、公園利用者の安全確保と適正な管理運営に努めてまいります。 

御立岬公園、温泉センター及び物産館につきましては、計画的な施設の維持修繕

を行い、利用環境の改善や適正な施設運営に努めます。また、町全体の産業振興へ

の寄与を目的に、農協や漁協をはじめとする町内店舗・企業等と連携し、返礼品の
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充実を図るなど、ふるさと納税制度の拡充を進めてまいります。 

第２に、「地域で守り育てるまちづくり」についてであります。 

まず、健康づくり活動につきましては、「生涯現役・健康寿命の延伸」の目標の

達成に向け、健康づくり推進計画に基づき、健康づくり講演会等による意識啓発な

ど、各種事業の取組を加速してまいります。また、重点事業として、生活習慣病等

の重症化予防の取組を推進してまいります。 

新たな取組として、不妊に悩む夫婦に対し、高額な治療費がネックとなっている

特定不妊治療費の負担軽減を図るため、県の支援策と協調を図り、治療費の一部を

助成いたします。 

女島活力推進センターの環境学習公園は、センターと一体で水俣病の情報発信と

地域のもやし直し、環境学習等の活動拠点として利用の促進を図ってまいります。

また、水俣病発生地域高齢者等在宅支援事業により、水俣病被害者や地域の一般高

齢者の方々が地域の中で安心して在宅生活を営むことができるよう、対象地区を拡

大し取り組んでまいります。 

高齢者福祉につきましては、第６期芦北町老人福祉計画・介護保険事業計画に基

づき、高齢者が住み慣れた地域で生き生きと安心して暮らせるよう支援してまいり

ます。また、新たな取組として、外出時の急病等の際、関係機関が迅速に対応でき

るよう、緊急連絡先等の情報を記載したカードを携帯する見守りカード事業を推進

してまいります。 

障がい者福祉につきましては、第４期芦北町障がい福祉計画、第３期芦北町障が

い者プランに基づき、心身の状況や生活環境等に応じた適切な指導助言を行う行政

支援事業や、ニーズに配慮した様々な障がい福祉サービスを提供するとともに、障

がい福祉フォーラムを引き続き開催し、障がいに対する理解の促進及び障がい者が

主体的に社会参加できる機運を醸成してまいります。 

地域福祉活動の推進につきましては、高齢者等の避難行動要支援者名簿を活用し、

災害時の避難支援に繋げるとともに、誰もが住み慣れた地域で安全で安心して暮ら

せるよう、地域住民が主体となった見守りネットワークの拡充を図ってまいります。 

児童福祉につきましては、引き続き１８歳までの子ども医療費の一部負担金を無

料化し、子育て世帯の負担軽減を図るとともに、子ども・子育て支援事業計画に基

づいた事業に取り組み、保護者が安心して子育てができる環境の整備に努めてまい

ります。また、平成２７年度に引き続き、低取得者への臨時福祉給付金と、新たに

実施される年金受給者等への年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給事務を適切に

行ってまいります。 

第３に、「郷土の未来を育む人づくり」についてであります。 
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古きを学び知り、生きる力を培い、新しきを創るという芦北町教育理念「温故創

新」のもと、徳育を根底に、論語の素読の継続的な取組や、武道（空手道）の指導

を通して、子どもたちの礼節を重んじる心と態度の醸成に繋げてまいります。 

学校教育の学習環境の整備・充実につきましては、中学校にデジタル教科書を導

入し、液晶テレビ型電子黒板等のＩＣＴ機器の効果的な活用を図るとともに、魅力

ある授業の実施に取り組み、児童生徒の学力向上を図ってまいります。また、いじ

め・不登校問題等に対処するため、引き続き不登校対策支援員や心の教室相談員を

配置し、その防止と解消に取り組んでまいります。更に、特別支援教育につきまし

ては、増加傾向にある“気になる児童・生徒”に対し支援員を増員し、きめ細やか

な指導を行ってまいります。 

施設の管理につきましては、校舎等の計画的な維持修繕を行ってまいります。 

学校給食におきましては、衛生的な学校給食センターの運営を行い、安全・安心

な給食を安定して提供するとともに、個々に応じたアレルギー対応の給食と地産地

消にも積極的に取り組んでまいります。また、喫緊の課題である芦北高校の入学者

確保に資するため、芦北高校総合支援事業を創設し、学校、地域、同窓会と連携し、

高校存続に向けた取組を進めてまいります。 

次に、スポーツの振興につきましては、社会体育クラブや総合型地域スポーツク

ラブ等の支援及び全国大会出場者等に補助金を交付し、競技力の向上と生涯スポー

ツの振興を図るとともに、サッカー・グラウンドゴルフなどの交流イベント事業を

開催し、各体育施設の利用促進・連携及び交流人口の増加を図ってまいります。 

生涯学習の推進につきましては、町民講座や平成生き生き大学、音楽祭等を開催

し、参加者の自己研鑽と学習環境の整備に努めてまいります。また、心豊かな子ど

もたちを育む学習の場を提供するために、子ども講座、子ども体験学習事業を開催

するとともに、放課後子ども教室等各種事業を継続してまいります。 

文化振興につきましては、佐敷城跡観月会や文化祭を引き続き開催し、町民の文

化交流や発表の機会の創出を図ってまいります。また、全国大会出場者等に文化振

興事業補助金を交付するなど、文化活動に意欲的に取り組んでいる方々を支援して

まいります。 

文化財の保存・調査につきましては、佐敷城跡をはじめとした町内文化財の適正

な保存管理に努めるとともに、文化庁国庫補助事業を活用して、「八代・芦北の七

夕綱」の総合的な調査を実施いたします。 

町誌編さん事業については、準備委員会において、効率的かつ計画的な編さん事

業となるよう具体的な内容について引き続き検討してまいります。 

星野富弘美術館は、心を癒す拠点施設として、星野作品の素晴らしさを多くの
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人々に伝える企画展及び一般作品の公募展を開催します。また、開館１０周年を記

念した講演会と美術館コンサート及び文字アートコラボ展を開催します。 

次に、国際交流の推進につきましては、新たな国際交流員を招へいするとともに、

芦北町国際交流協会と連携し、国際交流まつりなどのイベントや各種事業を実施し

てまいります。また、カンボジアに学校を贈る運動に代表される国際協力、貢献事

業を促進してまいります。 

英国派遣事業につきましては、引き続き中学生・高校生を派遣することとし、更

なる国際化の推進力となる人材育成を図ってまいります。 

第４に、「暮らしを支える基盤づくり」についてであります。 

まず、交通ネットワークの整備につきましては、主要事業として位置付ける町道

射場芦北線改良事業の本体工事に着手し、芦北インターチェンジから国道３号に通

じる県道及び町道のアクセスを改善し、児童・生徒等の安全な通学路を確保すると

ともに、併せて芦北町民総合センターへの避難道路としての整備を図ってまいりま

す。また、７０橋の橋梁点検を引き続き実施するとともに、新たに社会資本整備総

合交付金を活用して、町道４９路線の路面性状調査を行います。その他の町道につ

きましても、計画的な改良と維持補修を行い、安全確保に努めてまいります。 

県道関係につきましては、改良工事等に係る負担金を措置するとともに、引き続

き県に対し、球磨田浦線等の未改良区間の早期実施を要望してまいります。 

公共交通機関の維持・確保につきましては、路線バス維持対策とともに、ふれあ

いツクールバスにより交通弱者の移動手段の確保に努めてまいります。 

肥薩おれんじ鉄道は、厳しい経営状況が続いていることから、支援の拡充を行う

とともに、今後も沿線自治体や関係機関と連携し、観光列車の運行や交流人口の増

加につながるイベント開催等への支援を行ってまいります。 

安全・安心なまちづくりにつきましては、災害に強いまちづくりを推進するため、

常備消防の支援を行うほか、消防格納庫並びに積載車、小型動力ポンプの施設・設

備の充実を図ってまいります。 

災害対策については、自主防災組織や平成２７年度に１８組織から３６組織と倍

増し、県平均を２.２ポイント上回る８０.７％となりました。このように地域内に

おける自助・共助の意識が着実に広まってきている中で、引き続き自主防災組織の

新規設立や運営のサポートを行ってまいります。また、災害時の予防的避難を促す

ための早めの情報提供や避難所開設を引き続き実施してまいります。 

水防対策につきましては、海岸地区の排水管にフラップゲートを設置し、高潮浸

水被害の解消を図ります。 

防犯体制につきましては、子どもや女性などが被害者となる凶悪事件が全国各地
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で発生しており、犯罪抑止のため防犯カメラを計画的に設置するとともに、防犯灯

設置に対する助成を行い、安全・安心なまちづくりを進めてまいります。 

次に、水供給対策につきましては、引き続き飲料水供給施設事業に取り組んでま

いります。 

生活排水対策につきましては、今後とも浄化槽設置の推進を図ってまいります。 

ごみの減量化の推進につきましては、家庭における分別の徹底と生ごみ処理機購

入やごみ集容器設置への補助を実施するとともに、資源ごみのリサイクルを実施し

てまいります。また、コンクリートやタイル等のがれき類の受け入れを行い、利便

性の向上を図ってまいります。 

環境保全活動の推進につきましては、ごみの不法投棄撲滅に向け、環境衛生巡視

員による巡回監視を強化し、看板設置や広報等を行うとともに、グリーンカーテン

コンテスト等の取り組みにより、環境意識の啓発に努めてまいります。 

公式確認から６０年目となる水俣病に関しましては、相談窓口を設置して各種相

談に対応するとともに、もやい直し事業や水俣病に対する本町独自の情報発信事業

である「うたせ船で、水俣病を学ぶ講座」を引き続き実施いたします。 

公営住宅の整備につきましては、計画的な補修・更新等を実施し、効率的かつ適

正な維持管理を行ってまいります。 

ＩＴ社会の進展に鑑み、町内のＩＴインフラ充実を図るため、３年を目途として

町内全域を網羅する光通信基盤整備事業に取り組むとともに、定住化に向けた取り

組みとして、町内で新たな住宅団地の可能性を検討するため、基礎調査事業を進め

てまいります。 

第５に、「住民と行政の協働のまちづくり」についてであります。 

まちづくりの主役は「人」であり、地域づくり、スポーツ・文化、交流活動等に

意欲的に活動するまちづくり団体を支援し、まちづくりを支える人材育成を図ると

ともに、交流イベント等を通じて若者の結婚・定住を促進してまいります。 

次に、行・財政の運営につきましては、今後も効率的な行政組織の見直しと、定

員の適正化に努めてまいります。また、芦北町人材育成基本方針に基づき、職員の

資質向上に努めてまいります。 

人事評価制度につきましても、引き続き職員の意識改革を促し、職場の活性化を

図ってまいります。 

公共施設の計画的な施設整備等の推進につきましては、公共施設等総合管理計画

を策定し、適正配置の実現に努めてまいります。また、利用計画のない町有地につ

いては、宅地分譲や貸し付けなどにより、有効活用を図ってまいります。 

町の情報発信につきましては、引き続き広報あしきたやまちだより、ホームペー



 －32－

ジなどを活用した情報提供に努めてまいります。また、本町の魅力を町内外へ発信

するため、都市圏の映画館において、町のＰＲ動画の放映を行います。更に、移

住・定住や産業振興に特化したポータルサイトを運営するとともに、移住・定住希

望者に対し、空き家情報等、魅力ある情報を提供してまいります。 

戸籍・住民基本台帳・年金等の窓口業務につきましては、更に接遇力を高めると

ともに、個人情報の保護に留意しながら、適正な事務処理に努め、サービス向上を

図ってまいります。また、平成２８年１月から利用開始されました社会保障・税番

号制度（マイナンバー）の適切な運用を進めてまいります。 

次に、特別会計について申し上げます。 

国民健康保険事業につきましては、３６億６,２００万円を措置しました。前年

度に引き続き、保健センターと連携して、芦北町国保健康づくり推進事業を実施し、

重症化予防に取り組むとともに、国保財政の健全な運営に努めてまいります。 

吉尾温泉診療所につきましては、５,３１０万円を措置しました。診療体制につ

きましては、へき地支援機構と地元医療機関との連携により、週３回の診療を安定

的に維持するとともに、直営診療所運営協力委員会を開催し、今後の運営体制の検

討を行ってまいります。 

介護保険事業につきましては、２２億５,６００万円を措置しました。第６期介

護保険事業計画に基づき、介護・医療等の支援を必要とする高齢者が住み慣れた地

域で安心して暮らせるよう努めてまいります。また、適正な介護保険事業を運営す

るとともに、「新しい介護予防、日常生活支援総合事業」に取り組み、地域包括ケ

アシステムの充実を図ってまいります。 

農業集落排水事業につきましては、施設の維持管理費として２億２,４００万円

を措置しました。 

生活排水処理事業につきましては、維持管理費として５,８００万円を措置しま

した。浄化槽からの放流水の状態に応じた効率的な管理を行い、引き続き経費削減

に努めてまいります。 

町有温泉事業につきましては、９,３００万円を措置しました。 

ヘルシーパーク芦北及び計石温泉センターにつきましては、適切な維持管理に努

め、入浴者の利用環境の改善に努めてまいります。 

湯浦温泉センターにつきましては、増加する利用者のニーズを的確に把握し、利

用者サイドに立った適切な施設運営に努めてまいります。 

また、大野温泉センターにつきましては、指定管理者と連携し、利用環境を向上

することで増客に繋がるよう支援してまいります。 

奨学資金貸付事業につきましては、３,７００万円を措置しました。 
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また、後期高齢者医療事業につきましては、２億６,７２０万円を措置しました。 

健康診査委託事業や人間ドック健診補助に加え、新たに歯科口腔審査事業を実施

し、被保険者の更なる健康保持増進を図るとともに、疾病の早期発見と重症化の防

止に努めてまいります。 

公営企業会計である水道事業につきましては、２億８,４００万円を措置しまし

た。平成２８年度から簡易水道事業と経営統合し、新たな水道事業として、安定し

た経営を行うとともに、安全かつ安定的な水道水の供給に努めてまいります。 

以上、一般会計、特別会計及び水道事業会計を合わせた平成２８年度の予算総額

は１６５億２,４３０万円となっております。 

結びに、今後、地域間競争を勝ち抜くため、芦北町に住みたい、住み続けたいと

感じられる個性の輝くまちづくりの実現に向けて、また地域に愛着と誇りをもち、

活力みなぎる人材を育み、定住人口の確保と交流人口の増加が図られるよう、平成

２８年度の全力を傾注してまいります。 

町民の皆さまの御理解と御協力を心からお願い申し上げます。 

○議長（寺本修一君） 町長の説明が終わりました。 

ここで暫時休憩します。１１時２５分から再開します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時１５分 

再開 午前１１時２５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（寺本修一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第１３ 議案第 ８号 平成２８年度芦北町一般会計予算 

第１４ 議案第 ９号 平成２８年度芦北町国民健康保険事業特別会計予算 

第１５ 議案第１０号 平成２８年度芦北町介護保険事業特別会計予算 

第１６ 議案第１１号 平成２８年度芦北町農業集落排水事業特別会計予算 

第１７ 議案第１２号 平成２８年度芦北町生活排水処理事業特別会計予算 

第１８ 議案第１３号 平成２８年度芦北町有温泉事業特別会計予算 

第１９ 議案第１４号 平成２８年度芦北町奨学資金貸付事業特別会計予算 

第２０ 議案第１５号 平成２８年度芦北町後期高齢者医療事業特別会計予算 

第２１ 議案第１６号 平成２８年度芦北町水道事業会計予算 

○議長（寺本修一君） これから日程第１３、議案第８号「平成２８年度芦北町一般会

計予算」から日程第２１、議案第１６号「平成２８年度芦北町水道事業会計予算」

は、議会運営委員会の答申に基づき、会議規則第３６条の規定により一括議題とし
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ます。 

ただいま一括議題としました議案については、先ほどの日程第１２「平成２８年

度施政方針と予算大綱説明」で町長の説明のもあり、また先の議会運営委員会にお

いて委員会付託する旨の答申があっておりますので、会議規則第３８条第２項の規

定により、提案理由の説明を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、一括議題の議案は、提案理由の説明を省略することに決定しました。 

これから一括議題の質疑を行います。先の議会運営委員会において、委員会付託

の答申があっておりますので、質疑はあくまでも総括的かつ大綱にとどめるよう求

めます。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。ただいま議題となっております日程第１３、議案第８号から日程

第２１、議案第１６号までは、お手元に配付の議案付託表のとおり、所管の常任委

員会に付託したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託することに決定しま

した。 

各常任委員会におかれましては、慎重な審査をされ、その結果を 終日の本会議

において各常任委員長から報告願います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

第２２ 議案第１７号 芦北町水産物加工施設条例の制定について 

第２３ 議案第１８号 芦北町いじめ防止等に関する条例の制定について 

○議長（寺本修一君） 日程第２２、議案第１７号「芦北町水産物加工施設条例の制定

について」及び日程第２３、議案第１８号「芦北町いじめ防止等に関する条例の制

定について」は、議会運営委員会の答申に基づき一括議題とし、委員会付託する旨

の答申があっておりますので、会議規則第３６条の規定により一括議題とします。 

お諮りします。ただいま議題となっております日程第２２、議案第１７号及び日

程第２３、議案第１８号は、お手元に配付の議案付託表のとおり、所管の常任委員

会に付託したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 
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したがって、議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託することに決定いた

しました。 

各常任委員会におかれましては、慎重な審査をされ、その結果を 終日の本会議

において各常任委員長から報告願います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第２４ 議案第１９号 芦北町情報公開条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（寺本修一君） 日程第２４、議案第１９号「芦北町情報公開条例の一部を改正

する条例の制定について」を議題とします。 

本案について説明を求めます。山元総務課長。 

○総務課長（山元信作君） それでは、議案第１９号、芦北町情報公開条例の一部を改

正する条例の制定について御説明申し上げます。 

この条例は、行政不服審査法の全部改正に伴い改正するものです。 

まず、行政不服審査法改正概要につきまして、公正性の向上及び点検の強化を図

る観点から、審理員制度の導入、第三者機関への諮問手続きの導入、審理手続きに

おける審査請求人等の権利の拡充などがなされております。また、使いやすさ、国

民の利便性の向上を図るため、不服申立の書類を一元化及び審査請求期間の延長が

行われております。これまで、不服申立の書類として、不服申立、異議申立、審査

請求とありましたが、これを審査請求に一元化するものです。また、審査請求期間

につきましては、６０日以内から３箇月以内に延長されています。 

今回の条例改正は、このうち第三者機関への諮問手続きを導入するための改正で、

行政不服審査法に係る審査を行う第三者機関として、情報公開審査会にその権限を

追加するものです。併せまして、不服申立を不服請求に、不服申立人を審査請求人

に改めるものです。 

附則として、この条例は平成２８年４月１日から施行するものです。 

提案理由につきましては、記載のとおりでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１９号を採決します。 
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お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第１９号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第２５ 議案第２０号 芦北町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

○議長（寺本修一君） 日程第２５、議案第２０号「芦北町個人情報保護条例の一部を

改正する条例の制定について」を議題とします。 

本案について説明を求めます。山元総務課長。 

○総務課長（山元信作君） 議案第２０号、芦北町個人情報保護条例の一部を改正する

条例の制定について御説明申し上げます。 

この条例は、行政不服審査法の全部改正に伴うもので、主な改正内容といたしま

しては、不服申立の手続きを一元化することにより、不服申立を審査請求に、不服

申立人を審査請求人に改めるものです。 

附則としまして、この条例は平成２８年４月１日から施行するものです。 

なお、提案理由につきましては、記載のとおりでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２０号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２０号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第２６ 議案第２１号 芦北町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

○議長（寺本修一君） 日程第２６、議案第２１号「芦北町人事行政の運営等の状況の
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公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 

本案について説明を求めます。山元総務課長。 

○総務課長（山元信作君） 議案第２１号、芦北町人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

この条例は、地方公務員法の一部改正に伴うもので、主な内容といたしましては、

人事行政の運営の状況に関する報告及び公表する事項に、職員の人事評価、退職管

理などに関する状況を追加するものです。 

附則としまして、この条例は平成２８年４月１日から施行することとしておりま

す。 

なお、提案理由につきましては、記載のとおりでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２１号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２１号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第２７ 議案第２２号 芦北町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

○議長（寺本修一君） 日程第２７、議案第２２号「芦北町職員の勤務時間、休暇等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 

本案について説明を求めます。山元総務課長。 

○総務課長（山元信作君） 議案第２２号、芦北町職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

この条例は、地方公務員法の一部改正に伴い、条項ずれの改正を行うものです。 

また、学校教育法の一部改正に伴い、小学校から中学校までの義務教育を一貫し

て行う義務教育学校が新たな学校の種類として規定されたことから、所要の改正を
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行うものです。 

附則としまして、この条例は平成２８年４月１日から施行するものです。 

なお、提案理由につきましては、記載のとおりでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２２号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２２号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第２８ 議案第２３号 芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（寺本修一君） 日程第２８、議案第２３号「芦北町特別職の職員で非常勤の者

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題と

します。 

本案について説明を求めます。山元総務課長。 

○総務課長（山元信作君） 議案第２３号、芦北町特別職の職員で非常勤の者の報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

この条例は、芦北町消防団の出動時の費用弁償の増額及びいじめ防止対策推進方

の施行に伴い、委嘱する委員等に対する報酬額を規定するため、条例を改正するも

のです。 

消防団員の費用弁償につきましては、地域防災力の維持向上を目的として、有事

の際に現場に出動する消防団員の出動単価を増額し、活性化を図るもので、これま

で出動単価は１,０００円でありましたが、県内の平均単価を参考に１,５００円と

するものです。 

また、いじめ問題調査委員会委員につきましては、弁護士、精神科医、審理福祉

分野の専門家などを想定しており、委員長の報酬額につきましては、弁護士相談料、
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嘱託医報酬などを参考に１万７,３００円とし、副委員長及び委員の報酬額につき

ましては、熊本県の条例に規定されている報酬日額を参考にしております。 

なお、いじめ防止対策審議会委員の報酬につきましては、校長会、ＰＴＡ、区長

会などの代表者を想定し、従来どおり町の基準に照らした額となっております。 

附則としまして、この条例は平成２８年４月１日から施行するものです。 

提案理由につきましては、記載のとおりでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２３号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２３号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第２９ 議案第２４号 芦北町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 第３０ 議案第２５号 芦北町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 第３１ 議案第２６号 旧芦北町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 

 第３２ 議案第２７号 芦北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

○議長（寺本修一君） 日程第２９、議案第２４号「芦北町一般職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について」から日程第３２、議案第２７号「芦

北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」までは、議会運営委員会の答申に基づき一括議題とする旨の答申があってお

りますので、会議規則第３６条の規定により一括議題とします。 

本案について説明を求めます。山元総務課長。 
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○総務課長（山元信作君） 議案第２４号から議案第２７号までは、芦北町一般職の職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例に関連する改正となりますので、一括

して御説明申し上げます。 

議案第２４号、芦北町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

つきましては、２条編成としております。第１条では、熊本県人事委員会勧告に基

づき、一般職の職員の給料について０.４５％増、ボーナスを０.１０月増とする給

与改定を、平成２７年４月１日に遡及して適用するものです。また、附則として、

平成２７年１２月に支給する勤勉手当の成績率を１００分の８５として遡及適用す

る特別措置を規定しております。 

第２条の改正では、平成２８年４月１日から適用となる給与制度の総合的見直し

の一環として、平均２％減となる新給料表を適用し、併せて地方公務員法の一部改

正に伴う関係条例の整備を行っております。 

議案第２５号、芦北町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例、

議案第２６号、旧芦北町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の

一部を改正する条例及び議案第２７号、芦北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、一般職の職員の給与改定の

例により、町長、副町長、教育長、議会議員の期末手当について、０.１０月の増

額改定を行うものです。 

附則として、平成２７年１２月に支給する期末手当の支給率を１００分の１６７.

５として遡及適用する特別措置を規定しております。 

なお、提案理由につきましては、記載のとおりでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

これから議案第２４号、芦北町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２４号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 
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したがって、議案第２４号は原案のとおり可決されました。 

これから議案第２５号、芦北町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２５号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２５号は原案のとおり可決されました。 

これから議案第２６号、旧芦北町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関

する条例の一部を改正する条例の制定について討論を行います。討論はありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２６号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２６号は原案のとおり可決されました。 

これから議案第２７号、芦北町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２７号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２７号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第３３ 議案第２８号 芦北町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の

制定について 

○議長（寺本修一君） 日程第３３、議案第２８号「芦北町固定資産評価審査委員会条

例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 
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本案について説明を求めます。楠原税務課長。 

○税務課長（楠原清照君） 議案第２８号、芦北町固定資産評価審査委員会条例の一部

を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

今回、行政不服審査法が全部改正され、本年４月１日に施行されます。これに伴

い、本条例の改正を行うものです。 

主な改正内容は、２ページ、４行目からの第１０条及び第１１条の部分でござい

ます。 

今回の改正で、審査請求人等は書類の閲覧に加えて、新たに写しの交付を求める

ことができるようになっております。これに係る手数料の額等を第１０条に、手数

料の減免を第１１条に新たに設けております。 

規定の内容は、行政不服審査法施行令の規定に準じております。その他の部分に

ついても、行政不服審査法及び同法施行令の改正に伴い、所要の改正を行うもので

す。 

附則では、平成２８年４月１日施行及び適用区分を規定しております。 

提案理由は記載のとおりです。 

以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２８号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２８号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第３４ 議案第２９号 芦北町税条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（寺本修一君） 日程第３４、議案第２９号「芦北町税条例の一部を改正する条

例の制定について」を議題とします。 

本案について説明を求めます。楠原税務課長。 

○税務課長（楠原清照君） 議案第２９号、芦北町税条例の一部を改正する条例の制定
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について御説明申し上げます。 

今回の改正は、平成２６年度の国税における猶予制度の見直しを受け、平成２７

年度税制改正において、徴収の猶予及び換価の猶予に係る地方税法の改正が行われ、

平成２８年４月１日から施行されることに伴うものです。 

まず、徴収の猶予は、地方税法では、災害、盗難、事業の休廃止等があった場合、

延長を含めて 長２年間となっておりますが、本条例ではそれを受け、事務手続き

等について第８条で徴収猶予に係る徴収金の納付方法、第９条で申請書の記載内容、

添付書類、不適用事由等の申請手続き、第１０条で徴収猶予の取消を規定しており

ます。 

次に、換価の猶予につきましても、地方税法では職権で 長２年間とされており

ますが、本条例ではそれを受け、第１１条で換価の猶予の事務手続きについて、第

１２条で納税者申請による換価の猶予について、諸申請期間、徴収金の納付方法、

申請手続き等について新たに追加、第１３条でこれらの猶予に係る担保を徴しない

金額について５０万円以下、期間については３箇月以内と規定したものです。 

附則では、平成２８年４月１日施行及び経過措置を規定しております。 

提案理由は記載のとおりです。 

以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第２９号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２９号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第３５ 議案第３０号 芦北町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

○議長（寺本修一君） 日程第３５、議案第３０号「芦北町指定地域密着型サービスの
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事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

について」を議題とします。 

本案について説明を求めます。一丸住民生活課長。 

○住民生活課長（一丸喜八郎君） 議案第３０号、芦北町指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて御説明します。 

この条例は、平成２６年６月に公布されました地域における医療及び介護の総合

的な確保を推進するための関係法令の整備等に関する法律によって規定されたもの

で、国が定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

の一部が改正が行われ、それに合わせて改正するものです。 

主な改正点は３つあります。１つが、議案の２ページから１５ページまでですが、

第４章の前に、１８人以下の小規模の通所介護を、第３章の２地域密着型通所介護

として追加し、基本方針や人員、設備及び運営に関する基準を定めたことです。 

２つ目は、８ページ、第５９条の１７、地域との連携等において、運営推進会議

を認知症対応型通所介護に概ね６箇月に１回開催することを義務付けたことです。 

３つ目は、改正に係る条文の整理と読替規定の整備を行ったものでございます。 

附則としまして、この条例は平成２８年４月１日から施行するものです。 

経過措置として、通所介護事業所は小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業

所に移行する場合の宿泊室の設置を猶予する規定を設けています。 

提案理由につきましては、記載のとおりです。 

以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 我々は直接あまり関係ないんですけれども、事業所において

の通達とかはもう事業所には行っておるんでしょうか。説明とか、そういうのは町

からのいろんな啓発・啓蒙活動とかはあるんですか。 

○議長（寺本修一君） 一丸住民生活課長。 

○住民生活課長（一丸喜八郎君） 当然、各事業所には行っております。そして該当す

るところが、芦北町は１カ所です。事前にそういったお話も伺っておりまして、利

用者の方に影響はないというふうに思っております。以上です。 

○議長（寺本修一君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３０号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３０号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第３６ 議案第３１号 芦北町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

○議長（寺本修一君） 日程第３６、議案第３１号「芦北町指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例の制定について」を議題とします。 

本案について説明を求めます。一丸住民生活課長。 

○住民生活課長（一丸喜八郎君） 議案第３１号、芦北町指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例の制定について御説明いたします。 

この条例は、先の第３０号議案と同様に、国が定める指定地域密着型介護予防サ

ービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正され、それに合わせ

て改正するものです。 

主な改正点は、議案１ページ中段になりますが、第３９条の介護予防、認知症対

応型通所介護における運営推進会議の設置を義務付けるものです。また、それに伴

う条文の整理を行っております。 

附則としまして、この条例は平成２８年４月１日から施行するものです。 

経過措置としまして、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

に移行する場合の宿泊室の設置を猶予する期間を設けています。 

提案理由につきましては、記載のとおりです。 

以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 
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これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３１号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３１号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第３７ 議案第３２号 芦北町環境美化条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（寺本修一君） 日程第３７、議案第３２号「芦北町環境美化条例の一部を改正

する条例の制定について」を議題とします。 

本案について説明を求めます。一丸住民生活課長。 

○住民生活課長（一丸喜八郎君） 議案第３２号、芦北町環境美化条例の一部を改正す

る条例の制定について御説明します。 

この条例は、行政不服審査法の全部改正に伴うもので、改正内容としましては、

異議申立を審査請求に改め、審査請求できる期間を３箇月以内に延長するものです。 

附則として、この条例は平成２８年４月１日から施行するものです。 

提案理由につきましては、記載のとおりです。 

以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３２号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 
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したがって、議案第３２号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第３８ 議案第３３号 芦北町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

○議長（寺本修一君） 日程第３８、議案第３３号「芦北町営土地改良事業の経費の賦

課徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 

本案について説明を求めます。藤井農林水産課長。 

○農林水産課長（藤井哲郎君） 議案第３３号、芦北町営土地改良事業の経費の賦課徴

収に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

この条例は、行政不服審査法の全部改正に伴うもので、主な改正内容といたしま

しては、異議の申し立て等を審査請求に改め、審査請求できる期間を３箇月以内に

延長する改正となっております。 

附則として、この条例は平成２８年４月１日から施行するものです。 

提案理由につきましては、記載のとおりです。 

以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３３号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３３号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第３９ 議案第３４号 芦北町証人等に対する実費弁償に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

○議長（寺本修一君） 日程第３９、議案第３４号「芦北町証人等に対する実費弁償に

関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。 

本案について説明を求めます。告畑農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（告畑一彦君） 議案第３４号、芦北町証人等に対する実費弁償
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に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

今回の改正は、農業協同組合法等の一部を改正する法律が公布され、その中で農

業委員会等に関する法律が一部改正されたことに伴いまして、所要の改正を行うも

のです。 

改正の内容は、本条例で規定しています実費弁償を受ける範囲について、運用条

項を改めるものでございます。 

附則として、この条例は平成２８年４月１日から施行するものです。 

なお、提案理由につきましては、記載のとおりでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３４号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３４号は原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第４０ 議案第３５号 芦北町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 第４１ 議案第３６号 芦北町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 第４２ 議案第３７号 芦北町課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 第４３ 議案第３８号 芦北町職員の定数に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

 第４４ 議案第３９号 芦北町簡易水道事業特別会計条例を廃止する条例の制定につ

いて 

 第４５ 議案第４０号 芦北町簡易水道事業給水条例を廃止する条例の制定について 

 第４６ 議案第４１号 芦北町簡易水道給水財政調整基金条例を廃止する条例の制定

について 
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○議長（寺本修一君） 日程第４０、議案第３５号「芦北町水道事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について」から日程第４６、議案第４１号「芦北

町簡易水道給水財政調整基金条例を廃止する条例の制定について」までは、議会運

営委員会の答申に基づき、一括議題とする旨の答申があっておりますので、会議規

則第３６条の規定により一括議題とします。 

本案について説明を求めます。坂道上下水道課長。 

○上下水道課長（坂道征一君） 議案第３５号、芦北町水道事業の設置等に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてから、議案第４１号、芦北町簡易水道給水財

政調整基金条例を廃止する条例の制定についてまで、一括して御説明申し上げます。 

今回の条例改正及び廃止につきましては、簡易水道等施設整備費国庫補助金交付

要綱及び同取扱要領の一部改正によりまして、簡易水道事業を地方公営企業であり

ます水道事業に経営統合するものです。経営統合を行うことで、簡易水道事業につ

きましては、今後も国庫補助を受けることができ、水道事業が一元管理となること

で財政や技術基盤の強化が図られることから、今回提案するものです。 

議案ごとに説明をいたします。 

まず、議案第３５号、芦北町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条

例の制定については、第２条の給水区域に簡易水道事業の給水区域を追加します。

また、計画給水人口を１万２００人から１万２,６１０人に、１日 大給水量を５,

４６０ｍ３から７,０００ｍ３に改めるものです。 

議案第３６号、芦北町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についても、

第２条の給水区域に簡易水道事業の給水区域を追加するものです。 

議案第３７号、芦北町課設置条例の一部を改正する条例については、上下水道課

の事務分掌第２条第９号ア、簡易水道施設事業に関することを削除し、飲料水供給

施設に関することとするものです。 

議案第３８号、芦北町職員の定数に関する条例の一部を改正する条例については、

第２条第１項の公営企業の事務部局の職員数を５人から６人とするものです。 

議案第３９号、芦北町簡易水道事業特別会計条例を廃止する条例、議案第４０号、

芦北町簡易水道事業給水条例を廃止する条例、議案第４１号、芦北町簡易水道給水

財政調整基金条例を廃止する条例につきましては、簡易水道事業の経営統合につき

まして関係する条例を廃止するものです。 

なお、簡易水道給水財政調整基金につきましては、水道事業会計で受け入れ、建

設改良積立金等へ積み立てる予定でございます。 

附則といたしまして、これらの条例は平成２８年４月１日から施行するものです。 

提案理由につきましては、記載のとおりでございます。 
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以上で説明を終わります。 

○議長（寺本修一君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 質疑なしと認めます。 

これから議案第３５号、芦北町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３５号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３５号は原案のとおり可決されました。 

これから議案第３６号、芦北町水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定に

ついて討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３６号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３６号は原案のとおり可決されました。 

これから議案第３７号、芦北町課設置条例の一部を改正する条例の制定について

討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３７号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３７号は原案のとおり可決されました。 

これから議案第３８号、芦北町職員の定数に関する条例の一部を改正する条例の

制定について討論を行います。討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３８号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３８号は原案のとおり可決されました。 

これから議案第３９号、芦北町簡易水道事業特別会計条例を廃止する条例の制定

について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３９号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３９号は原案のとおり可決されました。 

これから議案第４０号、芦北町簡易水道事業給水条例を廃止する条例の制定につ

いて討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第４０号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４０号は原案のとおり可決されました。 

これから議案第４１号、芦北町簡易水道給水財政調整基金条例を廃止する条例の

制定について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第４１号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４１号は原案のとおり可決されました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第４７ 議案第４２号 芦北町過疎地域自立促進計画を定めることについて 

 第４８ 議案第４３号 定住自立圏形成協定の締結について 

○議長（寺本修一君） これから日程第４７、議案第４２号「芦北町過疎地域自立促進

計画を定めることについて」及び日程第４８、議案第４３号「定住自立圏形成協定

について」は、議会運営委員会の答申に基づき、一括議題とし、委員会付託する旨

の答申があっておりますので、会議規則第３６条の規定により一括議題とします。 

お諮りします。ただいま議題となっております日程第４７、議案第４２号及び日

程第４８、議案第４３号は、お手元に配付の議案付託表のとおり、所管の常任委員

会に付託したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託することに決定しま

した。 

各常任委員会におかれましては、慎重な審査をされ、その結果を 終日の本会議

において各常任委員長から報告願います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（寺本修一君） 以上で本日の日程は全て終了しました。 

本日はこれで散会します。 

なお、平成２８年度芦北町一般会計予算歳入の連合審査会につきましては、１

時１５分から議員控え室で行います。 

御苦労でございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後０時１０分 
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平成２８年第１回定例会一般質問通告表 

質問

順番 
質問者 質問事項 質問の要旨 質問の相手 

１ 坂本 登 １ 町内全域にお

ける公共交通網

の整備について 

高齢化等が深刻な状況の中、

住民にとって公共交通網の整備

は重要な課題と考える。 

（１）ふれあいツクールバスの

路線、運行時刻及び乗降場

所などを見直す考えはない

か。 

（２）内木場地区、上原地区、

黒岩地区など公共交通網の

整備されていない地区に対

して、整備する考えはない

か。 

町 長 

２ 若い世代の雇

用創造と地場産

業の育成につい

て 

（１）芦北町人口ビジョンの目

指すべき将来の方向の項目

に若い世代への雇用を創出

するとあり、「若い世代の

雇用機会を増やし地元企業

への就職を促進させ、人口

減少の大きな要因である若

年層の人口流出を抑制して

いく。」とある。 

ア 若年層の人口流出はど

のような根拠に基づいて

示されているか。 

イ 若年層とは何歳から何

歳までか。 

ウ 町には若年層人口は男

女別に何人か。 

エ 若い世代が、職場に対

して何を求めているのか

調査し分析する必要があ

ると思うがどうか。 

（２）芦北町人口ビジョンの目

指すべき将来の方向の項目

に「年間約１７０人の転出

町 長 
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超過の現状を踏まえて、特

に２０代前半の流出人口を

抑制する具体的な数値を目

標に立て、施策を展開す

る。」とある。流出人口を

抑制する施策は具体的にど

のようなことを考えている

か。 

（３）平成２７年度版町勢要覧

資料編の産業大分類別事業

所数によると、平成２４年

の事業所総数は、６８３と

なっている。 

事業主が若い世代の雇用

について、何を求めている

か、何が問題なのか、どの

ように考えているかなど、

多くの事業所から意見を聴

き調査し、分析する考えは

ないか。 

（４）地場産業の育成と経済効

果などが期待できる、住宅

リフォーム助成制度を設け

る考えはないか。 

３ 子育て環境の

整備について 

安心して子供を産み育てる環

境づくりの一つとして、熊本県

内でも２６自治体が実施してい

る「ブックスタート事業」があ

る。 

ブックスタート事業は、自治

体が行う０歳児検診などの機会

に、赤ちゃんと保護者が絵本を

介してゆっくり心触れ合うひと

ときを持つきっかけをつくる活

動であるが、町独自の取組とし

て実施する考えはないか。 

町 長 

２ 平松洋一 １ 地域生活交通

網の維持確保に

ついて 

本町では、路線バスへの補助

や福祉バス、通学用の児童生徒

と町民の相乗り用のふれあいツ

町長及び 

担当課長 
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クールバスが運行されている

が、特に車の運転ができない高

齢者から交通手段の確保に不自

由しているとの声を多く聞いて

いる。 

そこで地域生活交通網の現状

と今後の対策等についてどう考

えるか。 

（１）現状と問題点について 

ア 路線バス維持対策の現

状について 

イ ふれあいツクールバス

の運行状況とその問題点

について 

（２）生活交通網拡充対策につ

いて 

ア 交通弱者の要望把握と

その対応はどのように考

えているか。 

イ （仮称）芦北町公共交

通を考える会などの設置

の考えはないか。 

ウ コミュニティーバス、

ミニバス、乗り合いタク

シーなどの運行の考えは

ないか。 

３ 川尻成美 １ 各種補助事業

の精査等につい

て 

平成２７年度芦北町一般会計

補正予算（第７号）で、ふるさ

とづくり基金及びまちづくり振

興基金に１億円ずつ措置され

た。 

（１）この基金を活用し、各種

団体等に対して活動費の一

部を補助されているが、こ

れまでの実績などを考慮し

たうえで、補助対象事業の

継続や見直し等について精

査する必要があるのではな

いか。 

町 長 
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（２）補助事業が完了すると、

実績報告書が提出される

が、その内容審査は、どの

ように行っているのか。 

２ 芦北高校総合

支援事業への取

組について 

平成２８年度からの新規事業

「芦北高校総合支援事業」に

は、２１,６４９千円の予算が

計上されている。 

この事業は、芦北高校を総合

的に支援するために創設される

ものであり、その効果を大いに

期待している。 

事業内容等については、理解

しているが、今後、事業を行っ

ていくうえで、課題になってい

るものはないか。 

町 長 

３ 小学校の運動

部活動移行につ

いて 

平成２８年２月２０日付けの

熊本日日新聞に「小学校の運動

部活動移行・３０市町村に準備

組織」との見出しで県教育委員

会の報告が掲載されている。 

（１）現在、町内の各小学校に

おける運動部活動はどのよ

うになっているのか。 

（２）今後、小学校の運動部活

動移行に関し、本町教育委

員会として、どのように対

応するのか。 

教育委員長 

及び 

担当課長 

４ 荒川知章 １ 町立図書館及

び蔵書の見直し

について 

芦北町の町立図書館は現在、

社会教育センターの中に設置し

てあるが、町民の皆さんから、

施設内が暗い、読みたい本がな

い、などの意見が聞かれる。図

書館全体の見直しや蔵書の見直

し、サービスの見直しをする考

えはないか。 

教育委員長 

及び 

担当課長 

２ クルーズ船来

航に伴う観光ル

近年、八代港に外国からのク

ルーズ船が来航しており、今年

町長及び 

担当課長 
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ートの開発につ

いて 

は１１隻、来年も多くのクルー

ズ船が来航予定になっている。 

（１）昨年３月の一般質問にお

いて、町長及び商工観光課

長から、県や関係機関と連

携を図りながら検討してい

くとの答弁があったが、そ

の経過状況はどうなってい

るか。 

（２）津奈木町、水俣市、人吉

球磨地域の市町村と連携し

て観光ルートの開発を行う

考えはないか。 

３ 町内へＩター

ン、Ｕターンを

する人に対して

家の新築・増改

築にかかる費用

の補助や就労支

援について 

人口減少は大変深刻な問題で

あるが、この問題を少しでも緩

和する対策として、町内へのＩ

ターン、Ｕターン者を増やすた

めに、Ｉターン、Ｕターンする

人に対して、家の新築・増改築

にかかる費用の一部補助や就労

支援をする考えはないか。 

町長及び 

担当課長 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（寺本修一君） おはようございます。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の日程は、お手元に配付しております議事日程のとおりであります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第１ 一般質問 

○議長（寺本修一君） 日程第１「一般質問」を行います。 

質問通告者は４人です。通告書はお手元に配付しております。質問時間は、従来

どおり補助質問を含めて３０分以内に制限します。それから、一般質問は通告制で

あります。質問に関連して求める関連質問は許可しません。質問に当たっては、通

告内容に基づいた質問をされるよう求めます。なお、執行部の答弁も明快かつ簡潔

に願います。 

それでは、順番に発言を許します。 

はじめに、坂本君。 

○２番（坂本 登君） 皆さん、おはようございます。日本共産党の坂本登です。 

議長の許可のもと、３項目について質問をいたします。 

初に、町内全域における公共交通網の整備について質問をいたします。高齢化

等が深刻な状況の中、住民にとって公共交通網の整備は重要な課題と考えます。そ

こで２点お聞きします。 

（１）ふれあいツクールバスの路線、運行時刻及び乗降場所などを見直す考えは

ありませんか。 

（２）内木場地区、上原地区、黒岩地区などの公共交通機関の運行していない地

区に対して整備する考えはありませんか、お答えください。 

２番目の質問は、若い世代の雇用創造と地場産業の育成についてお聞きします。 

（１）芦北町人口ビジョンの目指すべき将来の方向の項目に、若い世代の雇用を

創出するとあり、若い世代の雇用機会を増やし地元企業への就職を促進させ、人口

減少の大きな要因である若年層の人口流出を抑制していくとあります。このことに

ついて４点お聞きします。 

ア 若年層の人口流出はどのような根拠に基づいて示されていますか。 

イ 若年層とは何歳から何歳までですか。 

ウ 町には若年層人口は男女別に何人ですか。 

エ 若い世代が職場に対して何を求めているのか調査し分析する必要があると思

います。町はどう考えていますか、お答えください。 
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（２）芦北町人口ビジョンの目指すべき将来の方向の項目に、年間約１７０人の

転出超過の現状を踏まえて、特に２０代前半の流出人口を抑制する具体的な数値を

目標に立て、施策を展開するとあります。この点についてお聞きします。流出人口

を抑制する施策は具体的にどのようなことを考えていますか、お答えください。 

（３）平成２７年度版町勢要覧資料編の産業大分類事業所数によると、産業種別

に分類されていて、平成２４年統計によると、事業所総数は６８３となっています。

このことについてお聞きします。事業主が若い世代の雇用について何を求めている

か、何が問題なのか、どのように考えているかなど、多くの事業所から意見を聞き

調査し、分析する考えはありませんか、お答えください。 

（４）地場産業の育成と経済効果などが期待できる住宅リフォーム助成制度を設

ける考えはありませんか、お答えください。 

次に、３番目の質問をいたします。子育て環境の整備についてお聞きします。安

心して子どもを産み育てる環境づくりの一つとして、熊本県内でも２６自治体が実

施しているブックスタートがあります。ブックスタートとは、自治体が行う０歳児

健診などの機会に、赤ちゃんと保護者が絵本を介してゆっくり心ふれあうひととき

を持つきっかけをつくる活動ですが、町独自の取組として実施する考えはありませ

んか、お答えください。 

以上で本壇からの質問を終わります。再質問は質問席から行います。 

○議長（寺本修一君） 坂本君の１回目の質問が終わりました。答弁を求めます。竹﨑

町長。 

○町長（竹﨑一成君） 坂本議員の御質問にお答えをいたします。 

まず、町内全域における公共交通網の整備についてでございますが、人口減少や

高齢化などに伴い、生じる交通政策のあり方については重要なものと考えておりま

す。御質問の（１）（２）につきましては、具体的なことになりますので担当課長

より答弁をさせます。 

次に、質問の２、若い世代の雇用創造と地場産業の育成につきましても、具体的

な内容になりますので担当課長より答弁させます。 

質問の３、子育て環境の整備に関するブックスタート事業につきましては、平成

２８年度から取り組むこととしております。これも具体的内容につきましては担当

課長から答弁させます。以上です。 

○議長（寺本修一君） 柳田企画財政課長。 

○企画財政課長（柳田豊彦君） おはようございます。 

質問が複数の課にまたがっておりますので、答弁が飛び飛びになることをお許し

いただきたいというふうに存じます。 
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まず、（１）のふれあいツクールバスの件でございますけれども、ふれあいツク

ールバスは赤字路線バスの代替措置として平成２２年度に導入をしたもので、２７

年度において国道３号を走るルートを除き、置き換えることができました。今後は

利用状況などを点検し、運行時刻や乗降場所については弾力的に見直すことはあり

得るというふうに思っております。 

（２）のいわゆる内木場地区等についてのツクールバスの活用でございますけれ

ども、ツクールバスはあくまでも赤字路線バスの代替措置であり、内木場、上原な

ど新たな乗り入れは現段階では考えておりません。国道３号については、路線バス

が運行しており、地域ブロック協議会での議論を踏まえ、ツクールバス導入の可能

性について検討を進めることにしております。 

なお、町の交通空白地帯の課題につきましては、交通政策として、あるいは福祉

政策として大きな視点で検討する方向でございます。利用者の頻度や目的はもちろ

んのこと、費用対効果など慎重な判断が必要になるというふうに考えております。 

次に、質問の２のア、人口流出の根拠でございますけれども、これは過去の国勢

調査の結果に基づいて示しております。 

次に、若年層の定義でありますけれども、この定義につきましてはいろいろな仕

方がありますが、芦北町の人口ビジョンにおいては、１５歳から２０代前半までの

世代に、子育て世代であります４０歳前半までを含めたところで表現をしたつもり

でございます。 

次に、若年層の男女別は何人かといいますと、２０１０年の国勢調査に基づけば、

男性が２,２５９人、女性が２,２６０人と、ほぼ同数になっているということでご

ざいます。 

次に、飛びまして、人口流出を抑制する施策の具体的なものはどんなものかとい

うことですけれども、これこそ流出人口抑制の具体策として総合戦略というものを

策定したものでありますから、これを確実に実施していくことが必要だというふう

に考えているところでございます。 

次に、地場産業の育成関係の住宅リフォームについてですけれども、住宅リフォ

ームの新たな助成制度につきましては、過去の議会で町長が繰り返し答弁をしてい

ますとおり、木造住宅支援事業や浄化槽設置事業など、家の増改築や新築に対する

助成制度が充実しているというふうに思っておりますので、新たな制度をつくるこ

とは今のところ考えておりません。私のほうからは以上でございます。 

○議長（寺本修一君） 園川商工観光課長。 

○商工観光課長（園川民夫君） おはようございます。 

まず、御質問の（１）のエにつきましてお答えをいたします。本町では、総合戦
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略を策定するにあたりまして、芦北高校の生徒に対します進路及び希望業種調査を、

さらに１８歳から４９歳の方、８００人を抽出し、就労に関するアンケート調査も

実施しております。平成２６年度には、町民２,０００人を抽出して住民アンケー

トを実施し、商工業の振興、雇用創出に対する意見を把握しております。加えて、

熊本労働局、熊本県、関係機関などが、町民も含めて実施している各種調査結果よ

り分析されていることから、改めての調査の実施は考えておりません。 

続きまして、（３）の御質問につきましてお答えいたします。芦北町総合戦略を

策定するにあたり、町内２８の業種別ヒアリングを実施しており、事業主の雇用な

どに対する御意見を把握しております。また、熊本労働局、熊本県、関係機関など

が実施している各種調査結果などからも、事業主が抱える課題や意見などが示され

ていることから、改めての調査の実施は考えておりません。 

続きまして、（４）であります。地場産業の育成のための施策といたしましては、

町内事業者の創業と店舗整備の支援補助金や整備投資資金に係ります利子補給補助

金を予算化しているほか、芦北町商工会などが窓口となっている中小企業などの小

規模事業者を対象とした補助制度など、その他国・県など、各種機関の助成制度を

活用し支援しております。また、芦北町商工会が実施する地域商品券事業は、町内

の経済効果に貢献します一方、お尋ねの住宅リフォームにも活用できますので、あ

えて助成制度の創設は考えておりません。私からは以上であります。 

○議長（寺本修一君） 一丸住民生活課長。 

○住民生活課長（一丸喜八郎君） おはようございます。 

ブックスタート事業の具体的な取組につきましては、７～８カ月時の健診時にお

母さん、お父さんなどに絵本の読み聞かせの効果について説明をし、絵本をプレゼ

ントするということを考えています。なお、この事業は社会教育センターと連携を

取りながら実施する予定としております。以上です。 

○議長（寺本修一君） 坂本君。 

○２番（坂本 登君） 公共交通問題の２回目の質問をいたします。 

（１）のほうは、公共交通は重要なものと考えていると、町長のほうから、課長

のほうからは、見直す考えはあり得るという答弁をいただきました。そこで、私が

直接聞いてきたツクールバスを利用している住民の声を紹介をいたします。「ツク

ールバスの折り返しバス停からあと３００ｍくらい来てくれれば、この地区まで来

られるとに、この坂道ば上ってくるとは年寄りにとっては大変。Ｕターンするとこ

ろもあるし、何とかならんどか。」という声です。もう一つは、「路線バスのときか

ら利用していて、ふれあいツクールバスも利用させてもらって、お陰で元気にして

います。一つだけ願いのあっとですたい。バスば１本増やしてもらえんどかなあ。
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病院に行っても、買物して佐敷の友達と話し込んで、帰りのバスに乗り遅れて往生

したことのあっとたいな。よろしく頼みますばい。」という声です。もう一つは、

「バス停まで遠かけん、街まで買物に行った帰りは、買物袋ばさげて、この家まで

歩くとは大変ばいた。バスの通り道だし、車も多く走っとらんし、田舎の集落はも

っと気を利かせて家の近くで下ろしてくれればよかとにと思う。下りるときだけで

よかっですが。」と乗降場所の要求でした。もちろんこのような要求が全部実現で

きるとは私も思っていません。私が紹介できる住民の声はわずかですが、一人一人

の切実な願いです。町として小さな声にも耳を傾けていただくことはできると思い

ます。そして、町として多くの声を調査していただきたい。芦北町では、少子高齢

化が急速に進行し、どの地域においても膨大な移動制約者が発生すると予想されま

す。町は町民が自由に安心・安全に移動できる権利を保障することが今後の大きな

課題と思います。町がその気になれば、ふれあいツクールバスにおける運行状況の

課題と路線地域住民の要求は把握できると思います。 

そこでお聞きします。第二次芦北町総合計画に町が総合計画の策定にあたり実施

した住民アンケート調査結果の概要が記載されています。まちづくり分野別の施策

についての中に、生活を支える基盤づくりのアンケート結果が１,１１３人中６０

９人と、公共交通機関の維持継続が一番多くなっています。住民の関心が高いのは

アンケート結果からも明らかです。公共交通機関の維持確保は住民の強い要望であ

ると認識はしていますか、お答えください。 

○議長（寺本修一君） 柳田企画財政課長。 

○企画財政課長（柳田豊彦君） 当然、認識をしているからこそ、路線バスをツクール

バスというふうに替えたということでございます。 

○議長（寺本修一君） 坂本君。 

○２番（坂本 登君） 当然ということでした。そこで、第二次芦北町総合計画の中に、

公共交通機関の維持確保、バス運行の充実としてツクールバスの運行など、地域の

実情に合った交通手段を検討し、生活路線の確保に努めますと記載されています。

既定の路線にこだわらず、地域の実情に合った生活路線を確保するために、是非住

民要求と課題を検討し、運行時刻また乗降場所など、先ほど考える余地はあると答

弁されましたが、できるところは見直して実現してほしいと思います。もう一度、

答えていただきたいと思います。 

○議長（寺本修一君） 柳田企画財政課長。 

○企画財政課長（柳田豊彦君） 先ほど申し上げたとおりでございますが、もう一度繰

り返し申し上げます。 

ツクールバスは、あくまでも路線バスの代替措置といたしましたので、路線バス
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のルートをどう走らせるかということでありまして、ほかの交通空白地帯の課題に

つきましては、交通政策として、あるいは福祉政策として大きな大局観をもって検

討をするというふうに、先ほど申し上げたとおりでございます。 

○議長（寺本修一君） 坂本君。 

○２番（坂本 登君） 交通機関の運行していないのは、２回目は今からします。 

答弁では、今、答弁されましたように、交通政策、福祉政策の中で考えていると

答弁をされました。ここも直接声を聞いてきた、住民の声を一つ紹介させていただ

きたいと思います。「これまでは、こん地区は運転できんもんな。家族に頼んだり、

親戚に頼んだり、近所に頼んだりして、バスのなかったっちゃ不便さを何とかして

きたばってん、こん頃は若か者がおらんごつなって、これからは運転免許証を戻す

者が増えてくるけん、なおさらとげんかしてほしかったい。おどま、こん地区に生

活してきて、ここが好きだけん、ずうっとここに安心して住みたいし、ここに生ま

れて今まで暮らしてきた、こん地区が誇りですばい。何も贅沢なことは言わん。協

力でくっところは協力する。地区には週に１回来ればよか。まだ走っとらん地区も

ほかにもあっどけん、曜日を決めて、ここは何曜日、他のところは何曜日と決めて

走らせてくれればよかばってん。」と思いを話してくれました。 

そこで、平成２８年２月２９日現在、公共交通機関の運行していない主な地区の

人口と高齢者数、高齢化率を調べてみました。内木場地区、人口５４人、高齢者３

３人、高齢化率６１.１％、上原地区、人口４６人、高齢者３１人、高齢化率６７.

４％、黒岩地区、人口７４人、高齢者３９人、高齢化率６０.８％となっています。

他の公共交通機関の運行していない地区、横居木地区、伏木氏地区、永谷地区、岩

屋川内地区なども、高齢化率を調べてみますと、公共交通機関の運行していない地

区の高齢化率が全体の平均より高いことが分かります。こうした地区での住民同士

の関係も、過疎化や高齢化の進行などで崩壊してくることが考えられます。ですか

ら、喫緊の課題として取り組まなければなりません。住民も要求や要望するだけで

なく、協力できることを出し合い、共に助け合い、地域住民と公共交通運行業者、

社会福祉協議会など含めた、多くの関係者の参加で協議できる場が必要だと思いま

す。 

そこでお聞きします。町は公民館単位で地域住民と公共交通運行業者、社会福祉

協議会などを含めた多くの関係者の参加で協議できる場をつくり、地域全体の課題

を総合的に把握・周知し、全体の政策づくりと具体的な施策・予算で政策の実現を

図るため、住民要求の実態を調査し、地域が抱えている課題を整理し、財源も含め

て研究してほしいがいかがでしょうか。 

○議長（寺本修一君） 柳田企画財政課長。 
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○企画財政課長（柳田豊彦君） 町民アンケート等を使いまして、公共交通に対する要

求は大まかに把握をしておりますし、当然、課内の検討は進めているというような

ことを繰り返し申し上げております。 

○議長（寺本修一君） 坂本君。 

○２番（坂本 登君） 私は、これまでの議会の質問で２回、住民の交通手段の確保の

問題を取り上げてきました。１回目は熊ヶ倉集落の移動手段の提案と、２回目は乗

合タクシーの提案、そして今回３回目として公共交通網の整備について、住民の声

を基に２点質問いたしましたが、私は公共交通網の整備は単に移動困難者の解決を

図るという狭い意義だけでなく、公共交通をまちづくりの土台として位置付けるべ

きだと思います。町民に安心・安全に移動できる権利を保障し、高齢者が気軽に外

出し、健康増進になれば町の負担する医療費が少なくなります。また、商業、観光

業も活性化するという総合的な効果が生まれます。町は、福祉、医療、商工業の振

興、観光、教育など、積極的に施策を展開しています。この施策が十分効果を発揮

するには、公共交通網がちぐはぐだと他の分野をいくら整備しても不十分で、土台

となる公共交通網をしっかり整備すれば、地域全体の暮らしやすさが大幅にアップ

し、各施策の産業や福祉事業、医療、観光等施設が効果を現すようになるのではな

いでしょうか。 

町長にお聞きします。全ての町民と環境にやさしい公共交通網の整備を実現する

ために、例えばまちづくり公共交通基本条例等を検討し、住民参加のもと、第二次

総合計画を具体化するための実施計画として、３年計画あるいは５年計画の策定を

する考えはありませんか、町長の答弁を求めます。 

○議長（寺本修一君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） これまでのお尋ねにつきましては、課長が答弁したことにもう

尽きるわけでありまして、その姿勢でこれまできましたし、これからもそのように

継続して取り組んでまいりたいと思います。それで、この件につきましてはですね、

例えば今、山間地の超高齢者地域の話が出ましたが、もっともっと高いところもあ

ります。年間行う区役にももう出れなくなったというところがいくつかあります。

そこはですね、実状を我々も理解した上で、町できちっと対応をしておりますし、

その時、その地域の事情に応じて、今のツクールバスだけでなくて、多方面から行

政支援をやっておるところであります。そしてまた、このツクールバスは２２年か

ら導入しましたが、導入するにはですね、数年かかりました。文部科学省、経済産

業省、運輸局、こういうところのですね、許可がなかなか下りないんですよ。路線

の新規乗り入れ、あるいは路線変更ですね、簡単にいく話じゃないんです。ですか

ら、実状はよく把握しておりますので、それらも含めましてですね、交通政策ある
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いは福祉政策と、環境を整えてまいりたいという思いは、坂本議員同様、あるいは

それ以上に私はもっておりますので、御理解いただきたいと思います。条例の制定

については、これは課題とさせていただきます。 

○議長（寺本修一君） 坂本君。 

○２番（坂本 登君） 町長の答弁もいただきました。本当に１０年後、２０年後と考

えると、もう交通網の整備は本当に大切なことだと考えております。そのためにも

条例を作って、１０年後に実現できるように、まあそのように思っております。 

そこで、町民が自由に安心・安全に移動できる権利は、私は基本的人権の一つと

思っています。これは憲法で保障されています。住民の移動する権利とは交通権で

あり、日本国憲法第２２条居住移転及び職業選択の自由、第２５条生存権、第１３

条幸福追求権など、実現する具体的な権利です。交通権が保障されないと基本的人

権の保障は、いわば絵に描いた餅になります。町は、住民が自由に安心・安全に移

動できる権利である交通権を基本的人権として保障する責務を負っています。公共

交通網の整備をまちづくりの土台として取り組むことを再度要求して次の質問に入

ります。 

若い世代の雇用創造と地場産業の育成について、２回目の質問をいたします。そ

れぞれに答弁をいただきました。若い世代の人口流出を抑制するには、調査分析・

研究なくして解決しないと考えますので、（１）（２）（３）まではまとめて再質問

をいたします。アンケート等はしていらっしゃると答弁でした。私、１２月議会で

地場産業の持続的な発展なしに、雇用だけでなく、生活基盤が危うくなるとして、

事業別に分類し調査分析することが必要と提案しました。町は、既に６８３事業所

総数と事業区分の分類もできています。なぜ聞き取り調査し、分析が必要かといい

ますと、雇用者を増やすためには、企業を誘致するか、新しい企業を起こすか、今

ある町内の事業所で雇用を増やすしかありません。そのうち、今ある町内の事業所、

つまり地場産業で雇用をどう増やすかについての議論が重要になると思います。そ

のためには、地場産業の実態をよく知る必要があります。現状を把握しなければ、

雇用が可能なのかどうかもよく分かりません。例えば地場産業の受け入れが思うよ

うに雇用がないとなれば、当然、若年層の流出の抑制にもつながらないし、地元の

中学、高校からの新卒者や都会からのＵターン・Ｉターン・Ｊターンなどの受け入

れも困難になります。調査から見えてくるものは大きいのではないでしょうか。そ

のために聞き取り調査をして、分析することを主張し続けているわけです。若年層

の雇用に対する意識調査、分析も重要です。その結果次第ですが、高校生も含め若

い世代の雇用に対する思いは若い世代にしか分かりません。一つ一つ個々の事業所

のことは、その事業主にしか分かりません、地場産業の育成と雇用創造の知恵や工
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夫は地場産業の事業所の中にこそあると考えます。事業所の思いと若年層の雇用に

対する思いとが合致すれば、道は開けるのではないでしょうか。 

町には、若年層が男女別に先ほど男性２,２５９人、女性２,２６０人と答弁され

ました。地場産業が６８３事業所あり、区分ごとにも分類されています。若年層の

年代で４０歳前後までと、１５歳から２０歳前半、４０歳までを見ているというこ

とでしたが、ここでは主に若い世代、私は１８歳から２０代までの人を対象に調査

すればどうかと思います。それと、地場産業の６８３事業所それぞれの意見や課題

を調査分析してこそ、若年層の人口流出を抑制する具体化の可能性が出てくると思

います。 

町長にお聞きします。町の行政は、町民あっての行政です。このことから、どう

しても町民の声を聞いて、実情を把握する必要があります。若年層の人たちの思い

と、地場産業の人たちの実情をつかむために、若年層と全事業所からの聞き取り調

査など、可能なことではないでしょうか。例えば６８３事業所に対して、職員１人

が１０事業所を受け持てば、ほとんどの事業所に聞き取り調査できるのではないで

しょうか。全職員の力を借りて調査研究をする考えはありませんか。 

○議長（寺本修一君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） これまで聞き取りとか、アンケート調査を行いました。こうい

う調査より、効率的に効果的に進める必要があります。御存じと思いますが、ＮＨ

Ｋの全国世論調査、サンプル数１億２,６００万か７００万に対して１,０００人で

す、サンプル数は。うちはこの人口１万８,０００で２,０００人のサンプルであり

ますから、それからしますとですね、統計学上はかなり全調査を実施したのにほぼ

近いデータを得られておるものと思っておりますので、御意見としてお伺いしてお

きます。 

○議長（寺本修一君） 坂本君。 

○２番（坂本 登君） アンケート調査を否定するつもりは全くありません。直接聞き

取り調査を、もう前回も、その前からも重要性を申し上げているわけです。 

次に、住宅リフォーム制度について考えていないという、今、対応していること

でできているという答弁でした。住宅リフォーム制度は、今回で３回目の提案にな

りますので、十分検討されたと思います。実施自治体は増え続け、地場産業の中で

も特に建築関係者に喜ばれています。住宅リフォーム助成制度実施自治体を紹介を

いたします。 

球磨郡錦町では、町から委託を受けたＮＰＯ法人熊本地域自治体研究所の調査報

告書によると、平成２５年度の住宅リフォーム助成制度の補助総額が９４４万３,

０００円に対して、町の経済への総波及効果は１億１,５５７万７,０００円となり、
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この波及効果額が町のどの産業に波及したかといいますと、多い順番に、建設業、

不動産業、運輸業、窯業、土石製品、農林業、対事業所サービスなどに波及効果が

あったとされています。これは投資額に対する波及効果額が１２.２４倍になりま

す。ちなみに、この自治体のプレミアム商品券の波及効果は４.２６倍だったとい

う計算があります。住宅リフォーム助成制度は、プレミアム商品券の３倍の波及効

果が球磨郡錦町にあったことが報告されています。これは産業連関分析システムに

よる試算です。これは国や熊本県も取り入れている計算方法です。 

また、天草市では平成２７年度、１億円の予算を組みましたが、応募者が殺到し、

４,０００万円の補正を組んで対応したそうです。ちなみに、申請件数８２４件、

波及効果１１億円、平成２８年度予算も１億円が計上されています。現在、県内自

治体の半数近い２２の自治体が実施しています。 

町長にお聞きします。このように住宅リフォーム助成制度がいかに芦北町の地域

内経済に波及効果を及ぼすかが分かると思います。是非、町長言われる芦北町独自

のオンリーワンな制度を具体化して実施してほしいが、いかがでしょうか。 

○議長（寺本修一君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 課長答弁で申しましたように、現行の制度でですね、相当部分、

負託に応えておるものと思います。ほかの自治体はほかの自治体で、それなりの特

徴でありましょうし、うちはうちなりに出しているつもりでございます。 

○議長（寺本修一君） 坂本君。 

○２番（坂本 登君） 波及効果は、申しあげたとおり是非とも実施していただきたい

と申し上げて、次の子育て環境整備について２回目の質問をいたします。 

これについては、２８年度から実施の考えであるという良い答弁をいただきまし

た。そこで、この制度を少し関係者の声などで紹介しておきたいと思います。「ブ

ックスタートの意義は、ただ絵本を赤ちゃんにプレゼントするだけでなく、いろい

ろな意義があります。実施している関係者の声は、親子の愛着形成の手段として、

保護者の中には赤ちゃんへの声のかけ方や接し方が分からず悩んでいる方もいます

が、ブックスタートでは絵本を使って、親子で温かな楽しい時間を持てることを伝

えられると思います。図書館で子育て支援としてブックスタートは単なる読書支援

ではなく、親子の交流や保護者が地域の方と関わるきっかけ、親子の居場所をつく

ることにもつながっています。図書館が子育て支援、親子の支援に取り組むことが

実感できることを実感しています。ブックスタートを機にベビーカーや授乳室など

環境を整えるなど、図書館が赤ちゃん連れでも利用できる施設であることを意識し

て、親子や地域の人に伝えてきました。今では赤ちゃんも利用者の一人だというこ

とが浸透しています。１冊の絵本が大きな喜びを生み出すとして、絵本１冊を手渡
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すことから得る小さな取り組みですが、図書館で赤ちゃんと保護者が絵本を間にに

こにこと幸せそうにしている姿を見ると、地域と住民と行政が一緒になって取り組

むことで、大きな喜びが広がっていくのだなと感じています。」と関係者の声とし

て紹介されています。既に実施している自治体の市長は、「保護者から高い満足度

を得る事業として、事業に係る予算はそれほど高額ではありませんが、アンケート

ではほとんどの保護者が満足と答えています。低い予算で地域が子育てを応援して

いるというメッセージを伝えられて、満足度も高いブックスタートは、市にとって

魅力的な事業だと考えています。」と市長自身が伝えています。芦北町も２８年度

から実施されると答弁をされました。是非魅力的な事業でありますので、具体化し

て実施してほしいと思います。 

後に、今回、私は地域を回り、住民の声に耳を傾け、それを基に大きく３つの

項目について質問をいたしました。どれだけ町が公共交通網を実現するために頑張

っても、子育て支援を充実させ若い世代が頑張っても、また地場産業の事業主が若

い世代を雇用して頑張っても、国の政治がこれを邪魔するようでは実現することは

困難になります。労働者派遣法、ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）、消費税１０％

増税など、若い世代の雇用や地場産業の育成に打撃となる深刻な問題です。町民の

暮らしや町の経済にも大打撃を与えます。町民の命と生業を守るために、国に対し

ても労働者派遣法、ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）、消費税１０％増税など、国

政問題であってもはっきり意見を表明するのが町長と地方議会の役割だと申し上げ

て、今回の私の質問を終わります。 

○議長（寺本修一君） 坂本君の質問が終わりました。 

次に、平松君。 

○１１番（平松洋一君） おはようございます。一般質問をいたします。 

平成の大合併によりまして誕生しました芦北町は、早１０年を過ぎました。当時

の人口は２万８４０人でしたが、昨年、国勢調査が行われまして、その速報値が出

ましたが、１万７,６６８人となっており、我が町の人口減少が一段と進んでおり

ます。中でも６５歳以上の高齢化率は３９.１％で、７,０００人を超えており、高

齢化社会が進行していることが浮き彫りになりました。まさに超高齢者時代への突

入であり、車の運転ができない高齢者の交通弱者が増加をしており、将来にわたり

この傾向は続くと思われます。我が町は、現在、主要道路運行の路線バスや福祉バ

ス、あるいは通学用の生徒と町民の相乗り用のツクールバスが運行されております

が、時代の要求を十分に満たしているとは思えません。特に旧田浦町地区では、唯

一のタクシー会社がなくなり、病院や買物など、不自由されている多くの声を聞き

ます。今後、さらなる高齢化とともに、車の運転ができない交通弱者が増えること
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は容易に推測できます。 

そこで、地域生活交通網の現状と今後の対策について、どのように考えておられ

るかお尋ねいたします。まず現状について、路線バス維持対策の現状について、２

番目にふれあいツクールバスの運用状況及び問題点について、次に生活交通網拡充

対策についてであります。①交通弱者の現状や要望の把握とその対応はどのように

考えているか。②（仮称）芦北町公共交通を考える会などの設置の考えはないか。

③コミュニティバスあるいはミニバス、乗合タクシーなどの運行の考えはないか。

以上、町長にお尋ねし、壇上での質問を終わります。 

○議長（寺本修一君） 平松君の１回目の質問が終わりました。答弁を求めます。竹﨑

町長。 

○町長（竹﨑一成君） 平松議員の御質問にお答えいたします。 

公共交通についてのお尋ねでございますが、住民生活の安全・安心を確保する意

味からも、移送等の交通政策は重要なものと考えております。担当課に対し、さら

なる検討課題とするよう伝達をしておるところでございまして、具体的内容につき

ましては担当課長より答弁させます。 

○議長（寺本修一君） 柳田企画財政課長。 

○企画財政課長（柳田豊彦君） それでは、お答えいたします。 

まず（１）でございますけれども、路線バスの現状についてですが、平成２７年、

昨年１０月に女島線、正式には平国線と申しますが、その女島線と、鶴木山線及び

田川線から産交バスが撤退をいたしましたため、路線バスは国道３号を縦貫します

田浦水俣、八代田浦線のみとなりました。 

次に、ツクールバスの運行状況は、平成２２年６月に白石大岩線を開始し、平成

２３年６月に古石線、百木長崎線及び大野線の３線、平成２７年１０月に先ほど申

し上げました女島、田川、鶴木山線の３線の運行を開始しております。 

次に、ツクールバスはあくまで路線バスの代替として運行する原則がありまして、

問題点というよりも、運行時間帯でありますとか、停留場所などについて、いろい

ろな要望が上がってきております。 

（２）でありますけれども、まずアにつきましては、町の交通空白地帯の課題に

ついては、問題意識をもっておりますし、住民の意見があることも認識をしており

ます。これらを踏まえ、財政面も考慮した総合的な議論をただいま始めているとこ

ろでございます。 

次に、イの考える会の設置については、現在のところ、その考えはございません。

検討にあたっては、外部の専門的な知見でありますとか、八代市、津奈木町、水俣

市などと組織をいたしておりますブロック協議会等であるべき姿を見いだしていき
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たいというふうに考えております。 

後に、ウのコミュニティバスや乗合タクシーなどの個別具体的な運行方法は、

現在のところ決めているわけではございません。検討をする中で自ずと修練されて

くるものというふうに思っております。以上でございます。 

○議長（寺本修一君） 平松君。 

○１１番（平松洋一君） 再質問をいたします。 

現状、それから今後について、町長からですね、非常に重要な課題だということ

で前向きに考えてはおられますので、私の質問としては、現状を少し分析しながら、

将来の課題を提案をしたいというふうに思っております。 

まず、１番目の路線バスの現状につきましては、芦北町でですね、非常に詳しい

データをですね、調査をしてございます。これを見れば自ずと分かるわけですけれ

ども、非常にですね、路線バスが、先ほども課長の答弁で撤退をされておるという

のが出ておりますが、やっぱり問題が非常に大きいというふうに思います。非常に

人口が減少しておるということが第１点、それからこれはですね、路線バスの輸送

人員をちょっとこのデータを見ますと、平成７年、１１万人だったものが、２１年

度は４万９,０００ということで、５５％減少していると。特に路線で非常にその

上下はありますけれども、やっぱりこういうことではやっぱり経営側からすると撤

退をやむなくしないといけないのかなというふうに思いますし、そういう代替とし

てふれあいツクールバスがあそこを走らせたということで、また先の臨時議会でも

ですね、ありましたが、女島線とか、今答えもありましたけれども、そういう路線

が撤退したという、これは民間会社の経営者側の実態をそのまま町に、住民に影響

しているというのが一応実状じゃないかなというふうに思います。 

それから、取組についてもですね、ツクールバスをされておりますが、これは田

浦地区は現在走っておりませんね。９路線ありますけれども、その中からまた撤退

というか、これを見ますと、１日１往復ですよね。それから、便次第、通学生を優

先していますから、一般人はなかなか、ひょっとしたら乗れない可能性も出てくる

ということで、一般人はあくまで生徒を主にして、そういう考え方で今ツクールバ

スは運行されているということですね。ですから、高齢化社会に対応したバスの運

用形態ではないというふうに認識を今いたしております。 

それで、現状と問題点については、これはもう課長から答えていただきましたの

で、今後についてですね、提案をしてみたいと思います。それで、交通弱者の要望

把握につきましても、特に田浦地区ですよね。ツクールバスもない、タクシーもな

い、そういう状況について、町長の認識は今どのような考えですか。 

○議長（寺本修一君） 竹﨑町長。 
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○町長（竹﨑一成君） 先ほどの坂本議員のときにもお答えしましたとおりですが、非

常に憂慮すべき事態であるということは認識しておりますので、総合的にこれを対

応してまいりたいと思います。例えばですね、お買物になかなか行けないというと

ころは、例えばＪＡであるとか、他の食料品店の移動販売はできないのか、行政と

どうコラボできるか分かりませんけれども、あるいは在宅医療等ですね、もっと医

療面でも充実すると、通院の必要がなくなるんじゃないか、そういうところも総合

的に含めまして考えていかなければいけないと思っておりますので、少々時間をい

ただきたいと思います。 

○議長（寺本修一君） 平松君。 

○１１番（平松洋一君） 実はですね、先の国勢調査の詳細はまだ出ておりませんけれ

ども、昨年のこれは９月だったですかね、御無礼しました、２７年の４月現在の高

齢者の状況というのは、田浦地区が６５歳以上の高齢化率が４０.４％ございます。

それから、さっきちょっと坂本議員のときに出ましたが、山手のほうがかなり高く

て５３.７％ですね。これは永谷から黒岩、大岩、岩屋川内、そういう諸々を含め

て５３.７％という非常に高い状況でございます。それから、白石、東告、西告、

天月、そういう地区まで含めて、それも４１.９％、非常に高いということは、や

っぱり高齢化が非常に進んでいるかなと、山手のほうが進んでいるかなというふう

に思われます。湯浦地区に福浦から古石南までは３６.９、まあ傾向としては高い

ですが、山手よりも少ないと。全体で３９％というのが芦北の今、実情のようでご

ざいます。 

それから、これがですね、３９.１％の中の８０歳以上になりますと、２,８７０

人、非常にやっぱり高いと。９０歳以上が５９３名、こういう方々、道路交通法も

改正になり、かなり高齢者の事故が多発しているということで、７５歳以上の免許

の更新時は講習等々かなり厳しくなっておりますので、今後は弱者が増えるのかな

というふうに思っております。 

それで、課長が芦北町の公共交通を考える会、これは仮称ですけど、これはもう

今のところ考えはないということなんですが、時代背景が非常にありまして、今、

法改正で地方分権が進みまして、地方自治体に権限をもたせようという考えが非常

に多いですね。このツクールバス関係も非常にそういう傾向がございます。それで、

背景はなぜそういう自治体の裁量が大きくなっているかというと、背景は過疎化の

進行だとか、高齢化の進行などと併せて路線バスの撤退とか、タクシー等の撤退と

か、そういう交通手段の確保が非常に大きな課題であり、交通弱者に対する個別運

送サービスの需要が逆に増加しているけれども、環境は悪くなっていると。そうい

うことで、本来、有償で人を運ぶ、例えばＪＲだとか、あるいはタクシーとかバス
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とかありますが、これはもう道路交通法上の、タクシーにすれば免許ですね、緑ナ

ンバーが必要でございますので、必要だったんですけど、これがですね、公共の福

祉を確保するため、やむを得ない場合に例外的に自家用車等でですね、有償運送

を・・・・という法律改正ですね。だから、これは調べてみましたら、自家用有償

旅客運送の事務権限の移譲に係る経営の現状ということでございますけれども、こ

れは御存じだと思いますが、背景は今言いましたとおりですけどですね、非常にこ

の中で自治体があまり表に出にゃいかんとですけど、出しゃばって自分たちでして

しまうと、地元のタクシー会社さんとやっぱり競合しますので、そういう方々も含

めてですね、公共交通会議を開いていいですよという考えがあるみたいですね。こ

れは多分御存じだと思いますが、課長、一応どうでしょうか。 

○議長（寺本修一君） 柳田企画財政課長。 

○企画財政課長（柳田豊彦君） 考える会については、今のところ、そこまでいってな

いというのが実情なんですけれども、実はその田浦のタクシー会社が撤退するにあ

たりましてはですね、町のほうにも相談があっておりますし、芦北のタクシー会社

の方にも私たちも相談をしたりとか、話を持ちかけたりとかというようなことは実

態としてはしております。そのようなことでですね、実態は把握をしております。 

それと、あと一つですね、蛇足なんですけれども、現時点でツクールバスの作業

が大体一段落をしたと、３号線についてですね、３号線の産交バスに対する補助金

がもう年々増加をしておりますので、その分の対策もツクールバスでできないかと

いうような検討も実は始めております。そのようなことで、第一弾が終わりつつあ

りますので、第二弾としてですね、今御指摘のようなことについてですね、十分検

討を今始めたところというようなところで御理解いただきたいと思います。 

○議長（寺本修一君） 平松君。 

○１１番（平松洋一君） 実はですね、また今取り組んでおられますけれどもですね、

形態はこういうふうな今まであった路線バスとかタクシーとかですね、こういう

諸々を白ナンバーでいいですよという形なんですね。だから、白ナンバーだと、も

うその自分の地区だけ、芦北町なら芦北町だけの路線だったらいいですと。その代

わり、タクシーの半額ぐらいで、有償でいいんですと。先進事例がこの組織につい

ては今からですね、また十分検討する余地があれば検討していただければ結構なん

ですが、 終的には住民の安心・安全でですね、交通体系ができればいい話ですか

ら、非常に先進事例、県内でもありますが、一応紹介をしておきたいと思います。

県内各地ありますが、球磨村ですね、球磨村にはちょっと出向きまして、これはい

いなと思ったもんですから、実際役場に行きまして、いろいろ担当者にお聞きした

んですが、 初は福祉バスを走らせたと。常に利用が効率が悪くて、財政的な負担
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もあるということだったもんですから、芦北町にもツクールバスが２２年にできた

ときには視察に来ましたということですが、そういうことも踏まえてですね、検討

を２３年から再編、検討を開始して、２６年、一昨年の４月から村運営のコミュニ

ティバスとして運行を開始されております。これはスクールバスはスクールバスで

ですね、やってるということ。どういうこつかといろいろお聞きしましたらですね、

球磨村も地形的には山手が、非常に山深いもんですから、そして幹線の人吉から、

２１９号線はバスが走っとったんですが、この区間もですね、産交バスに委ねて、

産交バスが主体に決めた問題ですよね。だから、そういう路線を決めるにしても、

全て大変だもんですから、会合を開いて、どういう決め方したかっていうと、２１

９号は基幹路線としてもう往復ピストンしますけど、支線のほうはですね、白タク

っていうんですかね、９人乗り、１０人乗り、あるいは２０人乗りもあったかな。

３台か４台、村で買うて、そしてそれを走らせますということで、非常に４０％増

えましたということなんですよ。これはいいなと思ったんですが、なぜそこまで。

村でですね、どういう体系、タクシーはなかったんですかと聞きましたら、タクシ

ー会社は１社ありましたけれども、一人で１社ですね、１社で一人しかおられない、

車が１台。だから、そこにお願いをして今３人の方で、運転手が倒れたんでしょう

ね、３人の方でコミュニティバスを運送しているということで。さっき権限移譲が

ありましたけど、それまではそういう許認可で大変だったということなんですが、

自家用有償旅客運送車登録証ということで、村が登録証を権限に取られまして、許

可証をもとに自分のところでですね、全ての路線を決めていかれるそうです。２１

９号の路線、それから支線ですね、だから非常に便利になっているということです。 

それともう一つですね、役場の職員の方が４名、自分で白タクを運転できる免許

を取られております。修了証書というんですかね、こういう形ですけど。だから、

緊急のときは、役場の総務課の方が空いた人が４人の方で交替で行くと。それは何

かというと、芦北町の場合はもう路線を決めて、そして往復型といいますかね、循

環型といいますか、バス停を決めて、そして乗るということなんですが、ここはで

すね、本線はんないですけど、支線は手ば挙げればいいそうです。下りるときも家

まで行くそうです。そういうことも踏まえると、非常にそういう方向を考える必要

があると思いますので、是非参考にされましてですね、検討をしていただきたいと

思いますが、課長の考えは。 

○議長（寺本修一君） 柳田企画財政課長。 

○企画財政課長（柳田豊彦君） 球磨村の御提案につきましては、球磨村のことにつき

ましては、担当者のほうがですね、情報の収集に努めておりますが、今、球磨村は

現段階では社会実験というような位置付けでですね、全地域を対象にしておるけれ
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ども、その中でもほとんどやっぱり利用頻度とか、そういう部分を見ると、やっぱ

りもう見直さんとやっていけんぞと、財政的にやっていけんぞというような反省も

出ているようでございます。と申しますのが、やはりその公共交通の空白地帯と一

言で申し上げますが、その空白地帯の定義をどのような形にするのか、それと民業

圧迫にどのような形でつながらないようにするのかというような、いろいろな課題

がございますのでですね、今の球磨村の方法も一つの手段でありますので、先ほど

申し上げましたように、やり方は検討する中でですね、芦北町に合ったものに修練

されてくるというふうに考えておりますので、球磨村の部分も当然参考にしていく

ということは御理解いただきたいというふうに思います。 

○議長（寺本修一君） 平松君。 

○１１番（平松洋一君） 冒頭、町長もですね、重要な課題で思慮しているということ

でもございますし、担当課長も理解はされておりながら、また今の時代としてです

ね、そういう状況ですから、とにかく私が申したいのは、コミュニティバスだけで

は、これはもう状況の対応ができないんじゃないかなと思っておりますので、是非

そこについては前向きに御検討していただいて、地域の実情を打開していただきた

いと思います。 

まず、そういう把握と、それから対応について、再度ですけど、町長のお考えを

またお願いいたします。 

○議長（寺本修一君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 先ほど答弁したとおりでございますので、しっかりと前向きに

検討してまいりたいと思います。 

○議長（寺本修一君） 平松君。 

○１１番（平松洋一君） もうこれ以上はですね、質問いたしませんけれども、芦北町

は今後さらに人口減少が続いて高齢化率が非常に高く今後も急伸する見込みでござ

います。そのためにマイカーの運転ができなくなり、普段の移動さえ困難な交通弱

者の増加が予想されます。 

それから、一方で既存のバス利用者数とか、おれんじ鉄道の利用者数は年々減少

傾向にあり、減便とか休廃止が進んで、今後の景気低迷などによって、また一段と

合理化がされることも予想されます。このような中、芦北町の交通機関の維持確保

というのは大変な重要な役割がありますので、地域の多様なニーズに的確に対応し

て、安心・安全なものとしてですね、提供できるような生活交通体制を構築するた

め、さらなる御努力をお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（寺本修一君） 平松君の質問が終わりました。 

ここで暫時休憩します。１１時２０分から再開します。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０５分 

再開 午前１１時２０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（寺本修一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 午前中 後となろうかと思いますけれども、もうしばらく御

静聴いただきたいと思います。 

さて、私は平成２８年度当初予算を決める大事な定例会において、３つの問題に

ついて質問いたします。 

１つ、各種補助金事業の精査等について、２つ、芦北高校総合支援事業への取組

について、３つ、小学校の運動部活動移行についてであります。 

まず、各種補助金事業の精査等について質問をいたします。平成２７年度一般会

計補正予算（第７号）において、ふるさとづくり基金及びまちづくり振興基金に、

それぞれ１億円ずつ措置されております。ふるさとづくり基金は、ふるさと創生事

業として昭和６３年度補正予算及び平成元年当初予算において、一律１億円の交付

税が措置され、平成２年に基金として積み立てられ、毎年、町内各種団体等へ５０

０万円から１,０００万円を補助金として交付してきております。平成２６年度決

算によりますと、その残高は１,８７７万７,０００円であり、残り少なくなったた

め、積み立てられるものと私は理解しております。 

一方のまちづくり振興基金は、合併特例債を活用して積み立てられたもので、合

併１０年を過ぎ、交付税が減額されることを鑑み措置されてきており、２６年度現

在の残高は現金８億５,９１２万９,０００円とあり、有価証券等を合わせますと１

２億５,７８８万７,０００円となっております。この基金は、本町まちづくり支援

事業として、夏まつりのイベント等の事業に充てられております。 

そこで、質問の１点は、この基金を活用し、各種団体等に対して活動費の一部と

して補助されてきておりますが、これまでの実績を考慮した上で補助金対象事業の

継続や見直し等をすべき時期が来ていると私は考えておりますが、精査等は行って

おられると思いますが、その必要な部分等も考えながら、今後改めて精査の必要が

あるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

次に、補助金を受け付けるには、申請から確定までそれぞれの手続きがあること

は私も知っております。補助金事業が完成しますと、事業実績報告が提出されます。

その内容審査はどのように行っておられるのか、費用対効果を検証する上で大事な

ことと思いますが、どうなっているのか２点目の質問であります。 
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第２の質問は、芦北高校総合支援事業への取組についてであります。平成２８年

度の新規事業として、芦北高校を存続させるため総合的に支援するために創設され

るものであります。中長期的に取り組むべきことであり、私はその結果を大いに期

待している一人であります。２８年は２,１６４万９,０００円の予算計上となって

おる事業でありますが、その内容はレベルアップ講座や制服への助成、エアコン設

備等であると聞いておりますが、具体的にまず説明をされたいのであります。また、

今後、この事業を行っていく上で、課題になっているものはないものか質問するも

のであります。 

次に、第３の質問は、小学校の運動部活動移行についてであります。去る２月２

０日、熊日新聞の朝刊に「小学校運動部活移行３０市町村に準備組織」との見出し

で、県教育委員会が報告記載を載せておりました。少子化に伴ってチーム編成が困

難になっていることなどを踏まえ、基本的方針を策定、部活動を総合型地域スポー

ツクラブ等やスポーツ少年団などに移行することを盛り込んでおります。 

そこで、現在、本町の各小学校における運動部活動の現状はどのようになってい

るのか、第１点目の質問であります。 

２点目は、今後、小学校の運動部活動に関して本町教育委員会としてどのように

対応する考えであられるのか質問するものであります。 

以上、申し上げましたが、大変関心のある質問でありますので、明快な答弁を求

めて登壇しての質問を終わります。 

○議長（寺本修一君） 川尻君の１回目の質問が終わりました。答弁を求めます。竹﨑

町長。 

○町長（竹﨑一成君） 川尻議員の御質問にお答えいたします。 

まず、質問の主題１でございます。各種補助事業の精査等につきましては、担当

課長から答弁させます。 

続きまして、質問の主題２、芦北高校総合支援事業は町内唯一の高校の存続のた

めに保護者の負担軽減、学校の魅力向上、生徒のスキルアップ等を目的に支援する

ものであります。１２月の全員協議会でも説明があったと思いますが、本格的なア

ナウンスは平成２９年度からの入学者になると理解しております。本事業の目的が

十分達成され、芦北高校の生徒確保に資する取組となるよう、制度等は柔軟に見直

していく考えです。具体的内容につきましては、担当課長より答弁させます。 

○議長（寺本修一君） 柳田企画財政課長。 

○企画財政課長（柳田豊彦君） それでは、お答えいたします。 

まず、基金についてでございますけれども、ふるさとづくり基金とまちづくり振

興基金の取扱いの違いをもう一度ここで申し上げておきたいというふうに思います
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が、これは定例会初日に申し上げたとおり、大まかな目安としては前者は人材育成

を目的に、主な国際交流協会や地域団体の活動支援に活用するもので、 終的な枯

渇させてしまっては困るというふうな位置付けでございます。一方、まちづくり振

興基金は、合併後の交付税の段階的資源による住民サービスの極端な低下にならな

いように、新町計画の理念に則って町が主体となって行う、先ほど指摘がありまし

たまちづくり支援事業でありますとか、インフルエンザ予防接種、老人無料入浴券

などの事業に活用するもので、財政の状況を見ながら、将来的には枯渇してもいい

基金というふうに位置付けをしておるところであります。 

御質問のその事業の見直し等につきましてですけれども、各種団体に対する補助

事業につきましては、その対象を見直す必要があるというふうに判断した場合は、

弾力的に対応していきたいというふうに考えております。 

次に、実績報告の審査につきましては、補助要綱に基づいて申請どおりの事業が

行われているかを、その提出された書類等で慎重に行っておるところでございます。

なお、必要に応じて現場の確認も実施をしています。 

次に、芦北高校支援の件でありますが、平成２８年度は御存じのとおり、教室の

エアコン設置でありますとか、制服の検討などの臨時的な費用も含めて１３項目に

支援をいたします。課題となってくると思われますのは、支援策を中学校に広く周

知し関心を呼ぶことができるかどうかということが一つ、そして生徒、保護者のニ

ーズに合致しているかということの把握をどうするかということ、それと入学した

生徒のスキルアップ等に資する取組が実際体現できるかなどというようなことが課

題になってくるだろうというふうに存じております。 

支援内容につきましては、学校や同窓会と連携しながら、その目的が達成できる

ように毎年柔軟に対応していきたいというふうに考えておるところでございます。

私のほうからは、以上です。 

○議長（寺本修一君） 澁谷教育委員長。 

○教育委員長（澁谷百錬君） 事務的な内容になります。ですから、教育長より答弁さ

せます。以上です。 

○議長（寺本修一君） 竹浦教育長。 

○教育長（竹浦裕道君） 川尻議員の質問３の（１）についてお答えいたします。小学

校の運動部活動の移行につきましては、これまで児童数の減少による団体種目の維

持、担当職員の負担軽減、指導者の不足、指導の過熱化といった課題が指摘されて

きております。そのような中で、町内各小学校の運動部活動の現状につきましては、

田浦小学校１校が既に社会体育に参加しております。残る５校が学校運動部活動で

実施中でございます。 
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次に、質問の（２）につきましてお答えいたします。芦北町におきましても平成

２７年３月、熊本県教育委員会が策定しました児童生徒のための運動部活動及びス

ポーツ活動の基本方針に沿って、平成３０年度末まで移行することになります。以

上でございます。 

○議長（寺本修一君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） それでは、第１の質問から順を追っていきたいというふうに

思います。 

２つの補助金、要するに町独自の一般財源のほうからの補助金に対しての質問で

ありますので、補助金というのはいろいろですね、国・県から来るやつもあります

ので、それは別として、この単町の試みとして特化していきますけれども、この事

業については私も総務常任委員会に長く委員としておりました関係上よく見ており

ますし、そしてその地域の団体の支給された補助金の使い道等も考慮をしているつ

もりでありますけれども、やはり町としては補助金の性格上、やっぱりやらんとい

かんなと心に残る部分で、ちょっと切るということはなかなか難しい部分も町長、

あろうと思うんですよね。しかしながら、そろそろこれぐらいでもういんじゃない

かという、ハード的なものはちゃんと切られていいんですけれども、この補助金が

一番難しく、またその成果というのが分かりにくい部分も非常にあろうかと思いま

すけれども、この金が生きてまちづくりにやっぱり影響があることが一番まちづく

りの活性化の基本になろうかと思いますので、できればまだ有効な何かないのかな

と、やり方がないのかなというふうに私感じておるものですから、そうしたわけで

あります。地域づくり振興基金というのは、あらゆる部門で補助金が出されており

ますけれども、これはやっぱり合併町村として非常に特例債を活用して、これだけ

積まれたということは非常に先を見越してのことということでいいのかな、よかっ

たのかなというふうな評価を私もしておりますので、今後はやっぱりそのいわゆる

まちづくりの補助としての活用がいかに人口に対する波及効果になるとか、所得と

か活性化、地域の賑わいとか、そういうのに波及がある中長期的な補助金であらね

ばいけないと私は思うんですけれども、町長のほうからですね、そういう思いを私

持っとるものですから、そういう思いのための補助金を今後どう考えておられるの

かお聞きしたいと思います。 

○議長（寺本修一君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） このふるさとづくり基金ですね、これはもう人材育成を目的に

やっております。また、地域に元気を出してほしいということで、今日まで継続的

に取り組んでおるところでございまして、この事業の各地域団体の事業のですね、

申請にあたりましては、担当課で、さっき川尻議員が発言されましたように、本当
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にですね、切りづらいところもありますが、それははっきり説明をして切っており

ます。そして、より効果的にこれが活用できるようにということでやっております

が、なおその事業が終わった後ですね、どのような効果をもたらしたか、あるいは

将来について期待がもてるかということは、精査しておりますけれども、さらにま

たこれには努力を傾けてまいりたいなと思います。 

なお、こういう事業はすぐに成果の出ないものが多いわけでありまして、継続し

てこれをですね、次年度はグレードアップしてもらうというような基本的な姿勢で

支援を続けておるところでございますので、今後ですね、またより効果が上がるよ

うに、これには努めてまいりたいと思います。 

○議長（寺本修一君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 町として、いろいろな特産品の開発とかあるのには、やっぱ

り努力を今後していかれると思いますけれども、一つの事例ですけれども、今うち

の近所に水産物の加工場がもうそろそろできるわけですけれども、果たして地域の

方々がこれをいかに活用できるのかなという不安に思っておりましたところ、具体

的にはやっぱり研究する段階を１年ちょっと考えていると。非常にそういう柔軟な

ですね、施設の対応をしてもらっておる関係上、こういう地域づくりの新しい施策

としてですね、そういう地域が自ら商品開発するとか、そういうのにこういう補助

金を使うという、申請手続きがあるんですけれども、そういうことにおもさん使っ

て、自らでやっぱり考えてですね、やっぱり地域を元気よくするという、そういう

のが一番大事な補助金になろうと思いますけれども、課長の手腕とか町長の手腕も

いかがなものでしょうか。 

○議長（寺本修一君） 柳田企画財政課長。 

○企画財政課長（柳田豊彦君） 例えば特産品の開発という面でいいますと、地域焼酎

を造るときに、このふるさとづくり事業を活用したというような事例はありますの

で、今のような御指摘の事業につきましては、十分活用ができるというふうに考え

ております。 

○議長（寺本修一君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） ええ、もうまさにそのとおりでありまして、川尻議員の地元の

あの加工所につきましては、本当に稼げる漁業を目指していきたい、そして商品開

発をして、今ＪＡが特に六次産業化といっておりますけれども、漁業のほうも六次

産業化を目指して頑張ってまいりたいというふうに思っております。 

○議長（寺本修一君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） この要するに大元がこの総合計画の第二次の１０年間のロー

リングで前期がありますけれども、この実施計画ですよね、見てみますと、３年ロ



 －84－

ーリングでちゃんと予算もうたってあります。例えばこの国際交流事業においては、

毎年５００万円の計上でございますし、「いや、５０万ですかね」２７年から３６

年まで５００万円の計上という形。支援事業としてですね、国際事業費としては８

８８万８,０００円ですかね、３６年まで。英国派遣については、３６年までが１,

８３１万円とか、そういうずっとしてあるんですけれども、ここでやっぱりその都

度ローリングの中で見直しとかあろうと思いますで、この具体的な実施計画につい

てですね、見直すべきことは見直すことが必要になろうかというふうに思いますし、

また地域づくりの推進においても予算計上も非常に多額な金額があります。人材育

成事業には３６年までに７,６００万円とか、まちづくりの活用の助成には８,００

０万円とか、結婚支援とかにも１,１００万円、花支援については２,０００万円と

か、いろいろこういう形で大体具体的に実施計画が書いてありますけど、ここので

すね、精査が一番大事になろうかというふうに思います。各所管の委員会でもです

ね、こういうのをやっぱりちゃんと決算等ではしていかねばいかんのかなというふ

うに思っているわけで、私も所管が建設経済だものですから、総務のほうの皆さん

方には特にこういうのを精査されてもらいたいなというふうに今思っているところ

でございます。あとは成果説明書にですね、いろいろ書いてありますけれども、そ

ういうことで大胆にやっぱり切るべきは切るというようなこと、新たな前に進むに

はということが、芦北町の発展、活力のための一助になろうかというふうに思いま

すので、英断も必要ではないかというふうに考えております。 

そして、その精査の方法ですけれども、やはりいろんな段階があって、町として

の実績報告の審査においても、落ち度はないというふうに思うんですけれども、地

域に今、職員が配置されておりますよね。この方々のいろんなアドバイス等が非常

に今後重要になってきますし、特に身近な職員として大事なことというふうに思い

ますので、きちっとした交付金のあり方をやっぱり自覚していただかねばいけない

なというふうに思うんですけれども、その点の指導とか、今までの状況等、何かあ

ればちょっと聞きたいんですけれども。 

○議長（寺本修一君） 柳田企画財政課長。 

○企画財政課長（柳田豊彦君） まちづくり事業につきましては、担当職員を配置して

いるのは御存じのとおりでございますけれども、その担当職員は３年ごとにですね、

担当地区を見直すというような形で進めておりますが、毎年、まちづくり支援事業

についてはこういうものだよ、こういう形で地域に臨んでくださいということを事

前にですね、その担当者を集めてレクチャーをした上で事業を開始するということ

で行っております。 

それと、実績報告につきましてはですね、各地域からその申請に基づいて事業を



 －85－

実施したという報告が出てくるんですが、その報告の中には当然、使用したお金が

正しいかどうかという領収書等の写しが添付もされてまいります。そういう数字を

弾いてみて、その申請額に合致しておればＯＫというような形にするんですけれど

も、その性善説でありますのでですね、その例えば領収書を改ざんしてあるとか、

そのようなところまでは我々では基本的には調査をしないということでありますの

で、そのへんは御理解いただきたいというふうに思います。 

○議長（寺本修一君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 町のその補助金を使って、町の納入業者等に発注する場合も

非常に多いものですからですね、そこのところはやっぱり有効に地場業者の方を使

うとかもあるだろうし、あまり安く安くといいますと、業者の効果にもなりません

のでですね、その点も必要になるのかなというふうに思いますので、理解はしてお

りますけれども、十分職員の指導とか、そういうのも管理職としてのあり方も今後

あるのかなというふうに思いますので、よろしくお願いをしておきたいというふう

に思います。 

あと、県・国からの補助金もＪＡ通しとか漁協通しで生産者に行くわけですけれ

ども、その点もちょっとですね、あら、これは本当に波及効果があるのかなという

点もちょっとありますので、次回ですね、委員会等でも私たち建設経済のほうでも

ですね、やっぱり有効に使って、生産者に使われることのあるようにですね、審査、

調査をやっていきたいというふうに考えております。 

次に、２８年度の目玉であります、この芦北高校の支援ですけれども、１２月説

明を受けて、良いことだなと思いつつ、そして同窓会等でも頑張っておられるし、

前回、どこかＯＢの議員の方もたいへん質問されたこともあろうかというふうに思

いますけれども、私は非常に期待をしておりますが、このレベルアップとか制服、

エアコンの中で、もうちょっと具体的にお願いしたいと思いますが、これは高校生

と思います。今、課長が言われたのが、中学生が芦高に進学をやっぱり望むという

か、そういうこともやっぱり一番大事なことということであるのはもう当たり前の

ことなんですけれども、高校のこの二千百数十万の本年の事業の、具体的に内容を

ちょっと教えていただきたいと思います。 

○議長（寺本修一君） 柳田企画財政課長。 

○企画財政課長（柳田豊彦君） それでは、１３項目の中身について申し上げたいと思

いますけれども、まず芦北高校在学中及び新たに入学した生徒に対する教科書の購

入費の補助金、一つが新たに入学した生徒に対して、いわゆる制服の準備費、制服

の購入に関して、その一部の補助が一つ。それと、新たに入学した生徒に対する入

学支援金の補助金、入学金に対する補助金。それと、公共交通でありますとか、バ
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イクで通学する生徒に対する通学費に対する補助金。下宿をする子どもたちに対す

る下宿費の補助金。それと、スキルアップ事業として、今まで申し上げたのはどち

らかといいますと保護者向けの負担軽減に資するものだろうというふうに考えます。

次に、資格試験、国家資格、いろいろ実業高校としての国家資格等がありますけれ

ども、そのようなものであったり、英検などの資格試験に対する受験料の補助金。

そして、大学入試センターとの大学入試に臨む子どもたちに対する補助金。海外研

修に参加する子どもたちに対する旅費の一部補助金。そして、公務員等を目指す子

どもたちに対する、いわゆるレベルアップの講座とか、そのような部分に対する、

開催に対する補助金など、このあたりが生徒のスキルアップといいますか、そのよ

うな形になってくるのだろうというふうに思います。それと、修学旅行に参加する

生徒に対する修学旅行の一部補助金。そして、国公立大学に入学される方に対して

は、特別にその補助をするというような、そのような形で事業を組み立てていると

ころであります。ただし、これは先ほど申し上げましたとおりですね、１年目の経

過を見ながら、２年目はそれどおりにいくということではなくて、見直すべきとこ

ろは見直すというような姿勢で臨んでいきたいというふうに思います。以上です。 

○議長（寺本修一君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） 多岐にわたってのですね、支援の計画であって、やはり冒頭

申し上げましたように、これは中長期的にやらないと、やっぱり効果は出てこない

ものというふうに、根付かせるということでですね、大事だというふうに思います

ので、そこには予算が必要でありますので、説明を受けたのはやっぱり１,０００

万円が今回２,０００万円になりましたが、有効な財源といいますか、メガソーラ

ーの財源等も大分入って、１億円を超えるようでございますので、そういう事業、

またふるさと納税等のお金を充てるというようなこともありますのでですね、そう

いう財源の見込みがあるからこそできるわけですので、有効であろうと思います。 

また、ちなみに多良木高校がいろいろ２、３年前からあって、存続という形であ

りますけれども、住民、町の努力の成果というようなことも書いてありましたので、

非常に町が先人を切ってですね、こうして支援するのは一つの県教育委員会に対し

てのアピールかなというふうに思いますが、やはり全協でも私、特色のある学校と

いうことを、やっぱりアピールして、県教育委員会に言わにゃいかんとじゃなかろ

うかというふうなことがありますが、町長のそれに対しての思い入れ等はいかがで

すか。 

○議長（寺本修一君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） 芦北高校は非常に特色のある高校でありまして、まず福祉であ

ります、この科を持っておるということ。それと、国家的な課題である農業・林業
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ですね、これを専門に学べる高校として非常に私は大事な高校であると思っており

ますので、ここはもう町を上げて、そしてまた卒業されたＯＢの方々、保護者の

方々もですね、一体となってしっかり存続できるように闘ってまいりたいというふ

うに思っております。議会の皆さん方、特に川尻議員、理解ある発言を今日いただ

きまして、大変心強く思ったところでございましてですね、議員の皆さん方のさら

なる御理解と御協力をお願いする次第であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（寺本修一君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） １４日の新聞にですね、こういう西日本新聞には見出しが

「制服再利用の笑顔の輪」ということでですね、負担軽減の助けということで、民

間のリサイクルが出てきているそうです、福岡ですけれども。これはやっぱりあま

り服を買いなさいとやるのもいいんですけれども、保護者のＯＢの方とか、保護者

会のあたりでですね、こういう助言もしてやられてですね、昔はやっぱり私も先輩

から制服をもらって着て、新調は一つだけで、あとはもらったもので済ませており

ましたけれども、これがやっぱりビジネス的な感覚でなっているということにもな

りますので、こういうのをやっぱり伝えてですね、なるだけこういうのは物的援助

という形ではですね、保護者の方にもこういうのはアドバイスをされたほうがいい

かなというふうに感じております。 

町長に１点、これは通告はないんですけれども、芦高に特化して、これは存続の

ためにやるんですけれども、３分の２以上は芦高以外に行かれるわけですので、そ

の点もですね、町長、今後考えるべきではないかなと、これに付随した通学の援助

とかですね、その点はちょっと通告にないんですけれども、いかがですか。 

○議長（寺本修一君） 竹﨑町長。 

○町長（竹﨑一成君） この新事業は、芦北高校の存続・維持、そしてまた発展を目的

としておりますので、ただいまの御提言はですね、御意見として承っておきたいと

思います。 

○議長（寺本修一君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） またの折にですね、政策提言として別の日にしたいというふ

うに思います。 

私たちですね、ロータリークラブでですね、昨年から取り組んでいるのが、面接

試験のレクチャーをやったんですよ。今回卒業した全員にですね、１０人ずつ４班

ですかね、その模擬の面接官として。地元に残りたいという人は結構多いんですよ、

ある程度。私たちもやっぱり自分の企業経営者としてＰＲしない点がやっぱり多い

かなというふうな感じも、どうせ出て行くんだからとか、そういうのもあるのかな

と思って痛感した思いでありますし、これは非常に進路指導の方も助かったという
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ようなことで、今後も続けるんですけれども、私、熊本の２,７２０地区の職業奉

仕の副委員長をしておりますものですから、そういう今度取組をするんです。職業

をですね、地場に根付いた企業であるという、そういう高校生向け、大学生向けを

やるんですけれども、非常に大事かなと。やっぱり地場の企業が強くならんといか

んなという思いでですね。ちなみに、そういう関係で進路の概況も見たんですけれ

ども、なかなか大学の進学とかは難しい状況でありますし、是非地場企業に就職さ

れるような形も必要になるのかなというふうに思っております。 

それでは、次に第３点の小学校の中ですけれども、具体的にですね、どういう部

活動があるのか調べておられると思いますので、その点をちょっと聞きたかったも

のですから、お願いします。 

○議長（寺本修一君） 大塚教育課長。 

○教育課長（大塚雄二君） それでは、お答えいたします。 

先ほど教育長の答弁にもございましたが、田浦小学校を除きます残り５校で学校

運動部活動を実施中でございます。まず、佐敷小学校でございますが、５種目の運

動部活動に１２５人が参加しております。続きまして、大野小学校でございますが、

２種目に２１人、吉尾小学校が１種目に８人、湯浦小学校が４種目に５２人、 後

に内野小学校でございますが、１種目に３３人が参加というような状況でございま

す。 

○議長（寺本修一君） 大塚教育課長、種目内容を。 

○教育課長（大塚雄二君） はい。大変失礼いたしました。 

佐敷小学校から申し上げますと、陸上競技、バスケットボール、サッカー、バド

ミントン、軟式野球でございます。大野小学校が、バドミントン、軟式野球、以上

２種目でございます。吉尾小学校が、総合運動部、これは季節に応じましていろい

ろな種目を取り入れるというような、例を申し上げますと、陸上競技でありますと

か、水泳でございますとか、特異なところでは一輪車を部活動でやったりというよ

うなところでございます。それから、湯浦小学校でございます。バスケット、バド

ミントン、軟式野球、以上の４種目でございます。内野小学校が、吉尾小学校同様、

総合運動部というようなものであります。以上でございます。 

○議長（寺本修一君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） そのような種目を見てみますと、要するに少子化では団体競

技が部活動はもうできないというのが大体把握できますけれども、個人プレイの中

ではですね、先生もできるんですけれども、何名かでですね。やっぱりサッカーと

か、今ブームでありますけれども、なかなかできない、野球もですけれどもですね。

チーム編成ができないという形でありますけれども、今後のですね、総合型スポー



 －89－

ツというのに移行する場合、保護者の不安とか、そういうことも懸念されますけれ

ども、教育委員会としてですね、今後進めていくのにですね、県の意向もあります

けれども、具体的にどういうスケジュールで、学校、保護者との協議を重ねて、総

合型とかになっていくのか、その点をちょっと、今からだと思うんですけれども。 

○議長（寺本修一君） 大塚教育課長。 

○教育課長（大塚雄二君） お答えいたします。 

平成２８年度におきまして、先ほど申し上げました延べ１３の運動種目ございま

すけれども、それぞれ保護者、それから学校関係者、教育委員会で実情把握、それ

から移行に向けました課題を把握いたしまして、今後の協議に結びつけていきたい

というふうに考えております。 

○議長（寺本修一君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） やはり義務教育課程の中のことでありますのでですね、いろ

いろありますけれども、社会体育の中でトレジャークラブがありますよね。トレジ

ャークラブに小学校の児童の種目とか把握できたのはありますか。 

○議長（寺本修一君） 大塚教育課長。 

○教育課長（大塚雄二君） お答えいたします。 

今、トレジャークラブで現在活動中のものが、水泳、それから相撲、陸上競技、

剣道、新体操のこの５種目でございますが、それと申し上げましたとおり、運動部

活動では延べの１３種目ございますので、全てをこのトレジャークラブで対応でき

るというような現状には、現在のところございません。 

○議長（寺本修一君） 川尻君。 

○１２番（川尻成美君） そうであれば、今後課題となるのが、やっぱりトレジャーク

ラブの充実、指導員の充実というふうになろうと思います。民間ではやっぱり月の

払いが非常に負担が大きくなりますので、健全育成の面でもトレジャークラブの活

用というのは、非常に今後の大きな課題になろうかと思いますので、その点に指導

者の育成、種目の拡大等も考えるべきじゃないかというふうに思いますので、それ

をきちっとしてですね、今後、指導員の方もおられますので、していかなければい

けないなと思いますが、教育長、いかがですか。 

○議長（寺本修一君） 竹浦教育長。 

○教育長（竹浦裕道君） お答えいたします。 

今、川尻議員御提言のとおり、今後、社会体育クラブ、またＪＫトレジャークラ

ブ、しっかり指導員等のですね、充実を図るということを基本に据えながら、取り

組みをしていきたいと考えております。 

○議長（寺本修一君） 川尻君。 
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○１２番（川尻成美君） 総合計画には、具体的には書いてありませんけれども、やっ

ぱりこの実施計画の中でですね、そういう今度、一年一年の見直しの中にこれを具

体的にですね、予算化していく必要があろうと思いますが、 後にいかがですかね。

実施計画の中で、今後。 

○議長（寺本修一君） 大塚教育課長。 

○教育課長（大塚雄二君） この小学校の社会体育移行につきましては、課題等も種々

言われております。これに対応するためには、やはり支援策としましての予算化等

も必要になってくるだろうというふうに考えております。今後このようなところで、

今、御質問の中にございましたように、計画的な取組を行っていきたいというふう

に考えております。 

○１２番（川尻成美君） 以上で終わります。 

○議長（寺本修一君） 川尻君の質問が終わりました。 

ここで暫時休憩します。１時１０分から再開します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時０７分 

再開 午後１時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（寺本修一君） 全員お揃いですので、休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、荒川君。 

○１番（荒川知章君） 議長の許可を得ましたので、私は通告しております３点につい

て質問いたします。 

１つ目は町立図書館及び蔵書の見直しについて、２つ目はクルーズ船来航に伴う

観光ルートの開発について、３つ目は町内へＩターン・Ｕターンする人に対しての

家の新築・増改築に係る費用の補助や就労支援についてであります。 

まず、町立図書館及び蔵書の見直しについて質問いたします。本町の図書館は、

現在、社会教育センターの中に設置してありますが、町民の皆さんから、施設内が

暗い、読みたい本が少ないなどの意見が聞かれます。図書館は、その町の文化のバ

ロメーターといわれています。全国大学生活協同組合連合会の調査によりますと、

大学生の４５％が読書時間ゼロと回答したという衝撃的なニュースが先日ありまし

たが、どの世代にとっても読書は人生を豊かにするためにかなり重要な役割を果た

していると思われます。芦北町に住まれている方々が、より良い人生を歩まれる手

助けとして、町としても町立図書館の充実は必要不可欠になると思われます。施設

内の快適な環境整備のため、図書館全体の見直しや、住民の皆さんが読みたいと思

える蔵書の見直し、より便利に使えるサービスの見直しをする考えがないかお尋ね
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いたします。 

次に、クルーズ船来航に伴う観光ルートの開発について質問いたします。近年、

八代港に外国からのクルーズ船が来航しており、今年は１１隻、来年もさらに多く

のクルーズ船が来航予定になっています。この外国からの観光客を芦北町に呼び込

み、芦北町の良さを知っていただくことは、芦北町の経済を活性化させる意味でも

必要なことだと思われます。 

そこで、まず１点目は、昨年３月の一般質問において、私の同様の質問に対し、

町長及び商工観光課長から、県や関係機関と連携を図りながら検討していくとの答

弁をいただきましたが、その結果状況はどうなっているのかお尋ねいたします。 

２点目は、芦北町単独ではなく、津奈木町、水俣市、人吉・球磨を含んだ県南地

域と連携して、それぞれの主たる観光スポットをめぐるツアーとして、観光ルート

の開発を行う考えはないかお尋ねいたします。 

後に、町内へＩターン・Ｕターンする人に対しての家の新築・増改築に係る費

用の補助や就労支援について質問いたします。芦北町に限らず、人口減少は全国的

に大変深刻な問題でありますが、この問題を少しでも緩和する対策として、町内へ

のＩターン・Ｕターン者を増やすために、芦北町出身者でなくても芦北町への定住

希望者に対し、また芦北町出身者で芦北町に戻って定住したいという人に対して、

家の新築・増改築に係る費用の一部を補助したり、就労支援をする考えはないかお

尋ねいたします。 

以上、壇上での質問は終わります。 

○議長（寺本修一君） 荒川君の１回目の質問が終わりました。答弁を求めます。竹﨑

町長。 

○町長（竹﨑一成君） 荒川議員の質問にお答えいたします。 

まず、主題の２でありますけれども、クルーズ船に関するお尋ねでございます。

現在、熊本県や県南市町村と連携した検討を行っております。その内容につきまし

ては、担当課長より答弁させます。 

続きまして、主題の３、町内へのＩターン・Ｕターン等々に関するお尋ねでござ

います。この件につきましては、人口減少の問題は本町にとどまらず、喫緊で重要

な課題と認識をしております。魅力あるまちづくりや総合戦略を着実に進める必要

があると考えております。現在の取組状況も踏まえまして、具体的に担当課長より

答弁させます。 

○議長（寺本修一君） 澁谷教育委員長。 

○教育委員長（澁谷百錬君） 事務的な内容でありますので、教育長より答弁をいたし

ます。 
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○議長（寺本修一君） 竹浦教育長。 

○教育長（竹浦裕道君） お答えいたします。 

図書館のサービス向上のため、平成２３年４月から芦北町立図書館と田浦図書室

を電算化して、貸し出し予約、蔵書検索が容易にでき、貸し出し時の手続き簡素化

を図っております。また、自宅からインターネットを通じて、蔵書検索や貸し出し

状況の把握もできるようになりました。なお、利用者の利便性を考慮して、土曜

日・日曜日も開館しております。 

施設内が暗いとの御質問でございますが、図書館の明るさ５００ルクスの基準は

十分に満たしており、問題はないと考えております。 

書籍の選定では、電算化による書籍の分類別貸し出し実績で、貸し出しの多かっ

た文学、絵本、技術工学などのジャンルを多く選定しております。さらに蔵書の充

実を図るため、書籍購入の選定に当たっては、選定委員会の設置も視野に入れて、

より多くの皆さまが利用しやすい施設にしてまいります。今後はアンケート箱の設

置を行い、利用者の皆さま方の御意見等も参考にしていきたいと考えております。 

図書館全体の見直しにつきましては、平成２７年度から総務、福祉、建設、住民

生活、企画財政課の課長補佐及び生涯学習課、社会教育センターによるプロジェク

トチームを立ち上げ、図書館を含めた芦北町社会教育センターの今後の方向性につ

いて検討を行っており、引き続き検討してまいります。以上でございます。 

○議長（寺本修一君） 園川商工観光課長。 

○商工観光課長（園川民夫君） それでは、質問の２であります。クルーズ船関連でご

ざいます。（１）につきましてお答えいたします。海外からのクルーズ船対応につ

きましては、県南地域の１５市町村と県南の３地域振興局などで構成する熊本県南

広域観光連携推進会議の中で、今年度７回にわたり協議を重ねてまいりました。今

回の３月定例会におきましても、議決されました県南広域観光連携負担金事業によ

りまして、海外クルーズ船に対応するための取組を平成２８年度より具体的に行っ

ていく予定となっています。 

続きまして、（２）につきましてお答えいたします。平成２８年度におきまして、

県南地域の１５市町村と県南の３地域振興局が連携して行います県南広域観光連携

推進事業の中で各地の地域資源を活かした広域的な観光ルートの開発に取り組む予

定としております。私からは以上です。 

○議長（寺本修一君） 柳田企画財政課長。 

○企画財政課長（柳田豊彦君） それでは、私のほうから御説明を申し上げます。 

人口減少対策は喫緊の課題と認識し、総合戦略の中に移住・定住の促進を基本的

方向として記述をしております。お尋ねの町へのＩターン・Ｕターンすることに対
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しての支援に関する御質問でございますけれども、Ｉターン・Ｕターン者のみを対

象とした制度設計は行っておりませんけれども、新築や増改築支援には木造住宅建

設支援事業でありますとか、浄化槽の設置補助金などが活用できるというふうに思

っているところです。 

就労支援につきましては、例えば就農、農業に就くことを目的とされる方であれ

ば、農業委員会におきます農地の斡旋や、農林水産課が行います青年就農給付金制

度等を活用できるというふうに思っております。 

そのほか移住などに関する情報発信として、ポータルサイトの運営を本年４月か

ら始め、就労を含めた積極的な町の情報発信に努めていく考えでおります。また、

移住希望者が相談しやすい環境をつくるために、移住サポーター制度の構築を検討

することとしております。以上でございます。 

○議長（寺本修一君） 荒川君。 

○１番（荒川知章君） １点目の町立図書館及び蔵書の見直しにつきまして、教育長よ

り引き続き検討していくとの答弁でございました。今現在の図書館の立地場所の見

直しも含め、住民が図書館に行って本を読みたい、本を借りに行きたいと思えるよ

うな、明るく快適な環境づくり、空間づくりも非常に大切だと思います。また、喫

茶店や本屋などを併設して、図書館自体を民間委託するといった選択肢も考え、ど

うしたら住民が理想とするサービスを提供できるかも併せて考えていかなければな

らないと思います。 

図書館の民間委託と聞いて真っ先に思い出すのが、佐賀県の武雄市の図書館だと

思われますが、武雄市はレンタルソフト店ツタヤを展開するカルチャーコンビニエ

ンスクラブによって、市図書館の運営をスタートさせ、他県からも多くの来館者が

訪れました。しかし、現在では誰にも利用されていないウィンドウズ９８などの解

説書等も入荷していたことで問題になりましたが、そういった町外の図書館の成功

例、失敗例を参考にしながら、より良い町立図書館の見直しが必要だと思います。

そして、町外からも人が集まるような魅力的な図書館の見直しが必要とされていま

す。現在でもインターネット上からの簡易的な検索はできるみたいですが、芦北町

図書館のホームページを立ち上げ、そこに新しく入荷した本の状況や、入荷してほ

しい本のリクエストができるようにするなど、住民が欲している蔵書の充実が図れ

ると思います。 

また、町内全域への光通信網の整備により、忙しくて図書館の開館時間に本を借

りに行く時間がない人に対して、電子書籍の貸し出し、また図書館へ行きたいが交

通手段がない人のために移動図書館のサービスを行うことで、今まで図書館のサー

ビスを利用していなかった人も利用するようになり、住民が理想とする住みよいま
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ちづくりにもつながると思います。こういったことも踏まえて、もう一度御見解を

お願いいたします。 

○議長（寺本修一君） 江上生涯学習課長。 

○生涯学習課長（江上 繁君） お答えいたします。 

国会において上程されています過疎計画の中にもですね、図書館整備、社会教育

センターの項目がありますけれども、それを踏まえて教育長の答弁のようにですね、

プロジェクトチームによる図書館全体の見直しにつきましては、引き続き協議して

まいりたいと思っております。 

また、荒川議員が申されましたように、今話題の武雄市の図書館におきましては

ですね、良い面もありますし、悪い面ということはありませんけれども、評価が非

常に分かれております。そこで、芦北町に合った新しい図書館というのはどういう

ものかというのが非常に重要で、検討課題であるというふうに思っております。図

書館というのは、高齢者から子ども、男子・女子も含めまして、生涯学習等の重要

な拠点の施設でありますし、十分な検討をする必要性があるかなと思っております。

より良い図書館の見直しというのは、荒川議員様と同じような考えであります。 

また、すぐすぐではありませんけど、将来的な意味での電子図書の貸し出しとい

うのは検討があるかも知れませんけれども、今現在の図書館のですね、運営の改善

につきましては、季節ごとのおすすめも設けたいとしましてですね、明るい雰囲気

をつくりながら、少しでも館内のレイアウトを改善をしていきたいということで、

少しずつ改善をいたしております。 

また、年間１５０万円ほど図書購入費がありますけれども、それによりまして毎

年１,０００冊の蔵書と新着の図書を購入しておりますので、そのほうの情報提供

がちょっと不足しているのではないかなというふうに思っておりますので、多くの

方に来ていただきますように、なお一層の情報提供、ＰＲを重ねていきたいという

ふうに思っております。以上でございます。 

○議長（寺本修一君） 荒川君。 

○１番（荒川知章君） 是非前向きに検討していただければと思います。 

次に、八代港へのクルーズ船の来航に伴う観光ルートの開発の件についてですが、

経過説明を課長から、現在検討していると答弁をいただきました。今後も是非検討

を重ねていっていただき、芦北町の魅力をさらに高め、町内・町外問わず、多くの

人に広めていっていただきたいと思います。 

２点目の津奈木町、水俣市、人吉・球磨地域の市町村と連携しての観光ルートの

開発に関する質問に対して、課長から、現在検討しているとの答弁をいただきまし

た。昨年の３月の一般質問において、本町の魅力等については説明をいたしました
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が、そのほか津奈木町にはロープウェイを利用して、山頂近くにある露天風呂があ

り、近年もリニューアルしたばかりの四季彩温泉があります。水俣にも湯の児温泉

や湯の鶴温泉といった、海や山に囲まれた有名な温泉があります。人吉・球磨地域

におきましても、たくさんの温泉処があります。温泉だけ見ても、それぞれいろん

な特徴があり、多くの人々に利用されています。クルーズ船の来航元の一つである

中国には、温泉に入るという習慣はあまりなく、こういった各地の温泉をめぐるツ

アーを開発することも可能だと思います。また、球磨地域には、球磨川下りやバン

ジージャンプを体験するといった施設もあり、芦北町の海浜公園にありますローラ

ーリュージュやゾーブといった体を使った体験型の観光ルートを開発しても面白い

と思いますし、もちろん温泉ツアーや体験型ツアーをミックスした観光ルートを開

発しても面白いと思います。ゾーブやバンジージャンプは、ニュージーランド生ま

れということもあり、ニュージーランドの遊び体験ツアーをつくってもいいと思い

ます。中国の観光客が日本に来る目的は、以前は買物だといわれていましたが、

近は観光を楽しみに来る人が増えていると聞きます。また、こういった近隣の地域

と連携した魅力的な観光ルートの開発は、外国からの観光客のみならず、鹿児島や

福岡など、他県からの観光客を増やすことも大きく貢献できると思います。 

先日、津奈木インターが開通し、芦北の国道３号を通る車の数が減っていますが、

インターができることにより、近隣の地域から芦北町へも遊びに来やすくなったと

いうことでもあります。芦北町に行ってみようと思ってもらえる魅力ある町をつく

り上げなければいけません。人吉には海がありませんが、芦北にはあります。それ

ぞれの地域の優れた点を引き出し、芦北町単独ではなく、近隣地域と連携しながら

交流人口を増やすことも必要だと思います。こういったことも踏まえて、課長、も

う一度御見解をお願いいたします。 

○議長（寺本修一君） 園川商工観光課長。 

○商工観光課長（園川民夫君） お答えをいたします。 

先ほどの答弁内容を踏まえまして、今後におきましては、他の県南自治体と相互

に連携しながら、観光の推進に取り組むための情報共有及び本町を含めました県南

の広域的な観光振興の取組を検討及び協議してまいりたいというふうに思っており

ます。以上です。 

○議長（寺本修一君） 荒川君。 

○１番（荒川知章君） 是非今後、近隣の地域と連携した観光ルートの開発を進めてい

ただければと思います。 

次に、３点目の芦北町へのＩターン・Ｕターン希望者に対する家の新築・増改築

に係る費用の補助や就労支援についてでありますが、課長からリフォームについて
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は現在考えていないとの答弁をいただきました。地方に定住したいと考えているＩ

ターン希望者は、こういった新築・増改築に対する町からの一部補助があるかない

かで、Ｉターンする場所を選ぶ人はいると思われます。 

また、国では現在、空き家対策の推進に関する特別措置法が施行され、各自治体

において空き家対策が検討されて、本町でも既に取りかかっておられます。そのよ

うなことも踏まえ、空き家情報を町外に発信する際に、その空き家に対する増築・

改築の一部補助を併せて発信することにより、芦北町が魅力的な定住先になると考

えられます。 

また、芦北町全域への光通信網の整備により、いろんな業種の方々が芦北町に定

住しても仕事ができる環境が整ってくると思われます。併せて、農業や漁業などの

就労支援もすることで、芦北町をＩターン先に希望する人も増えてくると思います。

Ｉターン希望者に対しましても、新築・増改築の費用を一部補助することで、地元

に戻ろうという選択肢の後押しにもなりますし、御両親も子どもに地元へ帰ってく

るように話しやすいと思います。 

また、本町に暮らしている人に対しての就労支援はもちろんのこと、地元に戻っ

てきたくても働く場所がないと思っている地元出身者に対して、就労支援をするこ

とで芦北町にＵターンする強力な手助けになると思われます。また、例えばＩター

ン・Ｕターン者に対する住民税を５年間非課税にするなどの大胆な税制優遇も検討

していく必要があるかと思われますので、御検討いただければと思います。 

そして、本町で取り組んでいる八代市との定住自立圏形成に関しましても、地元

出身者にアピールをすることでＵターンを希望する人も増えてくると思われます。

こういったことを踏まえて、課長、もう一度御見解をお願いいたします。 

○議長（寺本修一君） 柳田企画財政課長。 

○企画財政課長（柳田豊彦君） 先ほど、当初の質問の要旨が移住者に対する住宅リフ

ォームの支援というようなことでございましたので、先ほどのようなお答えをいた

しましたが、芦北町に移住者を今後増やしていくという総合的な観点からいえば、

芦北町に定住を促す何らかの仕掛けでありますとか、その移住希望者に対するイン

センティブを設けていくというようなことは、当然前向きに検討していくことにな

るだろうというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（寺本修一君） 荒川君。 

○１番（荒川知章君） 是非就労支援を含め御検討いただければと思います。 

後に、人口が少なくなり、津奈木インターの開通により国道３号を通る車の数

も減っています。いかに交流人口を増やしていくかが大切になってくるかと思いま

す。地域や住民の皆さんが企画・立案して、それに町が手助けをする仕組みづくり
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が今もなされていますが、これからもますます重要になってくるのではないかと思

います。私は、今回質問しました件に関しましては、今後も高い関心をもって活動

してまいりたいと思います。以上で終わります。 

○議長（寺本修一君） 荒川君の質問が終わりました。 

以上で一般質問を終わります。 

御苦労でした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後１時３２分 
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平成２８年第１回芦北町議会定例会議事日程（第３号） 

 

平成２８年３月１８日 

午前１０時 開  議 

於   議    場 

１ 議事日程 

（一括議題＝第１から第１３まで） 

   第 １ 議案第 ８号 平成２８年度芦北町一般会計予算 

   第 ２ 議案第 ９号 平成２８年度芦北町国民健康保険事業特別会計予算 

   第 ３ 議案第１０号 平成２８年度芦北町介護保険事業特別会計予算 

   第 ４ 議案第１１号 平成２８年度芦北町農業集落排水事業特別会計予算 

   第 ５ 議案第１２号 平成２８年度芦北町生活排水処理事業特別会計予算 

   第 ６ 議案第１３号 平成２８年度芦北町有温泉事業特別会計予算 

   第 ７ 議案第１４号 平成２８年度芦北町奨学資金貸付事業特別会計予算 

   第 ８ 議案第１５号 平成２８年度芦北町後期高齢者医療事業特別会計予算 

   第 ９ 議案第１６号 平成２８年度芦北町水道事業会計予算 

   第１０ 議案第１７号 芦北町水産物加工施設条例の制定について 

   第１１ 議案第１８号 芦北町いじめ防止等に関する条例の制定について 

   第１２ 議案第４２号 芦北町過疎地域自立促進計画を定めることについて 

   第１３ 議案第４３号 定住自立圏形成協定の締結について 

   第１４ 議員派遣の件 

（一括議題＝第１５から第１８まで） 

   第１５ 総務常任委員会の閉会中の継続調査の申出 

   第１６ 建設経済常任委員会の閉会中の継続調査の申出 

   第１７ 文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の申出 

   第１８ 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出 

    （閉 会） 

 

２ 出席議員（１６人） 

１番 荒 川 知 章 君 ２番 坂 本   登 君 

３番 宮 内 道 則 君 ４番 寺 本 順 一 君 

５番 古 村 逸 男 君 ６番 白 坂 康 浩 君 

７番 草 野 安 道 君 ８番 前 田 徹 一 君 

９番 元 山 秀 志 君 10番 宮 尾 秀 行 君 
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11番 平 松 洋 一 君 12番 川 尻 成 美 君 

13番 藤 井 公 明 君 14番 岡 部 惠美子 君 

15番 水 口 宣 之 君 16番 寺 本 修 一 君 

 

３ 欠席議員（０人） 

 

４ 説明のため出席した者の職氏名（１８人） 

町    長  竹 﨑 一 成 君   副 町 長  藤 崎 正 司 君 

教 育委員長  澁 谷 百 錬 君   教 育 長  竹 浦 裕 道 君 

総 務 課 長  山 元 信 作 君   企画財政課長  柳 田 豊 彦 君 

税 務 課 長  楠 原 清 照 君   住民生活課長  一 丸 喜八郎 君 

福 祉 課 長  宮 下 祐 一 君   農林水産課長  藤 井 哲 郎 君 

商工観光課長  園 川 民 夫 君   建 設 課 長  下 田   研 君 

                    会計管理者兼 
  上下水道課長  坂 道 征 一 君           井手口 浩 二 君 
                      会 計 室 長       

  田浦基幹支所長  溝 下 博 行 君   教 育 課 長  大 塚 雄 二 君 

                      農 業委員会 
  生涯学習課長  江 上   繁 君           告 畑 一 彦 君 
                      事 務 局 長 

 

５ 職務のため出席した事務局職員の職氏名（２人） 

議会事務局長  岩 間 睦 生 君   次長(課長補佐)  福 田 貴 司 君 
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議員派遣の件 

 

次のとおり議員を派遣する。 

 

第４１回町村議会議長・副議長研修会 

期  日 平成２８年５月３０日（月）～６月１日（水） 

場  所 中野サンプラザホール（東京） 

目  的 分権時代に対応する議会の活性化に資するため 

派遣議員 副議長 

 

 

平成２８年３月１８日 

芦北町議会議長 寺 本 修 一 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（寺本修一君） おはようございます。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の日程は、お手元に配付しております議事日程のとおりであります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第 １ 議案第 ８号 平成２８年度芦北町一般会計予算 

 第 ２ 議案第 ９号 平成２８年度芦北町国民健康保険事業特別会計予算 

 第 ３ 議案第１０号 平成２８年度芦北町介護保険事業特別会計予算 

 第 ４ 議案第１１号 平成２８年度芦北町農業集落排水事業特別会計予算 

 第 ５ 議案第１２号 平成２８年度芦北町生活排水処理事業特別会計予算 

 第 ６ 議案第１３号 平成２８年度芦北町有温泉事業特別会計予算 

 第 ７ 議案第１４号 平成２８年度芦北町奨学資金貸付事業特別会計予算 

 第 ８ 議案第１５号 平成２８年度芦北町後期高齢者医療事業特別会計予算 

 第 ９ 議案第１６号 平成２８年度芦北町水道事業会計予算 

 第１０ 議案第１７号 芦北町水産物加工施設条例の制定について 

 第１１ 議案第１８号 芦北町いじめ防止等に関する条例の制定について 

 第１２ 議案第４２号 芦北町過疎地域自立促進計画を定めることについて 

 第１３ 議案第４３号 定住自立圏形成協定の締結について 

○議長（寺本修一君） 日程第１、議案第８号「平成２８年度芦北町一般会計予算」か

ら、日程第１３、議案第４３号「定住自立圏形成協定の締結について」までを一括

議題とします。 

それでは、定例会初日に各常任委員会に付託しておりましたので、委員長に報告

を求めます。 

質疑は、３人の委員長報告が終了した後、一括して行います。 

はじめに、草野総務常任委員長。 

○総務常任委員長（草野安道君） おはようございます。 

総務常任委員長報告を申し上げます。 

３月４日の本会議において、総務常任委員会に付託されました議案３件につい

て、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

はじめに、議案第８号、平成２８年度芦北町一般会計予算について申し上げま

す。 

平成２８年度の一般会計予算総額は、前年度比２億４,６００万円減の９５億９,

０００万円が計上されております。 
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まず、企画財政課では、１,４０８万２,０００円減の１３億２,９３７万４,００

０円が計上されております。地方創生関連事業として、光情報通信基盤整備事業、

芦北高校総合支援事業、ふるさと応援寄附金事業が新たに取り組まれます。 

主な質疑として、ふるさと寄附の返戻品の額を、寄附額の４０％としているが、

県下の状況はどうかとの質疑に対し、平均的な割合であるとの答弁がありました。 

また、返戻品が８０アイテムを超えているということだが、御立岬のログハウス

やうたせ船などを活用するような考えはないかとの質疑に対し、誘客につながるよ

うな返戻も検討していきたいとの答弁がありました。 

ふるさと寄附の取組には大いに期待しているので、先進地を視察するなどして制

度の充実を図ってほしいとの意見もありました。 

なお、芦北高校の支援策はどのようなものかとの質疑に、教科書購入費、被服

費、通学支援等１３項目への補助金２,１６４万９,０００円を計上し、今年度はエ

アコン設置補助も行うとの答弁がありました。また、芦北高校以外の高校生への支

援も考えてほしいとの要望がありました。 

総務課では、前年度比３,０９２万４,０００円減の１０億８,５７２万円が計上

されております。主な減額の理由は、合併１０周年事業の終了と、庁舎維持管理

費、電子計算費の減などによるものです。 

主な事業として、消防体制の充実や自主防災組織支援及び防犯カメラ・防犯灯整

備の継続が行われます。また、広報活動として、都市圏の映画館で町のＰＲ動画の

放映も行われます。 

主な質疑として、防犯カメラの設置場所と設置数はとの質疑に対し、新たに社会

教育センター、佐敷駅等の４箇所４基が設置され、合計で１５箇所２０基になると

の答弁があり、設置による効果や実績も現れているとのことでした。 

また、いじめ問題調査委員会が総務課に設置されるのはどうしてかとの質疑に対

し、問題解決に当たり、必要な場合は教育委員会のみならず、町としてもしっかり

調査し、解決するためとの答弁がありました。 

議会事務局では、前年度比１,１０６万３,０００円減の１億２,２７０万３,００

０円が計上されています。主な減額の理由は、議員共済会給付費負担金の減による

ものです。 

田浦基幹支所では、前年度比９０３万１,０００円増の２,１５３万４,０００円

が計上されています。主な増額の理由は、庁舎屋上の防水改修工事、施設警備委託

の契約切替えなどによるものです。 

主な質疑として、防水工事の予算が高いが、どのような工事かとの質疑に対し、

庁舎３階の雨漏りのため、屋上部分５４０㎡の防水工事を行うとのことでした。 
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また、本庁に行かないとできない手続き等は何か、どのくらいの事務を扱ってい

るのかとの質疑に対し、ほとんどの事務手続きは基幹支所でもできるが、詳細なこ

とは担当課と連携を取りながら行っている。今年１月末までの事務処理件数は、全

体で１万５,５００件であるとの答弁でした。 

税務課では、前年度比２,３１２万６,０００円減の３,４４７万７,０００円が計

上されています。主な減額の理由は、土地家屋悉皆調査の終了によるものです。主

な事業は、田浦地区登記地図データ取込等業務委託などです。 

主な質疑として、固定資産評価委員は何人で、どのくらいの活動かとの質疑があ

り、３人の評価委員で、通常年１回程度会議を開いているとの答弁がありました。 

また、土地の売買価格が下がってきているが、実態を踏まえて課税に反映されて

いるのかとの質疑があり、取引事例評価法を採用し、適正に課税しているとの答弁

がありました。 

徴収において、現年分、過年分どちらを優先するのかとの質疑に対し、現年分を

優先し、厳格な徴収を推進する一方、生活再建にも配慮した徴収を行うよう努めて

いるとの答弁でした。 

以上、当委員会に付託されました議案第８号、平成２８年度芦北町一般会計予算

につきましては、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

次に、議案第４２号、芦北町過疎地域自立促進計画を定めることについて申し上

げます。 

この計画は、芦北町が実施する各種事業に過疎債を活用するために平成２８年度

から３２年度までを期限として定めるもので、第二次芦北町総合計画に基づき、人

口減少対策と成長力の確保に資する施策を、総合的かつ体系的に展開する内容であ

るとの説明がありました。 

説明後は、質疑・答弁もなく、議案第４２号につきましては、全会一致で原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

なお、過疎債の効果的活用をお願いしたいとの要望がありました。 

次に、議案第４３号、定住自立圏形成協定の締結について申し上げます。 

この協定は、定住自立圏構想推進要綱に基づき、八代市と締結するもので、生活

機能の強化に係る政策分野等３分野にわたり、１５項目を記載してあります。協定

の締結にあたり、議会の議決が必要であるとの説明がありました。 

説明後は、質疑・討論もなく、議案第４３号については、全会一致で原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

以上で、当委員会に付託されました議案の審査経過と結果の報告を終わります。 

○議長（寺本修一君） 総務常任委員長の報告が終わりましたが、今の報告の３ペー
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ジ、議案第４２号、芦北町過疎地域自立促進「企画」となっておりますが、「計

画」に改め、訂正をお願いいたします。 

次に、元山建設経済常任委員長。 

○建設経済常任委員長（元山秀志君） 皆さん、おはようございます。 

ただいまから建設経済常任委員長報告を申し上げます。 

３月４日の本会議において、建設経済常任委員会に付託されました予算５議案、

条例１議案について、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

はじめに、議案第８号、平成２８年度芦北町一般会計予算について申し上げま

す。 

まず、建設課では、主要事業の町道射場芦北線改良事業をはじめ、町道の改良及

び維持補修事業、県道関係改良工事等に係る負担金、防波堤の排水管へのフラップ

ゲート設置などの事業に加え、新規事業として町道の路面性状調査を実施するとの

説明があり、予算計上額は８億４,４９３万７,０００円で、前年度比４,２２８万

１,０００円の減となり、その主な理由は道路改良事業費の減によるものでありま

す。 

委員から、町道改良等の要望を聞くが、用地取得等困難な場合、どのように対応

しているかとの質疑があり、地権者の同意が取れていることを前提に要望書を受け

付けているとの答弁がありました。 

次に、農林水産課では、農業従事者高齢化対策として各種農作業受託支援事業を

はじめ、果樹の簡易ハウスや真空包装機並びに剪定枝粉砕機の導入、林業において

は、間伐及び主伐した後の植林並びに被害が心配される有害鳥獣に対するシカネッ

トの設置等、漁業については、直売施設の整備をはじめ、加工所との効率的な運営

・連携など、主要事業について説明があり、予算計上額は５億２,９２７万円で、

前年度比９,７８８万３,０００円の減となり、その主な理由は、田浦漁港維持管理

事業の減額及び牛の水加工所整備事業の終了並びに平成２７年度経済対策補正によ

り、本来、新年度予算計上する予定であった直売施設整備等に関する事業を前倒し

したことによるものです。 

委員から、水産物供給機能保全委託料及び工事の内容はとの質疑に対し、田浦漁

港及び大矢漁港の長寿命化を図る調査及び補修工事であるとの答弁がありました。 

次に、農業委員会事務局では、農地等利用 適化を図るための利用状況調査及び

利用意向調査など主要事業の説明があり、予算計上額は９８４万２,０００円で、

前年度比２５万２,０００円の減となっております。 

委員から、耕作放棄地の面積及び現状等について質疑があり、面積は約８６５ha

で、その内樹木等が生え、農地として利用できない土地は約６７５ha となってい
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る。また、農業委員会で農地を借りたい人への仲介も行っているとの答弁がありま

した。 

次に、上下水道課では、飲料水供給施設整備事業で３水道組合に対する補助をは

じめ、浄化槽設置整備事業など主要事業について説明があり、予算計上額は２億

１,９６３万９,０００円で、前年度比１３８万６,０００円の増となっておりま

す。 

委員から、飲料水供給施設整備事業の受益者負担金について質疑があり、３分の

２を町が補助し、受益者が３分の１を負担しているとの答弁がありました。 

次に、商工観光課では、芦北海浜総合公園の遊具施設改修をはじめとする観光施

設維持管理費及び各種イベント開催等の観光振興事業、プレミアム付き商品券発行

補助金等の商工業振興事業など主要事業について説明があり、予算計上額は５億９

４５万１,０００円で、前年度比２,９０１万８,０００円の増となっております。 

委員から、温泉塩商品化事業で商品開発の状況はどうなっているかとの質疑があ

り、現在１１商品を開発しており、本年度２月末現在で約１,４００万円売り上げ

ている。また、５、６品の商品開発を予定しているとの答弁がありました。 

以上、質疑終了後は討論もなく、議案第８号については全会一致で原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１１号、平成２８年度芦北町農業集落排水事業特別会計予算につい

て申し上げます。 

平成２８年度は、施設の老朽化等に対する長寿命化に向けた取組の説明があり、

予算計上額は２億２,４００万円で、前年度比３７０万円の増となっており、委員

から、農業集落排水施設への接続の状況及び新規接続の見通しについての質疑があ

り、全施設に対する接続率は現在７８.６％であり、引き続き接続推進を図ってい

くとの答弁がありました。 

以上、質疑終了後は討論もなく、議案第１１号については全会一致で原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１２号、平成２８年度芦北町生活排水処理事業特別会計予算につい

て申し上げます。 

平成２８年度も町が管理する浄化槽の維持管理費について説明があり、予算計上

額は５,８００万円で、前年度比２００万円の増となっています。 

委員から、浄化槽の維持管理基数減少の理由はとの質疑があり、空き家により管

理を休止しているためとの答弁がありました。 

以上、質疑終了後は討論もなく、議案第１２号については全会一致で原案のとお

り可決すべきものと決しました。 
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次に、議案第１３号、平成２８年度芦北町有温泉事業特別会計予算について申し

上げます。 

平成２８年度も施設の適切な維持管理に努めるとともに、サービスの拡充と集客

を図っていくとの説明があり、予算計上額は９,３００万円で、温泉加熱用燃料費

及び施設修繕料等の減少により、前年度比１,０１０万円の減となっています。 

委員から、老人無料入浴券の利用状況について質疑があり、町で発行した入浴券

の８割程度が利用されているとの答弁がありました。 

以上、質疑終了後は討論もなく、議案第１３号については全会一致で原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１６号、平成２８年度芦北町水道事業会計予算について申し上げま

す。 

平成２８年度から特別会計で行っていた簡易水道事業と水道事業会計を経営統合

するに至った経緯と、鶴木山送配水管切替工事など主要事業の説明があり、予算計

上額は、収益的支出予算と資本的支出予算の合計が２億８,４００万円で、簡易水

道事業統合により、前年度比６,２２０万円の増となっております。 

委員から、統合により簡易水道の給水区域は拡張されるのかと質疑があり、今回

は経営のみの統合であり、上水道と簡易水道施設の接続は行わないとの答弁があり

ました。 

以上、質疑終了後は討論もなく、議案第１６号については全会一致で原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１７号、芦北町水産加工施設条例の制定について申し上げす。 

この条例は、水産物の付加価値の向上と特産品の開発に向け、平成２８年３月、

女島地区に建設された水産物加工施設の設置目的及び管理方法、使用などについて

規定するものです。 

条例の内容について詳しく説明を受けた後、委員から指定管理者制度を適用しな

いのか、漁協に委託するのかとの質疑に対し、当施設は水産物の加工を行うもの

で、一般町民が利用する公の施設に該当せず、指定管理者制度になじまない。１年

間は水産物加工の研究を行い、特産品が確立されれば運営を移行していくとの答弁

がありました。 

以上、質疑終了後は討論もなく、議案第１７号については全会一致で原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

以上で、建設経済常任委員会に付託されました議案の審査経過と結果の報告を終

わります。 

○議長（寺本修一君） 後に、前田文教厚生常任委員長。 
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○文教厚生常任委員長（前田徹一君） 皆さん、おはようございます。 

ただいまから文教厚生常任委員長報告を申し上げます。 

３月４日の本会議において、文教厚生常任委員会に付託されました予算関係５議

案及び条例の制定関係１議案について、審査の経過及び結果を御報告申し上げま

す。 

はじめに、議案第８号、平成２８年度芦北町一般会計予算について申し上げま

す。 

福祉課では、前年度に対し２,００９万５,０００円減の１７億６,６１２万９,０

００円が計上されております。 

増減率は１.１％の減となり、その主な要因は、子育て世帯臨時特例給付金の廃

止及び戦没者の追悼と平和を祈念する碑の建設事業が終了したためであります。 

また、高齢者福祉の新規事業として、外出時の急病、徘徊のおそれのある認知症

高齢者の身元確認などへ対応をするため、見守りカードを導入し、住み慣れた地域

で安心した生きがいを持って生活が送れるよう支援するとの説明がありました。 

なお、平成２７年度に引き続き、低所得者への臨時福祉給付金と、新たに年金受

給者等への年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給が行われます。 

主な質疑について申し上げます。障害者住宅改造助成事業補助金７０万円が計上

されているが何件分なのかとの質疑に対し、限度額の７０万円で１件分を計上して

いるとの答弁がありました。 

住民生活課では、前年度に対し３,４６３万１,０００円減の１８億５,３４３万

４,０００円が計上されております。 

増減率は１.８％の減となり、その主な要因は、ＮＰＯ法人みさとが事業主体で

行った地域介護・福祉空間整備事業が完了したことよる補助金の減及び水俣芦北行

政事務組合負担金（し尿処理費）の減によるものです。 

総合窓口業務では、平成２８年１月から利用開始された社会保障・税番号制度、

いわゆるマイナンバー制度の個人番号カードの活用に向けた取組を進めるとの説明

がありました。 

保険業務では、計画期間を平成２７年度から平成２９年度の３年間とする芦北町

健康づくり推進計画に基づき、健康寿命の延伸と健康格差の縮小や生活習慣病の発

症予防と重症化予防の徹底などを推進され、新規事業として、県の支援策と協調を

図り、不妊治療を受ける夫婦を対象に、特定不妊治療に対する助成事業が実施され

ます。 

環境対策事業では、水俣病発生地域高齢者等在宅支援事業の対象として、新たに

計石・鶴木山地区及び田浦地区の一部が加えられます。 
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また、水俣病公式確認６０年を迎え、うたせ船で水俣病を学ぶ講座の充実や女島

開発委員会と「もやい祭り」に取り組まれています。 

主な質疑について申し上げます。特定不妊治療費助成の対象者、回数及び助成額

はどうなっているのかとの質疑に対し、対象者は県に準じて４３歳未満まで、回数

は４０歳未満が通算６回、４３歳未満が通算３回、県の助成額は初回のみ３０万

円、２回目以降は１５万円で、残りの治療費の７割を町から助成するものであると

の答弁がありました。 

教育課では、前年度に対し５,１１８万７,０００円減の４億７,４６４万円が計

上されております。 

増減率は９.７％の減となり、その主な要因は、吉尾小学校、湯浦小学校、湯浦

中学校の体育館つり天井耐震化工事及び小学校の教科書改訂に伴うデジタル教科書

等の購入が終了したためであります。 

新規事業としては、幼稚園体育館の屋根改修工事、中学校教科書改訂に伴うデジ

タル教科書、教師用教科書、指導書等の購入などが計画してあります。 

また、気になる児童・生徒に対する支援員の増員に伴う費用を含め、不登校対策

支援についても前年度に引き続き予算が計上されています。 

主な質疑について申し上げます。気になる児童・生徒に対する支援体制はどうす

るのかとの質疑に対し、現在、支援員は１４人在籍しているが、小学校の新１年生

においても気になる児童が見込まれるため１人増員し、１５人体制で対応するとの

答弁がありました。 

生涯学習課では、前年度に対し１,７７１万２,０００円増の３億４,６４１万７,

０００円が計上されております。 

増減率は５.４％の増となり、その主な要因は、昨年８月の台風１５号により発

生した佐敷城跡の災害復旧費の増によるものです。 

新規事業としては、八代・芦北七夕綱に関する総合的な調査、星野富弘美術館開

館１０周年記念事業及び古石地区生涯学習センターにクライミングウォール購入な

どが計画されています。 

主な質疑について申し上げます。クライミングウォールとはどのようなものかと

の質疑に対し、壁に石が付いているもので、それを登るニュースポーツに使用する

ものであるとの答弁がありました。 

また、以前、星野富弘美術館に寄附金があったが、その使途と残額はどうなって

いるのかとの質疑に対し、寄附金は２,０００万円であり、ジークレー（精密な複

製画）の購入に充てており、これまで２０３万１,１２２円を支出し、残額が１,７

９６万８,８７８円となり、今回の開館１０周年記念事業にもこれを充当するとの
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答弁がありました。 

以上、質疑終了後は討論もなく、当委員会に係ります議案８号、平成２８年度芦

北町一般会計予算については、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

次に、議案第９号、平成２８年度芦北町国民健康保険事業特別会計予算について

申し上げます。 

事業勘定については、前年度に対し８００万円減の３６億６,２００万円が計上

されております。 

増減率は０.２％の減となり、その主な要因は予備費の減によるものです。 

保健センターと連携し、国保健康づくり推進事業を実施するとともに、医療費の

適正化に向け、医療費通知並びにジェネリック医薬品差額通知書を送付し、国保財

政の健全運営に取り組んでいくとの説明がありました。 

直診勘定については、前年度に対し１１０万円減の５,３１０万円が計上されて

おります。 

増減率は２.０％の減となり、その主な要因は、職員人件費及び医薬材料費の減

によるものです。 

へき地支援機構との連携により、週３回の診療を確保するとの説明がありまし

た。 

主な質疑について申し上げます。水俣病被害者に関する医療費の高騰に対応する

ため特別調整交付金があるが、前年度より約３,０００万円の減額となっており、

その主な理由は何かとの質疑に対し、特別調整交付金は水俣病だけでなく、精神疾

患に係る分もあるが、水俣病被害者の被保険者数が減少することに伴い減額となる

ことを見込んでいるためであると答弁がありました。 

質疑後は討論もなく、議案第９号については、全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

次に、議案第１０号、平成２８年度芦北町介護保険事業特別会計予算について申

し上げます。 

前年度に対し１億３,０９０万円増の２２億５,６００万円が計上されておりま

す。 

増減率は６.２％の増となり、その主な要因は、要介護認定者が指定居宅サービ

スを受けたときに支給される給付費の増によるものです。 

第６期芦北町老人保健福祉計画・介護保険事業計画の２年目となり、市町村介護

予防・日常生活支援総合事業の充実と、新たに在宅医療・介護連携推進事業や認知

症総合支援対策に取り組むとの説明がありました。 
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主な質疑について申し上げます。平成２７年度から総合事業に取り組んだ市町村

は少なく、特例措置があると聞いていたが、どのようなものかとの質疑に対し、平

成２７年度から総合事業に取り組んだのは、宇城市、芦北町、錦町、御船町の４市

町であり、ここには特別に予防給付・介護予防の実績額の１割増までの事業費枠が

認められることから、１年間で１,５００万円程度の増加枠が見込まれるとの答弁

がありました。 

質疑終了後は討論もなく、議案第１０号については、全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

次に、議案第１４号、平成２８年度芦北町奨学金貸付事業特別会計予算について

申し上げます。 

前年度に対し１１０万円増の３,７００万円が計上されております。 

増減率は３.１％の増となり、その主な要因は、平成２５年度から大学生の貸付

金を月額３万円から５万円に引き上げたことにより申込みが増えており、貸付金も

増となる見込みのためであります。 

主な質疑について申し上げます。奨学金貸付事業の周知はどのように行っている

のかとの質疑に対し、まちだよりに掲載し、周知を行っているとの答弁がありまし

た。 

質疑終了後は答弁もなく、議案第１４号については、全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

次に、議案第１５号、平成２８年度芦北町後期高齢者医療事業特別会計予算につ

いて申し上げます。 

前年度に対し６５０万円増の２億６,７２０万円が計上されております。 

増減率は２.５％の増となり、その主な要因は、後期高齢者被保険者数の増に伴

う保険料の増によるものです。 

新規事業の歯科健診事業に取り組むとともに、引き続き健康診査委託事業や人間

ドック健診補助を実施し、被保険者の健康保持・増進を図り、疾病の早期発見と重

症化の防止に努めるとの説明がありました。 

説明後は質疑・討論もなく、議案第１５号については、全会一致で原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１８号、芦北町いじめ防止等に関する条例の制定について申し上げ

ます。 

本案は、いじめはどこでも発生する可能性があるという認識の下、不測の重大事

態発生時における迅速な対処等も含め、いじめ防止対策推進法（平成２５年９月２

８日施行）の趣旨を踏まえ、学校、保護者、教育委員会に限らず、町民が一丸とな
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って未来ある子ども達を守り育てるため、総合的かつ効果的な防止対策を推進する

ことを目的に制定するものであると説明がありました。 

主な質疑について申し上げます。いじめ防止対策審議会委員の構成はどのように

考えているのかとの質疑に対し、学校関係者、保護者、区長、福祉関係者、民生児

童委員等での構成を考えているとの答弁がありました。 

質疑終了後は討論もなく、議案第１８号については、全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

以上で、文教厚生常任委員会に付託されました議案の審査経過と結果の報告を終

わります。 

○議長（寺本修一君） 委員長報告が終わりました。 

これから委員長報告に対する質疑を一括して行います。質疑はありませんか。川

尻議員。 

○１２番（川尻成美君） 今、３常任委員会の報告を受けまして、まず総務常任委員長

にお聞きいたしますが、文教厚生委員会のほうも類似する議案でありますので、そ

れぞれお答えをいただきたいと思いますが、文教厚生委員会のほうで、芦北町いじ

め防止等に関する条例が制定される審議が行われました。よって、その制定に伴っ

てですね、２８年度予算にいじめ防止対策審議会委員の報酬が４万円計上されてお

ります。今の報告で、大体内容は分かりましたが、総務常任委員会のほうの報告で

も触れられておりますが、なぜ一般管理費でいじめ問題調査委員会の報酬が６万

６,０００円計上されるようになったのか、ちょっと触れられておりますけれど

も、具体的にどのような内容で審査されたのか経過を報告いただきたいと思いま

す。 

また、文教厚生委員会のほうで、これ以外に今現状のいじめのほうはないのか、

あるのか、そういう審議はされなかったのかお答えいただければと思います。 

○議長（寺本修一君） 答弁を求めます。 初に、草野総務常任委員長。 

○総務常任委員長（草野安道君） 川尻議員の質問にお答えしますが、総務委員会とし

ましては、２ページに私が掲載しております問題解決にあたり必要な場合は、教育

委員会のみならず町としてもしっかり調査し、解決するためとの答弁であり、それ

以上は総務委員会ではお聞きしませんでした。それで納得したわけでございます。 

それと、それに伴いまして、いじめ問題調査委員会委員の構成としましては、弁

護士、精神科医、学識経験者、心理・福祉分野等の専門家で構成されているという

ことです。 

また、報酬の予算額６万６,０００円は、県の報酬条例を参考として、芦北町特

別職の職員で非常勤の者の報酬条例に基づき、委員長が１万７,３００円、副委員
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長が１万６,５００円、委員が１万５００円×３人分が計上されております。以上

です。 

○議長（寺本修一君） 次に、前田文教厚生委員長。 

○文教厚生常任委員長（前田徹一君） 川尻議員の御質問にお答えいたします。 

先ほどの文教厚生常任委員長報告に対して確認を含めての質問として受け止めて

おります。芦北町いじめ防止等に関する条例の制定に関する審査経過と結果は、文

教厚生常任委員長報告の６ページに記載してあるとおりであります。 

次に、予算審査の中で確認したことなどを報告いたします。芦北町いじめ防止対

策審議会委員報酬の予算額４万円は、学校関係者、保護者、区長、福祉・民生児童

委員等で構成される委員に支払われるものですが、委員の中には報酬の支払いに該

当しない学校関係者なども含まれる予定のため、本町の報酬条例に基づきまして

４,９００円×４人×２回分で予算が計上されております。 

本町の現状でございますけれども、この前の委員会の中ではそのことには触れま

せんでしたけれども、以前、２月の委員会をしたときにですね、件数等は執行部か

ら答えさせていいでしょうかね。よろしくお願いします。以上です。 

○議長（寺本修一君） 大塚教育課長。 

○教育課長（大塚雄二君） お答えいたします。 

平成２６年度におきまして、小学校が２０件、中学校が１８件、計３８件でござ

います。なお、数値をお聞きいただきますと、多いように感じますけれども、平成

１８年にいじめの定義が大幅に変わりまして、この時点から件数につきましては全

国的に多くなっております。 

○議長（寺本修一君） ほかに。川尻議員。 

○１２番（川尻成美君） 大体分かりましたけれども、要するに所管のほうでこのいじ

め問題がいろいろ協議されて、非常に教育委員会としても、文教厚生委員会として

もちょっと荷が重いとか、そういうことになったとき執行部のほうのこの調査委員

会のほうも調査を行う、助言を行うという意味で理解をしていいんですかね。自主

的に調査を行うんじゃなくて、問題が発覚したときに、どうにもならないというと

きに、この調査委員会が調査をするという意味で理解していいんですかね。 

○議長（寺本修一君） 草野総務常任委員長。 

○総務常任委員長（草野安道君） はい。私自体もそこまで、総務課には確認はしてお

りませんが、川尻議員が申されたとおり、私もそうだと思っております。以上で

す。 

○議長（寺本修一君） ほかに質疑はありませんか。 

申し合わせで通告制になっておりますが、今回に限り、白坂議員、許します。 
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○６番（白坂康浩君） 建設経済常任委員長にちょっと御質問なんですけど、議案第１

３号、平成２８年度の町有温泉事業の部分でちょっとお聞きしたかっですけど、委

員さんのほうから、老人無料入浴券の利用状況について、町で発行した入浴券が８

割程度利用されているという答弁がありましたということなんですけど、これは７

０歳以上であれば、その８割というとは、これは町が発行した枚数の中の、取りに

来られた中の８割の方が利用されているというようなことではないだろうかて思う

もんだけん、ちょっと分からんもんだけん、ちょっと質問させてください。 

○議長（寺本修一君） 元山建設経済常任委員長。 

○建設経済常任委員長（元山秀志君） 白坂議員の御質問にお答えします。 

記載のとおりでありまして、御答弁では発行した入浴券の８割が町内温泉施設等

で利用されているという説明でありました。以上です。 

○議長（寺本修一君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 今、白坂議員に特別に許可しましたのが、質疑・答弁が円滑に

いくために、前回の議員申し合わせにより、事前に通告することになっております

ので、今後はどうぞよろしくお願いします。 

これで質疑を終わります。 

これから日程第１、議案第８号から日程第１３、議案第４３号までを順次討論を

行い、採決します。 

議案第８号、平成２８年度芦北町一般会計予算について、討論はありませんか。 

［「議長」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） まず、委員長報告に反対者の発言を許します。坂本君。 

○２番（坂本 登君） 議案第８号、平成２８年度芦北町一般会計予算に対し、反対の

立場から討論を行います。 

当初予算は、特定不妊治療費の助成事業、１８歳までの子ども医療費助成事業、

町道射場芦北線改良事業、ふるさと応援寄附金事業など、新規事業または引き続き

事業として予算化してあり、全体としては限られた財源で町民要求を具体化してあ

ると評価できます。 

しかし、町交際費は昨年度に引き続き３００万円を計上してあります。毎年、近

隣自治体と比べて多すぎるとして反対してきましたが、改善が見られません。平成

２６年度決算で町交際費３００万円は、執行額２９８万６,６１４円のうち、支出

額の特産品は１８４万２,８２３円です。支出件数の合計は６３８件のうち、特産

品の件数は５０２件です。お分かりのように、特産品の支出額と件数が多すぎま

す。特産品として町外からの訪問者に対するＰＲ品の配布や、訪問先へのみやげ品
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を否定しているわけではありません。一定の特産品支出先基準を設け見直すべきで

す。他の自治体が公表しているように、毎月の支出額と支出先を詳細に公表し、公

表できないような特産品支出先は、公金の支出先として町民に説明がつかず、一定

の基準から外すべきです。こうすることで、特産品の支出額が減り、町交際費は減

額できます。当初予算の中に町交際費３００万円が計上されていますので、議案第

８号、平成２８年度芦北町一般会計予算に反対です。討論を終わります。 

○議長（寺本修一君） 次に、委員長報告に賛成者の発言を許します。藤井君。 

○１３番（藤井公明君） 賛成の立場で発言を申し上げます。 

今、反対の意見の中で、町交際費３００万円が高すぎるという発言でございまし

たが、私は決して高いとは思っておりません。以前はまだ高かったんです。それも

抑えてきて、今この金額になってきとるというふうに私は記憶しております。した

がって、やはり町がこれだけ町内外に対して、いろんな地元の資源を活かした物産

あるいは特産品等々をですね、ＰＲしていくためには、当然これは必要でありまし

て、以前は町長交際費、議長交際費になっておりましたが、もう町全体でこれを使

うんだということで町交際費、議会交際費になってきております。今までは、町交

際費と議員交際費を一緒に言っておられましたが、今回なぜか議員交際費は触れて

おられませんが、どういうことで議会交際費には質疑はなかったのかと思いますけ

れども、私はこれはですね、当然のことだと思います。したがって、執行部から提

案されましたことには、十分理解ができますので、賛成の立場をとります。 

○議長（寺本修一君） ほかに討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） これで討論を終わります。 

これから議案第８号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議あり」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議がありますので、起立によって採決します。原案に賛成の

方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（寺本修一君） 起立多数です。したがって、議案第８号は原案のとおり可決さ

れました。 

議案第９号、平成２８年度芦北町国民健康保険事業特別会計予算について、討論

はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 
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これから議案第９号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。したがって、議案第９号は原案のとおり

可決されました。 

議案第１０号、平成２８年度芦北町介護保険事業特別会計予算について、討論は

ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１０号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１０号は原案のとお

り可決されました。 

議案第１１号、平成２８年度芦北町農業集落排水事業特別会計予算について、討

論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１１号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１１号は原案のとお

り可決されました。 

議案第１２号、平成２８年度芦北町生活排水処理事業特別会計予算について、討

論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１２号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１２号は原案のとお

り可決されました。 

議案第１３号、平成２８年度芦北町有温泉事業特別会計予算について、討論はあ

りませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１３号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１３号は原案のとお

り可決されました。 

議案第１４号、平成２８年度芦北町奨学資金貸付事業特別会計予算について、討

論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１４号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１４号は原案のとお

り可決されました。 

議案第１５号、平成２８年度芦北町後期高齢者医療事業特別会計予算について、

討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１５号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１５号は原案のとお

り可決されました。 

議案第１６号、平成２８年度芦北町水道事業会計予算について、討論はありませ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１６号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１６号は原案のとお

り可決されました。 
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議案第１７号、芦北町水産物加工施設条例の制定について、討論はありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１７号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１７号は原案のとお

り可決されました。 

議案第１８号、芦北町いじめ防止等に関する条例の制定について、討論はありま

せんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１８号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１８号は原案のとお

り可決されました。 

議案第４２号、芦北町過疎地域自立促進計画を定めることについて、討論はあり

ませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第４２号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。したがって、議案第４２号は原案のとお

り可決されました。 

議案第４３号、定住自立圏形成協定の締結について、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 討論なしと認めます。 

これから議案第４３号を採決します。 

お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。したがって、議案第４３号は原案のとお
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り可決されました。 

藤井議員。 

○１３番（藤井公明君） 先ほど、議案８号で反対討論に対しまして、私は質疑と言い

ましたが、これは反対討論でございますので、質疑を撤回して討論に替えさせてい

ただきます。私がですね、質疑と先ほど申し上げましたので、これは取り下げてい

ただきたいと。質疑じゃありませんので、討論ということです。 

○議長（寺本修一君） ただいま藤井君からの申し入れ、質疑を討論に訂正方、削除し

訂正をお願いします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第１４ 議員派遣の件 

○議長（寺本修一君） それでは、日程第１４「議員派遣の件」についてを議題としま

す。 

お諮りします。議員派遣については、地方自治法第１００条及び会議規則第１２

５条の規定により、お手元に配付のとおり派遣したいと思います。御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。したがって、お手元に配付のとおり議員

派遣することに決定しました。 

議員派遣につきましては、やむを得ず目的先、期間及び派遣議員について変更が

生ずる場合には、議長に一任願いたいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。したがって、議長に一任することに決定

しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 第１５ 総務常任委員会の閉会中の継続調査の申出 

 第１６ 建設経済常任委員会の閉会中の継続調査の申出 

 第１７ 文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査の申出 

 第１８ 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出 

○議長（寺本修一君） 日程第１５から日程第１８までの各委員会の閉会中の継続調査

の申出を一括議題とします。 

各常任委員長及び議会運営委員長から、お手元に配付の申出書のとおり提出され

ております。 

お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御

異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（寺本修一君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申出書のと

おり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

これで本日の日程は全て終了しました。 

会議を閉じます。 

平成２８年第１回芦北町議会定例会を閉会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午前１１時０１分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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